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開会 午前９時１８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） ただいまから、平成２８年第２回与論町議会定例会を開会しま

す。 

これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大田英勝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、３番町 俊策君、６番供利泰伸君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（大田英勝君） 日程第２、会期決定の件を議題にします。 

お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月２２日までの７日間にしたいと

思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、会期は、本日から６月２２日までの７日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（大田英勝君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

報告事項につきましては、印刷して配付してありますが、その概要につきまして

は、事務局長代理に朗読させます。 

なお、本会議に提出されました請願・陳情につきましては、請願・陳情文書表の

とおり、関係常任委員会で審査をお願いします。 

事務局長代理。 

○議会事務局長代理（川上嘉久君） 諸般の報告をいたします。 

町長から平成２７年度与論町一般会計繰越明許費繰越計算書及び平成２７年度与

論町一般会計事故繰越し繰越計算書の提出並びに辺地総合整備計画の変更に係る専

決処分の報告があり、また、町監査委員から平成２８年５月分の例月現金出納検査

結果報告書が提出されていますが、その写し（出納検査結果報告書については一部

の写し）を配布してありますので、御一読ください。 

なお、閉会中における町外での会議・活動等については、次のとおりです。 

また、議会だよりについては、３月の定例会の内容を特集した与論町議会だより
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第１１９号を全世帯及び関係機関等に印刷配布してありますが、編集作業に当たっ

た広報委員をはじめ御協力いただきました関係者の皆様に感謝申し上げます。 

以上で報告を終わります。 

○議長（大田英勝君） これで諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 一般質問 

○議長（大田英勝君） 日程第４、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。 

２番、髙田豊繁君。２番。 

○２番（髙田豊繁君） おはようございます。今回の議会には、新しい課長、局長、園

長さんも見えられまして、大変頼もしく思いました。今後の御活躍を期待したいと

思います。 

それでは、先般通告いたしました一般質問の要領に基づきまして、一般質問をさ

せていただきたいと思います。 

１ 与論十五夜踊りの支援体制について 

(1) 踊り子の後継者育成を今後どのように強化していく考えであるか。 

(2) 新規の後継者には、支度金等の助成を行い支援する考えはないか。 

(3) 十五夜踊りを映像で収録し、後継者の演目習得のための教材として活用

する考えはないか。 

２ ふるさと納税の推進について 

(1) 寄附金を収納する業務の一部外部委託や、クレジットカードが利用でき

る新しいシステムを導入して、顧客の利便性を図り、寄附額の増大と地場

特産品や観光資源の活用を図る考えはないか。 

３ 子ども議会の開設について 

(1) １８歳以上から投票できる選挙法の改正をきっかけに、子ども議会を開

設し、将来を担う子供たちが政治に関心を持ち、まちづくりについて考え、

意見を発表する体験を通じて、行政や議会への理解を深めてもらうととも

に、子供たちの純粋な意見を町政運営の参考とする考えはないか。 

以上、５点につきまして質問申し上げたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 御答弁申し上げます。 

御承知のとおり、最近では少子化や会員の減少、世襲制の体制の薄れ等、踊り子

の後継者が不足しています。 

これまでも十五夜踊り保存会や文化財保護審議会の皆様等との連携で、後継者育
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成のための話し合いを実施してまいりました。 

また、青年団を中心に、幅広く踊り子を募集してきましたが、十五夜踊りの踊り

子は、祭りの前になると身を清め、神聖な場で踊る準備を整えると言われるゆえん

なのか、他の原因によるものか、入会の現状は厳しい状況下にあります。 

とはいえ、最近は地道な説明や勧誘活動が実を結び、１番組の踊り子として加入

の意思表示をした方もあり、ありがたく思っているところです。 

今後も、２番組、１番組の方々、文化財保護審議会の皆様等関係団体、関係者と

の連携を深めながら、広く町民の皆様へ周知を図ると同時に、重要無形民俗文化財

であり島の宝である十五夜踊りへの理解を深めていただき、後継者が育つ環境の醸

成に努めてまいりたいと思います。 

(2)の新規の後継者には、というところについて御答弁いたします。 

現在、十五夜踊りの保存・継承のために、与論十五夜踊り保存会運営費補助金を

交付しています。新規の後継者の踊り子には、この与論十五夜踊り保存会への十五

夜踊り保存会運営費の歳出費目の中で、後継者対策の支度金等として費用を計上し

て伝統継承の活動支援等を行っているところです。 

(3)の十五夜踊りを映像で収録する件についてです。 

十五夜踊りの演目を後世に伝承するにあたり、映像を残してほしいとの要望等は、

これまでも踊り子の皆様からもありました。 

特に１番組は、１３演目ありますが、先の後継者育成対策が遅れたことで、配役

不足が生じて踊れる演目が限られています。このことから、現在の５つの演目も継

続に不安があるところです。 

今回の新規加入者がいた場合には、演目数も増えることも予想されます。また、

後世に伝承する方法としても映像収録は大切なことと考えます。現在、保存会の皆

様が保存されている映像、教育委員会保存の映像等の内容の確認を行い、新規に必

要な映像は何であるかの精査も行うとともに、映像も専門家等へ依頼し、１カ所か

らだけでなく、様々な角度から演目の雰囲気や踊り方まで、伝承指導ができる教材

となるよう検討してまいります。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 皆さん、おはようございます。 

それでは、髙田議員の２番目、ふるさと納税の推進についての(1)について御答

弁を申し上げます。 

寄附金を収納する事務の一部を外部委託やクレジットカードが利用できる新しい

システムを導入することにつきましては、ふるさと納税に係る業務の効率化や寄附

者の利便性を図るための環境整備を現在検討しているところです。 
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寄附者に対する返礼品については、町内で栽培、製造、販売、サービス等をして

いることを条件とした協賛事業者を募集し、返礼品の提供や送付に係る業務委託を

考えています。 

返礼品は、寄附者自身が自由に選択できるようなシステムを構築し、地元食材を

生かした地場特産品や魅力ある観光資源を活用した体験型のサービス等を取り入れ

ながら、地場産業の育成や観光業の振興と併せて、地域経済の活性化を図りつつ積

極的にふるさと納税のＰＲにより、寄附額の増大に努めてまいりたいと思っていま

す。 

次、３番、子ども議会の開設の(1)です。 

地方議会の中に、子ども議会を開催しているところも多く、継続的に実施してい

る議会も一部にはあるようです。子供たちに、議会や行政の意義と仕組みを理解し

てもらうことを目的に、まちづくりや教育行政など身近なテーマで質問や提案をし

てもらう形が多いようです。 

子ども議会を開催することで、子供自身が自分の住んでいる町のまちづくりにつ

いて考える機会を増やし、町政の参加と理解を深めることができると同時に、子ど

も議会で出た意見も町政運営の参考になるのではないかと考えています。 

また、今年から施行される公職選挙法の改正により、満１８歳以上も有権者とな

りますので、政治に関心を深めることから、投票率の向上にもつなげることができ

るのではないかと考えます。子ども議会については、議会や関係部署と連携しなが

ら前向きに検討してまいりたいと思います。 

あと詳しいことについては、教育委員長から答弁をお願いします。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 子ども議会の開設についてです。 

御承知のとおり、平成２７年６月１７日に成立した公職選挙法等の一部を改正す

る法律により、公職選挙法に定める選挙権を有する者の年齢が満２０歳以上から満

１８歳以上に引き下げられました。これにより、この年齢までに主権者教育を三者

連携で充実する必要があります。 

現在、本町では子ども議会を開催しておりません。子供たちに議会や行政の意義

と仕組みを理解してもらうことは、将来町の担い手となる子供たちにとって、多く

の視点で意義のあるものと認識しています。 

子ども議会を開催する方向で、開催に当たり社会の中で自立し、他者と連携、協

働しながら生き抜く力や地域の課題解決を社会の一員として主体的に担う力をつけ

ることができるよう、まちづくり、島立ちの教育の視点から実施している自治体の

実態・動向を把握し、学校等との連携で開催時期、時間や開催方法、対象の児童生
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徒の検討などを十分に行ってまいりたいと考えます。 

○議長（大田英勝君） ２番。 

○２番（髙田豊繁君） ただいま５項目につきまして、大変具体性のある御答弁をいた

だきまして、有り難く思います。 

なお、細部的なことにつきまして、続きまして御質問させていただきたいと思い

ます。 

まずはじめに、与論十五夜踊りのことについてですが、私どもは、総務厚生文教

委員会で、４月１３日に十五夜踊り関係の方々とお話し合いを持たさせていただき

ました。その上で、意見交換とか、皆様方とお話し合いをさせていただいたのです

が、先ほど教育長から大変具体的な御答弁をいただいて安心したのですが、この２

点目の新規の後継者のことについてなのですが、その話をお伺いしますと、新規の

方々の場合は衣装をそろえたり、いろいろな形で経費もかなり掛かるというお話を

伺いまして、やはり今、先ほどありましたように、十五夜踊り保存会への補助金と

いうことで組まれてはいるのですが、特に新規の踊り子さんの掘り起こしとか、そ

れから実際メンバーとして頑張っていただいている方々には、それ相応のプラスア

ルファとして支援をする必要もあるのではないかということですが、先ほどの答弁

では、保存会全体への費用ということで補助しているのですが、これはやはり、そ

ういったケースバイケースで臨機応変に費用も計上して、新規の踊り子の方々が、

さあやるぞという気持ちを持ってもらうためにも、そういった資金面でバックアッ

プをしていただきたいと考えるのですが、教育長、再度お願いしたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） ありがとうございます。 

今度新規に入られる方々もいらっしゃると聞いていますので、今おっしゃられる

新規に入る方々が、どういうところに困ったり、どういうところに助成を必要とし

ているかということも、やはり大事に聞いていくことが必要ではないかと思います

ので、今ある予算内で対応できるかということも含めて、１番組、２番組の運営資

金の活用とか範囲を、臨機応変にできる部分はどこかということも検討しながら、

ぜひ入る方々がやる気になる土壌づくりはしていかないといけないと考えています。

ありがとうございます。 

○議長（大田英勝君） ２番。 

○２番（髙田豊繁君） ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

それから、３点目の演目ごとの記録をつくるという件ですが、例えば、１番組が

踊られる１０種類、１０題以上の演目があると聞いていますが、既に、その多くが

今は継承、再現が不可能ということで、これは非常に残念なことであると聞いてい
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ます。これまで先輩方が功労されて築き上げてきた財産であるのですが、そういっ

たせりふとかは残っていても、演目ごとの所作とか、語調とか、そこら辺は、どう

しても映像記録がないと再現できないし、これを舞うことも難しいということです。 

そういうことで、失してしまったことは、これはもう仕方がないのですが、せめ

て、今ある演題のフル収録に関しましては、先ほどの御答弁のとおり検討というこ

とでございましたが、ぜひ検討かつ実践していただきたいと思いますので、ひとつ

よろしく、御検討、実施をしていただきたいと思います。 

そして、こういった話もあったのですが、十五夜踊りそのものが、私どもの与論

町の観光にも非常に大きな資産価値があるということでございまして、今後は踊り

全体を大きな祭りとして、観光資源としてトータル的にコーディネートして、さら

に資産価値を高めていただけるようにという話もされました。幸いにして、教育委

員会当局には学芸員、そして社会教育委員、その他、郷土史研究会とか多くの有識

者もおられます。 

そして、こういったことを考えたときに、特に演出面では教育長が飛び抜けて見

識も高く識見もあるので、ぜひこれを実現していただいて、予算も付けていただい

て、映像収録をして後世に残る貴重な教材という側面からも、ぜひ御検討いただい

て実施をしていただきたいと思います。教育委員会の事務局長、御意見をお願いし

たいと思います。 

○議長（大田英勝君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（田畑豊範君） お答えいたします。 

手持ちの映像は何点かあります。ただし、十五夜踊り全体を映したものでありま

して、演目について最初から最後までというのは、ほとんどありません。その中に

は、トゥンガモーキャーだったり、入場してくる場面だったり、一部の二十四孝だ

ったり、三者囃子（さんばすう）だったりという映像はいくつかあるのです。今、

サザンクロスセンターで放映しているのが一番長く収録されているもので、個人で

収録したものをどういうふうにして集めるかということをしながら、それに足りな

い部分は、カメラを何台かお願いして、プロの方々に踊りだけという撮り方をしな

いと、周りの雰囲気とかというのは、踊りを再現するのには不適格なのではないか

と思っています。このことにつきましても、一番長いのが９月に綱引きがあったり、

それから芝居があったりということで、９月が一番撮るには最適だと思っています

ので、今度の９月からどうにか１つでも２つでも撮ってみたいと思います。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） ２番。 

○２番（髙田豊繁君） やはり皆様方も、もちろん専門家もいらっしゃるのですが、や
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はりそういった映像関係につきましては、外部委託をして、きっちり教材となるよ

うに取り計らいをしていただきたいと思います。 

観光資源という側面から、新しく商工観光課長になられた山下課長に意見をお願

いしたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山下哲博君） お答えいたします。 

この件に関しては、議会の方々からも提案をいただきました。与論十五夜踊りと

いうものは、本町の大きな文化の一つですので、町民そして町外からお見えの方々

にも、たくさんアピールをしてすばらしい文化財にしてまいりたいと考えていると

ころです。 

観光協会とも協議をしながら、議会の皆様の御指導をいただきながら進めてまい

りたいと考えているところです。 

○議長（大田英勝君） ２番。 

○２番（髙田豊繁君） ありがとうございました。 

それでは、次に、ふるさと納税制度に関してですが、今、本町はふるさと納税と

して、サンゴ礁基金条例を制定し、２７年度は、少し数字が違うかもしれませんが、

６７２万２６６１円ということで、ホームページに載っているのですが、この寄附

をいただきまして、特に離島振興、そしてヨロンマラソンや、十五夜踊り等への応

援としての指定寄附もなされている状況にございます。 

全体的に、アクセスの方ですが、６０パーセント以上が与論町のホームページや

ふるさとチョイス、ポータルサイトからのアクセスがあるということでございまし

て、私どもは先般、調査といたしまして、鹿児島県内では多額の２７億円という寄

附金を実現達成されました大隅半島の大崎町というところに所管事務調査をさせて

いただきました。 

大崎町の場合、アクセスといたしましては、ポータルサイト、ふるさとチョイス

を閲覧して全国の多くの自治体の中から大崎町を選定いたしまして、住所、氏名を

送信し申込みをします。そして、インターネット申請やネットから郵送、申請書類

をコピーしたり、業務提携をしているＪＴＢさんへ郵送するか、メールに添付する

かという方法で行っているようですが、送金の方法としては、主にＶＩＳＡカード、

あるいはＪＣＢ等のクレジット決済を行い、年末のギリギリまでこれに対応するた

めに職員が日夜頑張っているということでございました。 

先ほどの答弁にもございましたが、今後は納税者の方々が、仕事が終わった後、

夜でも自分の家に帰ってきてからでも、そういった対応ができるようにクレジット

決済等の方法、手段を今後はぜひ検討していただきたい。ぜひ実現していただきた



 

13 

 

いと思いますが、この件に関して、町長、どうですか、このクレジット決済等につ

きましての方法論の話なのですが、町長のお考えを再度お伺いしたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） おっしゃるように、カード等、あるいはいろいろな方法でこう

いうシステムを使って納税をしているということを伺っています。 

本町でも、そういうふうに導入できれば大変ありがたいと思うことですが、詳し

くは総務企画課長が説明します。 

○議長（大田英勝君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 御説明申し上げます。平成２６年度までは、寄附の手

段として郵送それから、現金、そして銀行振込という形をとっておりました。平成

２７年度に関しましては、「ふるさとチョイス」に加入しまして、これまで以上の

反響がありまして、過去最高額ということで、先ほどの金額となっています。 

しかしながら、まだまだＰＲ不足もありまして、クレジットカードの活用、利便

性の向上ということで、まだまだそういったところに取組をしなければいけないと

いうことで考えています。 

そして、地域おこし協力隊の職員にお願いして、特産品の開発ということで、来

週には協賛事業者を募集したいということで進めているところです。 

また、そういう中でも職員が全てを賄うということは厳しい面もありますので、

大手のＪＴＢさんとか、いろいろなところを介して一部委託も検討して、寄附額の

増大に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えています。 

○議長（大田英勝君） ２番。 

○２番（髙田豊繁君） 大崎町の例を少し加えて申し上げたいと思いますが、なぜそこ

まで町が一体となって全力を挙げて、このふるさと納税の増高対策を図ってきたか

といいますと、予算を立てるにあたりまして、８億円程度、財源が足りないという

ことで、全く町の予算が立てられないという、苦しみがありまして、そこから奮い

立って町も議会も、これに取り組んだということですが、皆様方が行政の仕事をす

るにあたりましても、財源がなければ、どうしても仕事も行きたたないし、賃金あ

るいは職員の給与もままならないというのが、これは現実的なことです。もちろん

獲得するには、いろいろなアイテムとか、そういったのも必要ですが、大崎町の方

々がおっしゃるには、与論町の方がむしろ観光資源としては、勝っているのではな

いかと考えているとのことで、確かに大崎町の場合は、うなぎが日本一だというこ

とがあるのです。うなぎとかマンゴー、それから牛肉、そういった特産品的なもの

も農家の方々、生産者の方々と一体になって取り組んでいるのですが、与論島は本

当に観光資源としては、非常に私どもも認識しているということでございまして、
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与論島が非常にうらやましいんだということで、無限の可能性があるのは与論町で

はないかということで、本当に背中を押されたような感じがいたしました。 

そういうことで、ぜひ細かいことは抜きにいたしまして、ぜひ前向きに、町長が

きばれよ、きばるよということで、ひとつ頑張らせていただきたいと思いますが、

町長お願いします。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。ふるさと納税につきまして、私もあち

こちに聞いて、町内外の方からいろいろな意見をお聞きするのですが、１つは納税

の趣旨、何のために納税するのかということをもっと詳しく説明してほしいという

意見がありまして、できれば子育て関係、教育関係にも力を入れてほしいという、

そういう御意見もあったり、それからまた、そういう趣旨の面と、あと１つは、地

域の地場の産業を育成するという、そういう大きな目的があると思いますので、そ

の付近から考えますと、今、大島郡で奄美市、龍郷町に次いで、私たちの与論町が

大島紬の生産反数では３位なのです。その大島紬を何とか活用できないかと。そう

いうことで、多額の納税をしていただいた方には大島紬の反物をあげる、あるいは

仕立ててあげるとか、チョッキをつくってあげるとか、いろいろな細かいものを作

ったりと、やはりそれに付随して、また地域の産業もそういうことをする方々も増

えてくると、また良いのではないかと。そういうふうに目的の面と地場産業を育成

するという面からも大いに考えていく必要があるのかなと思います。 

今までは、どちらかというと食べ物を中心に考えていたのですが、そうではなく

て、あるいは旅行券の補助をするとか、そういうことで与論の観光とタイアップし

たり、あるいは農水産業、商工業とタイアップしたような、そういうふるさと納税

の生かし方というのでしょうか、そういうことを考えていきたいなと思っています。 

○議長（大田英勝君） ２番。 

○２番（髙田豊繁君） ふるさと納税というシステムは、国から指命されたシステムで

すが、ただ納税をしていただくということばかりではなくて、島全体をアピールし

たり、プロモーションしたりするという意味でも大きな活用アイテムであると思い

ますので、ぜひ今後は特産品もですが、島全体を売り出す意味からも、大きな効果

があるかと思いますので、頑張っていただきたいと思います。 

最後に、子ども議会のことにつきましてですが、先ほど御答弁にもございまして、

選挙法が改正されて施行されるのですが、実は、私どもは議会報告会をさせていた

だくのですが、特に若者の参加者が少ないという点がございまして、そういった意

味からも、やはり学生さん、あるいは児童の頃から、こういった町政、実際の政治

というのはどういうものなのかということを本当に知ってもらったり、また、若者
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が参画できる場が今後は必要ではないかということで、この事項を出しているので

すが、やはり多くの町民のうち、限られた方々だけの意見ということではなくて、

そういった本当に実際の小学生、中学生、そして彼らにも、例えば道路の問題、そ

れから安心・安全の問題、学校施設の問題、あるいは修学旅行、あるいは対外的な

スポーツ遠征とか、医療の問題とか、なかなか私ども大人が目の行き届かない部分

も大いにあるのではないかと考えますので、次代を担う子供たちとの意見交換や議

論は、大いに必要ではないかということで、この問題を提起しているところです。 

そして先般、私が大変感動したことがありますが、アメリカのオバマ大統領が初

めて米国大統領として、広島を訪問され、「核なき世界を目指す」という力強いメ

ッセージをいただきました。そして、被爆者に対する惻隠（そくいん）の情、まさ

にこの言葉が適切な言葉ではないかと考えますが、そういったことで被爆者の方々

と接していただいた。そういうことからいたしましても、こういったものを子供た

ちが、どういうふうに受け止めたか、また、今後どういった世の中になってもらい

たいかという考え方も子供さん、学童から学ぶところは多いのではないかと思いま

す。 

そういうことで、昨夜のテレビでは東京都知事の大変嘆かわしいような姿もあり

まして、良い点、悪い面も子供たちの本当に純粋な心に、みんな響いているかと思

いますので、先ほどの御答弁にも大変前向きな意見をいただいたのですが、ぜひ御

検討いただきまして、ひとつ実現していただきたいと思います。 

最後に時間の関係もございますので、町長から締めくくっていただきまして、私

の質問を終わらせてもらいたいと思います。町長お願いします。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。子ども議会につきまして、少し趣旨は

違うかもしれませんが、実は、４、５年前に私が明るい選挙推進協議会の委員長を

していたときに、選挙管理委員会とタイアップをして、各学校を回って選挙につい

ての学習をできないかということで、ビデオ等も取り寄せたことがございました。

選挙管理委員長の体調が思わしくなくて、途中でリタイアしたのですが、そういう

ことも通しながら、子供たちに政治に関心を持たせるということは、大変大事なこ

とだと思いますし、またおっしゃるように、本当に若い、これからの与論を背負っ

て立つ人たちの意見がどういうふうなものなのかというのは、やはり我々は吸い上

げていく必要があると考えているところです。 

教育委員会、学校等とも連携をしながら、今後できるだけそういうことができる

ように進めてまいりたいと考えます。ありがとうございました。 

○議長（大田英勝君） ２番。 
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○２番（髙田豊繁君） ありがとうございました。ひとつぜひ実現していただきますよ

う希望いたしまして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（大田英勝君） ２番、髙田豊繁君の一般質問を終わります。 

次は、３番、町 俊策君の発言を許します。 

３番。 

○３番（町 俊策君） 質問いたします。 

１ 役場庁舎の仮移転について 

(1) 現在の役場庁舎は、揺れが軽度な地震や平年並みの台風によっても崩壊

する危険性が高いと思われる。そのような状況下で職員に就業させ、町民

に来庁させることは、危険を無視した無責任のそしりは免れないものと痛

感されるが、町長は仮移転など、具体的な対策を早急に講じる考えはない

か。 

２ 役場庁舎の建設場所について 

(1) 役場庁舎の建設場所については、提案される場所を中心とした市街化構

想図等を提示した上で、民意を問うなど、入念な選定プロセスを経ること

が肝要であると痛感されるが、町長は具体的に、どう進めていく考えであ

るか。 

以上、２点につきまして町長に質問いたします。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 役場庁舎の仮移転について御答弁申し上げます。 

熊本県内では、平成２８年４月１４日発生した熊本地震の影響で、５市町の庁舎

が損壊し、現在も余震の続く中、倒壊の危険性や行政機能の復旧に日数を要するこ

とから、分散移転しながら業務対応をしている状況となっています。 

地震が、いつどこで発生するかわからない中、本町の現状に置き換えて考えたと

きに、早急な対策を講じる必要があることを痛感しているところです。 

現庁舎は、昭和４０年に建設され、４９年が経過しています。平成２５年度の役

場庁舎の耐震診断の結果においては、震度６程度の地震で倒壊の危険性があるとの

報告を受けています。 

また、近年の大型台風により、役場３階の壁部分も被災し、建物全体が老朽化に

より、地震、台風、津波などの災害に対し、大変危険な状況にあることを痛感して

います。 

職員や町民からも不安の声が多く、安心・安全な職場環境を早急に確保するため、

現在庁舎内において、役場庁舎の仮移転について検討を行っているところです。 

移転に際しては、移転先における来場者の窓口サービス面や移転に伴う費用面な
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どを十分に配慮・検討し、町民の御理解をいただきながら、早期に仮移転を進めて

まいりたいと思っています。よろしくお願いします。 

○議長（大田英勝君） ３番。 

○３番（町 俊策君） 今の答弁について２、３質問をさせていただきます。 

役場の本庁舎が非常に危険な建物であるということは、誰もがわかりきったこと

です。これをわかっていながら、そのままの状態で放置して、しかも事故が発生し

た場合は、いわゆる密室の故意ということがあるのですが、これによって、重過失

致死傷、最も重いそういう判定が下されるのではないかと思って心配をいたしてい

ます。ぜひ御理解をいただきたいと思います。 

それから、「早急な対策」とか「検討」とか、「早期に」とか言葉があるわけです

が、これを具体的に示してスケジュールを示さないと、全員がそれに向かって動く

ということがバラバラではいけないのではないか、役場職員全体が、そういうスケ

ジュールをわかっていて、それなりの心の準備、あるいは移動する場所についての

いろいろなアイデア等が寄せられてくるのではないかと思いますし、それから、移

転するぞという、役場職員の全体の気持ち、心意気、そういったものも合わせて醸

成されるのではないかと思いますので、これはぜひ具体的に、いつから移転するか

というスケジュールをぜひ示していただきたいと思います。 

次に、２番目に移ります。 

役場庁舎の建設場所ですが、これについては、いろいろな提案もされていますし、

それから町民それぞれが、いろいろな想像を抱いています。しかし、具体的にどう

なるんだという予想というのがなかなか立てにくい、その一番の理由は、文章で示

そうとするからです。これは絵に描いて示さないと、わかりにくいのではないか。

あるいはまた、町民のアイデアも、その絵に誘導されて、すばらしいアイデアが出

るかもしれない。ですから、ぜひ市街化構想図等については、「できるだけ資料を

提示し」とありますが、文章だけでなくて、図面で示していただければ町民もわか

りやすいのではないかと思いますので、改めて提案をしたいと思います。 

以上、２点について、総合的に町長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。も

し、できるならば具体的に、いつ頃から移転を開始したいと思っているのか、そう

いうスケジュールについて、ありましたらお願いしたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 役場の建設場所については、これまで庁舎建設検討委員会にお

いて、建設候補地のエリアを選定し、利便性、安全性、貢献性、将来性、実現可能

性の観点から検討をしているところです。現在地を含め、どこにするかは、今のと

ころ未定となっています。今後の事業推進について、現在までの庁舎建設検討委員
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会での協議事項を町民に説明し、町民の意見や提言など建設検討委員会において十

分審議しながら、最終的な判断期限として、平成２８年度末までに建設場所の決定

を行いたいと考えています。 

新庁舎の場所は、本町のまちづくりに大きな影響を及ぼす施設でもあることから、

町民の理解を得ることが最も重要であると考えていますので、建設候補地の絞り込

みがある程度進んだ段階で、市街化構想図等、必要な資料もできるだけ提示し、町

民への説明と御理解を図ってまいりたいと思います。 

また、先ほど町議員から質問のありました仮移転の日にちと計画等につきまして

は、担当のほうから詳しく説明をさせていただきます。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） ただいまの町議員の庁舎の仮移転のことにつきまして、御説

明を申し上げます。 

当初、東北の震災、津波による被害のことを想定いたしまして、庁舎建設の委員

会のほうでは、これまで６回ほど検討会を進めてまいり、その後２か月前に熊本の

震災が起きまして、宇土市の庁舎の崩壊に伴って行政機能がストップしたというこ

とを考えまして、職員の間からも、現在「本当に与論の庁舎は大丈夫なのだろう

か」ということも、あちこちで職員からも耳にするようになりました。 

そういった中で、庁舎建設検討委員会としましては、新庁舎の建設のことをずっ

と検討してきたのですが、それよりも安心・安全で仕事ができる環境を確保してい

くというのが一番大切ではないかということで、今、庁舎内で意見をまとめている

ところです。 

そういった中で、少し長くなりますが、現在町が持っている施設につきましては、

半分以上が昭和５６年の震災の建築基準法以前の建物です。中央公民館、診療所、

あるいは可能な場所、あちこちあると思うのですが、しかしながら、それ以降の建

物につきましては、例えば砂美地来館だったり、屋内運動場だったりという限られ

た施設しかありません。そういった中で、現在この役場の全課を分散して移転をし

た場合に、どの方法がいいかということも今検討をしているところです。１階部、

２階部分、あるいは商工観光課の使っている部分、そして別棟にある水道課、環境

課とあるのですが、１カ所にまとめたほうがいいのか、それとも新庁舎の建設まで

に分散をして、町民の皆さん方には大変不便な思いをさせると思いますが、それを

踏まえてでも、やはり安全を第一に考えて、仮移転をしたほうが得策ではないかな

と、今話を進めているところです。 

できましたら庁舎資金の建設基金も積み立てをしながら、そしてまた、仮移転も

しながら、より町民の安全、職員の安全確保を第一に考えていければと考えていま
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す。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） ３番。 

○３番（町 俊策君） 今お話を伺いまして、質問する以前から検討されていらっしゃ

るようですが、非常に大切なことだと思います。まず人命第一が最も優先すべき事

項です。建設費用がうんぬんとか、あるいは、たとえ新庁舎建設が延びてでも、現

在の安全を図ることが第一であると思いますので、どうかその観点からよろしくお

願いいたします。 

以上をもって、私の質問を終了させていただきます。 

ありがとうございました。 

○議長（大田英勝君） ３番、町 俊策君の一般質問を終わります。 

次は、７番、野口靖夫君の発言を許します。 

７番。 

○７番（野口靖夫君） 執行部の皆さん、おはようございます。 

私は、今日は非常に燃えておりまして、燃えすぎて執行部の皆さんに失礼なこと

を申し上げるかもしれません。そこら辺は御容赦いただきたいと思います。 

平成２８年第２回の定例議会を迎えて、つい先だって３月定例会でも一般質問を

したのですが、私の持ち時間がギリギリになりまして、足りなくて、どうしても町

長に私の気持ちをお伝えしたい。また、執行部の皆さんにもお伝えしたい。そうい

う気持ちで、再度質問させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

１ 一億総活躍社会の実現について 

(1) 一億総活躍社会の実現に向けて、町長は、本町の現状をどのように認識

し、どう対策を講じていく考えであるか。 

特に安倍首相が言っておられる一億総活躍社会の実現に向けて、政府と

しては、全力を挙げてこれに向けてやりたいということで、今頑張ってお

られます。そこで我々地方議会、地方の執行機関としては、これに向けて

どのような対応をすればいいかということで考えなければならないと私は

思っています。 

そこで、執行部の皆さんにおかれまして、どういうことを、これから１

億総活躍社会の実現に向けて取り組んでいかれるのかということは、既に

耳に入っておられるわけですから、おそらく課長会や、中で取り組まれて、

議論されておられると思います。その全体的な構想というものをお聞きし

たいということが、まず第１点。 

(2) 安倍首相は、一億総活躍社会を実現するには、非正規労働者の処遇を改
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善し、能力を十分発揮することが重要であるとの観点から、「同一労働同一

賃金」を打ち出しているが、町長は、役場の臨時職員の処遇についてどう

考えているか。 

私は、同一労働同一賃金というのは、私が昭和５９年に議員になったと

きから、この考え方は絶対必要ではないかと考えておりました。今だかつ

てこれが実現されていないのが非常に自分の力のなさと申しますか、社会

がおかしいのかわかりませんが、この問題については、我々は真剣に取り

組んでいかなければならないと考えています。例えば、役場の臨時職員で

す。役場の臨時職員は、臨時職員であっても一生懸命自分の身を粉にして

やっておられのです。私が、なぜ役場の臨時職員を取り上げるかといいま

すと、まず執行機関から、役場の行政職員から直していかなければ、社会

に対して、同一労働同一賃金なんて言っても、これは通じない。私は、そ

う思っているから申し上げているのです。だから、まず最初に役場の職員

を臨時職員もある程度、一度には上げられません。だけれども、段階的に

これを議論してやっていかなければならないと私は常日頃から思っている

のです。それに対して町長、また執行部の皆さんはどう考えておられるの

か。 

(3) 一億総活躍社会を実現するためには、子育て支援の充実を図る観点から

保育士の確保や待遇改善が求められているが、町長は、本町の現状をどの

ように認識し、どう対策を講じていくか。 

続いてもう１点は、この間３月定例会で申し上げました。子供を産み育

てるためには、どうしても、まず出産支援、そして、その出産支援の中で、

次は子供たちを預かる、いわゆる保育園、こども園、この職員の待遇をし

っかり見直していかなければいけない時代に入ってきているのです。昔は

産めば、隣近所の皆さんに育てていただいたのですが、今はそういう時代

ではないのです。時代の背景というものを我々は考えなければならない。

とにかく時代の要請に従わなければならないということが第２点なのです。

だから、私は保育園で働いている皆さんが朝８時から出てこられて、夕方

５時過ぎまでですよ、あの小さくて何もわからない子供たちを命がけで守

っているのです。だからこそ安心して大人は働きに行けるのです。そうい

う実態を我々は学校訪問や、この間の定例会での実態報告の中でも聞いて、

いつも感じているのです。そういうことを我々は感じながら、なぜ見直さ

ないか、これを見直すことが大事なのです。見直しても実行しなければ駄

目なのです。そういうことをお聞きしたいということが第２点なのです。 
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どうか真剣なる皆様方の前向きな御答弁をお願いしたい。 

第３点目は、先ほど町俊策議員が役場庁舎のことについて質問されておら

れました。 

この役場庁舎の問題は、計画してから４年から１０年かかるのです。山

町長は、もう１年過ぎ去ろうとしているのです。あと３年しかないのです。

だから、指針というものをしっかりと示さなければ、スローガンというの

をしっかり示さなければ、この間の議会報告会の中でも、ある町民が言っ

ておられました。皆さんは真剣に考えているのです。ここで働いておられ

る役場職員は、もし地震が起きたら、崩れて死んでしまいます。 

そして、この司令塔である役場庁舎がなくなったらどうするのですか、

熊本大震災の話も、先ほど町長の御答弁の中から出ました。そういうこと

も踏まえながら、我々は真剣に考えていかなければならない、役場庁舎の

スローガン、財政面はどうするか、金がないからできませんでは済まされ

ないのです。金がなければどうするかということを我々が真剣に考えてい

かなければならない。 

そして次は場所です。場所をどこにするかということも、これも時間が

かかります。こういうことも私もわかりながら質問申し上げているのです。

そういうことを真剣に我々は考えていかなければならないと思うのですが、

まず第１回目の質問は、これで終わりまして、執行部の御意見を聞いてか

ら最後に質問させていただきます。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 一億総活躍社会の実現についての(1)についてお答え申し上げ

ます。 

第３次安倍内閣の目玉政策として打ち出された一億総活躍社会は、若者も高齢者

も女性も男性も障がいのある方も、国民一人ひとりが家庭・地域・職場において、

その持てる力を最大限に発揮でき、生きがいの持てる社会の実現を目指すこととし

ています。 

本町においては、町民全てが生きがいを持ち、活躍できる地域づくりの創出が重

要な政策課題であると認識し、地方の創生こそが一億総活躍社会の実現であると感

じています。また、国が「一億総活躍」という新たな政策を立ち上げたことで、ま

すます大都市圏の需要が高まり、地方への人の流れや地方創生に悪影響を及ぼし、

地方の衰退が進むのではないかという危機感も感じているところです。 

本町においては、平成２７年度に策定された与論町総合戦略に基づいた施策によ

り、地方への人の流れをつくることや、雇用創出、移住定住促進など、重点的な事
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業展開を図り、一億総活躍社会の実現に向けて、積極的に取り組んでまいりたいと

考えています。 

次に、(2)の「同一労働同一賃金」ということについて、お答え申し上げます。 

一億総活躍プランの中では、パートや派遣社員の非正規労働者の待遇を改善する

「働き方の改革」により、「同一労働同一賃金」の実現を目指すこととしています。

プランにおいては、正規労働者に対する非正規労働者の賃金水準をおおむね８割程

度に引き上げる制度設計となっているようです。 

役場の臨時職員については、これまで鹿児島県の賃金水準や郡島内の役場臨時職

員等の賃金単価を考慮しながら、職種や資格の有無などの区分により、賃金単価を

設定しているところですが、今後、国の法改正等により、地方公務員や役場の臨時

職員の賃金をどのような制度となるのかを注視しながら対応してまいりたいと存じ

ます。 

次に、(3)の保育士の確保や待遇改善ということについてお答え申し上げます。 

本町の３こども園は、正職員１３人、臨時職員３９人、うち保母の資格を持って

いるのが１５人、資格のない補助職員が１８人、調理員６人の体制となっています。 

町財政が厳しい中で、非正規職員の支えなしでは、幼児教育の充実を図ることは

困難な状況にあり、マンパワーの確保や勤務環境の改善は喫緊の課題であると認識

しています。このような状況を踏まえ、十分とは言えないまでも、来年度に町単独

の子育て支援・福祉促進事業を創設し、保育士の資格取得を支援し、質的確保を図

ることにしたところです。 

なお、国は本年３月の経済財政諮問会議の提言にある「希望出生率１.８」に直

結する緊急対策として、出産後・子育て中も就業が可能な多様な保育サービスの充

実を図る観点から、保育士の人材確保を図る資格取得に向けた支援、離職した保育

士の再就業支援、朝夕の保育士配置要件の弾力化等について、年内をめどに検討を

行うとともに、平成２９年度当初予算で恒久的な予算を確保し、保育士の２パーセ

ント相当の待遇改善と、キャリアアップの仕組みを構築する等の対策を行う方針を

示しています。このようなことを踏まえ、町としても国における今後の施策の動向

を注視しつつ、町単独の対策等も可能な限り検討しながら、質・量の充実を実現す

るとともに、保育士の待遇改善にしっかりと取り組んでまいりたいと考えています。 

次に、２の(1)役場庁舎の建設についてです。 

新庁舎建設につきましては、平成２６年度に、庁舎建設検討委員会を設置し、こ

れまで６回の検討委員会を開催し協議してまいりました。これまでの検討委員会で

調査・検討した内容については、住民説明会を開催し、御意見や御提言をいただき

ながら、今後の選定事業において審議しながら、建設場所を絞り込んでまいりたい
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と考えます。 

新庁舎建設までの作業スケジュールは、基本構想の策定と建設場所の決定を今年

度中、平成２９年度に基本計画の策定及び実施方針、平成３０年度、３１年度の２

年間で建設工事、平成３２年度からを使用開始が可能となるよう事業計画を進めて

いるところです。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） まず一つ一つ質問させていただきます。 

一億総活躍社会の実現に向けてということですが、今、町長の答弁をお聞きしま

すと、２点だけお聞きしたいと思います。 

要旨の第１点は、この場内にいる皆さん、執行部の中で、そういうことを議論し

たことがないということが、まずわかりました。これでは駄目なのです。私がお聞

きしたいのは、政府が今後将来に向けて、こういう方法で取り組んでいくのだとい

うことを打ち出している以上は、地方の役所でも課長の中で、そういうのを取り上

げて、我々はどういうふうにして、我が町を、この与論島という島を引っ張ってい

くんだという、そういう姿勢を我々は考えていかなければならないということは伺

いました。それは副町長が一番最適かもしれません。場内のことに関しては、副町

長が担当だと思っていますから、副町長が指導をして、そういう場をつくっていた

だきたいということが、まず第１点。 

もう１点は、今、町長の御答弁の中にもありましたが、地方の衰退が進むもので

はないかという危機感を感じておられる。これは逆ですよ。一億総活躍社会の実現

に向けて政府が取り組むと言った以上は、都市のほうが栄えて、地方が衰退してい

くのではないかという捉え方は間違っているのでありまして、そういうことではな

く、我々地方のほうが発想を切り替えて、我々地方が国を動かすんだという発想で

なければならないと思うのです。だから、逆に一億総活躍社会の実現に向けて政府

が取り組むと言った以上は、ありがとうございますということで、副町長が主導的

に我が町を、皆さんのシンクタンクで、役場のすばらしい課長の皆様方がおられる

のだから、そういうことを進めていかなければならないのが、私は筋だと思うので

すが、副町長いかがですか。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） ありがとうございます。今、この件に関しましては、毎月１

回課長会を定期的に持ちながら、今抱えている与論町の問題点をあぶり出しながら、

財政的にも、どういったふうに、それを有効的に生かしていけるかということも検

討を進めているところです。幸い、この大きな事業が今回出てまいりましたので、
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総務企画課のほうで、最重要課題は何かということを検討した結果、観光による島

おこし、あるいは観光による雇用対策というものを第１番目に考え、そのためには

どうしたらいいかということを今議論を進めているところです。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） しっかりやっていただきたい。副町長、私にありがとうござい

ますという言葉は使わなくていいです。検討ではなく、前向きに進んでください。 

次に移ります。 

この一億総活躍社会の実現に向けて、今問われているのは、先ほど申し上げまし

た役場の「同一労働同一賃金」ということなのです。皆さん、先ほど町長の御答弁

にもありましたこども園の中でも、正規職員と臨時職員の数をみれば３倍は違うの

です。その中で、役場の中でもそうなのです。その方々も同じように生活しておら

れるのです。臨時職員の方々も、本当に自分の口には出さない。そうしたら辞めれ

ばいいじゃないかと言われるのではないかと思って黙っているのです。心の中では、

私も一生懸命同じように働いているのに何でこうなんだろうかという気持ちでいっ

ぱいだと思うのです。これが役場の臨時職員のお気持ちだと思うのです。私もそう

思います。だけれども、私は今すぐ賃金を上げてくださいということは申し上げて

おりません。 

先ほど町長の御答弁の中にもありましたように段階的に上げていき、これでいい

のかということを考えていかなければならない。鹿児島県の水準がどうだからでは

ないのです。地方自治体というのは、独自の政策でもってできるのです。鹿児島県

がどうだ、国がどうだではないのです。 

私の子供も、以前臨時職員として鹿児島県庁に働いておりました。今は結婚して

東京に行っていますが、私の子供もそう言います。だけれど、鹿児島県の臨時職員

と本町の臨時職員というのは、地域が違うから差があるというのは当たり前かもし

れませんが、生活というのは本当に変わらないのです。逆に地方のほうが大変なの

です。島外に出ないと目的が果たせないことが多い。こういう外海離島に住んでい

る住民の苦しみというのは大変ですよ。都会に住んでる人は、電車に乗れば、すぐ

行けます。だけれど、与論の場合は飛行機、船、時間もかかる、そういう中で生活

しているのです。だから、そういう人たちのことを我々は真剣に考えていかなけれ

ばならないということをひしひしと感じます。どうですか、副町長、どう思います

か。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 現在の役場の職員は、定数で１１５人です。その中で、正規
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の職員が１０２人、臨時職員を含めますと２４６人の職員が働いています。率にし

まして、非常勤職員のほうが、約５８パーセントぐらいになりますか、現在の役場

の運営につきましては、非常勤の臨時職員の力なくしてはできていないというのが

現状です。 

しかしながら、財政のほうでいろいろ検討もしていますが、経常経費をいくら分

抑えるかというのも、非常に財政の運営においては支障な部分もありますので、職

員が１１５人対して１０２人で、今、運営をしている部分も含めて、職員がもっと

もっと仕事にゆとりを持ってできるような環境、あるいは臨時職員の、そういった

改善というのも他の市町村も参考にしながらしかできないとは思うのですが、現在

野口議員からの御指摘をいただきましたことも含めて、検討しながら前向きに進め

てまいりたいと思います。以上です。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） 我が町の未来は、今、副町長がおっしゃられるように、正規職

員、非正規職員の方々が担っているのです。そういう方々の気持ちをくみ取った場

合に、誰しも家庭があり、これは私が申し上げなくても副町長も御存じだと思うの

です。そういうことを常に認識しながら、財源がないから仕方ないのではないので

す。そしたら雇わなくていいではないですか、そういうことだったら、最初から、

そうではないのです。その財源をどのように工面するかが、あなたの仕事なのです。

金が無いからということになってきたら、議論になりません。これは終わりです。

私が何度言っても、これは通用しません。だから、そうではなくて、議論をするた

めの議論ではなくて、前向きにするためには、金が無いからではなく、どのように

して工面するかということを考えるべきだと私は思う。無い袖は振れないですよ、

それはわかりますよ。だけれども、雇った以上は振らないといけないのです。そう

でしょう。その人の生活がかかっているということを常に我々は考えていかなけれ

ばならないということを申し上げているのです。 

次はこども園のことについてです。３月の定例会では、時間がなくて、私の気持

ちを申し上げられなかった。だけれど、こども園の園長先生方は、私が言う以上に

しっかりした御答弁をされておられました。本当に、現場でしかわからないのです。

我々は外から見ているだけでわかりません。現場で働いておられる皆さんの、あの

雰囲気、どうですか、本当にこれは誰でも申し上げにくいですよ。 

朝は８時からですよ、あの小さな子供たちを夕方６時頃まで毎日必死になって保

育しておられるのです。これは本当に、並大抵のものではないです。小学校、中学

校の子供たちは、ある程度の知識があって、放っておいても大丈夫ですよ。町長は

校長をされていたから、わかると思いますが、私が申し上げたいのは、比較すれば、
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ああいう子供たちこそ、預かる人たちのことを考えなければ我々は駄目ですよ。私

はそう思うのです。実態がそうなのです。鹿児島県内でも、子供たちが病気になっ

たら役場の職員が飛んでいって、病院に連れて行く制度もできたのです。それはも

う皆さんマスコミで御存じでしょう。そういう地方自治体において、そういう取り

組みをしているところもあるのです。それだけ大変なのです。また、親を呼ぼうと

したら親は働いている、すぐには来れない、そういう実態があるんです。町長の３

月定例会での私への質問に対する御答弁は、本当に「前向きに検討したい」という

お言葉がございました。これは「前向きに検討」ではなく実施しなければならない

のです。段階的に実施しなければならない。今、国においても、保育園、こども園

の職員の処遇改善をしなければならないということで、散々国会で言われています。

国会でやっているのに、我々地方議会がそういうことを見逃したらおかしいではな

いですか。また、お互いに真剣に考えなければならない時期なのです。段階的に実

行しなければならない、私はそう思います。どうですか、町長。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 確かにおっしゃるとおり、非常によくわかります。私も教員を

しており、当時は幼稚園でございましたが、その方々が一時も手も目も離せないと

いう、勤務をしていらっしゃるということに対して、大変だなと、いつも思ってい

るところでしたが、ただ、本当に町でも年次的に資格を持った方々の雇用というか、

採用を一生懸命しているところですが、今後とも、ここにもありますように、非正

規の方々に資格を取ってもらうという、そういうところにも力を入れてまいりたい

と考えているところです。以上です。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） 今、この件に関して１点だけ町長に申し上げます。 

与論島には、保育士の資格を持っている人は、たくさんおられるのです。今、

「町単独事業で保育士の資格を取るために助成していきたい」と御答弁されました。

そうではないのです、資格はあるのだが、働いても臨時職員だし、あるいはまた、

待遇が悪いから働かないのです。資格を町単独で補助事業を与えて、資格を取るた

めに助成していると、申されましたが、そうではないのです。働きたいのだが、生

活ができないから違う職業に転職するのです。それが今の実態なのです。 

我々は、そこを捉えるのではなくして、町単独でやるべきことは、今現在働いて

おられる、これから働こうとしておられる職員の待遇をどう改善するか、これをし

っかりしていかなければ、前向きに進行しないのです。これが大事なことなのです。

町単独で資格を取る問題ではない。資格を持っておられる方は、たくさんおられる。 

私も、教員の免許を持っています。高校、中学の社会科だけれども、それでは生
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活できないから民宿南風荘を経営しているのと同じように、それぞれの道がありま

す。生活できるならば、そこでしたいということで一生懸命、勉強して保育士の資

格免許を取られて、喜んで子供たちの面倒をみようと、子供たちを育てよう、我が

町、我が国のために働こうといっている保育園の先生方に対する処遇改善を考える

べきであって、何も町単独で資格を取らせようなど、そういうことは考えていただ

きたくない。どうですか、副町長。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 新聞のコラム欄等を読みますと、保育士が足りないから待機

児童が解消されないという問題ではなくて、都会では子供の騒音とかいろいろな問

題があって、保育園自体が建設できないという現状もあるようです。 

しかしながら、私どもの与論におきましては、現在町民福祉課にお聞きしました

ら、待機児童はゼロという回答をいただいています。そういった中で、子供に携わ

るそれぞれの資格をお持ちの方々というのは、定年退職、あるいは島外から来られ

た方々の中にも結構おられるのではないかと考えています。そういった皆さん方の

お力をお借りして、何とか資格を持っていない皆さん方の指導も含めて、子育ての

環境が充実できていければ、もっともっと安心して子供を預けることができるのか

なと思いますので、その辺を含めて検討してまいります。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） しっかり検討してもらいたい。要は、処遇改善、待遇改善です。

今、副町長がおっしゃられたのは、書かれた答弁書を読んで答弁されたと思います

が、実態は副町長も私と同じような考え方だと思うのです。だから、どうか皆さん、

我々で今現在の環境を改善していく、処遇を改善していくというのが責務ですから、

そういうことを考えていただきたいということをお願いして、次の質問に移ります。 

役場庁舎の問題は、先ほど町議員のほうから質問がございました。だけれども、

今、町民の中には、これがどこまで進んでいるのかわからないというのが実情なの

です。先ほど町長から御答弁がありましたが、役場庁舎を建て替えるなという人は、

ほとんどおられないと思います。問題は、場所をどこにするか、財源をどう確保す

るかということが一番大きな問題だと思います。これを町民が知らないから、先が

見えないと行っておられると思います。 

だから我々は、これをですね、町長がいつも言っておられるシンクタンク、場所

の選定はシンクタンクにお願いするしかないのです。これは反対賛成必ずあります。

だから、早急に立ち上げて、場所をもう一回再検討し直す。その方々はいろいろ大

変だと思いますが、シンクタンクの中で議論していただく。そして財源は、どう確

保するか、これは町長、東日本大震災、熊本地震の中でも、もう既に政府は確認、
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認識済みですから、財源を確保しようと思ったら町長の腕次第、行動次第である程

度確保できると私は確信しています。これは県の県議会議員の方々からも聞いてい

ます。だから今早急にやるべきことは、我が町の庁舎なのです。庁舎をどうするか、

そして、町民が安心して頑張れよと言えるような行政のあり方というものをつくら

なければ、町民は非常に心配している。そのことを町議員も言いたかったと思うの

です。だから、場所の選定も大変、だからこそ４年から１０年かかるのですという

ことはそこにある。 

また、和泊町でも役場庁舎の問題でマスコミにも出ました。現在の伊地知町長が

以前任命した脇田清一郎という元副町長が心配されて、見直しを求める陳情書を出

しているのです。財源の問題が大変だと、それで大丈夫かと、再検討してはどうか

と、こういうことは今になって、建設しようとしている中で起こっているのです。

自分自身が任命した方々が中心になって動いておられる。 

だから、こういうことからして、必ず物事を進める中では反対も賛成もあります。

だからこそ、シンクタンクは必要であり、町民の意見を聞く、この耳が必要なので

す。私はそれをお聞きしたいがために、わざわざ役場庁舎の問題を取り上げたので

すから、どうかひとつ早急に、町民にわかりやすいように、私はこうしたいのだと

いう町長の方針というものを今ここで示していただきたい。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今おっしゃられることは、本当にそのとおりだと思いますが、

今まで６回検討委員会を重ねているのです。役場庁舎の建設場所の問題ですが、そ

こで論議されたことの中で、一番町民の賛成の多かった所、２番目はここだと、い

ろいろなことがありますが、そのことについて改めて考えますと、熊本に直下型地

震が起きまして、果たしてその場所はどうなのかということを見たときに、与論に

もいくつも断層の亀裂があるので、そこに庁舎をつくったとしたら、いけないので

はないかなということで、検討をしてこちらがいいのではないかというところを検

討中です。 

そういうことで、私も茶花の街の方々がどういうふうに避難していけばいいか、

茶花の方々の人命を守るにはどうすればいいかということも考えながら庁舎のこと

については、検討してまいりたいと、早急に検討してまいりたいと思います。 

そして、そのことを庁舎検討委員会にも申し上げまして、判断を仰ぎながら、そ

して町民説明会をしていければと考えているところです。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） この役場庁舎建設は、今御自身でも言っておられますように、

大変な問題なのです。財源は何とかできると思いますから、今のうちに早急に町民
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がわかりやすいように、各部署で議論をしていただくと、そういうことをしないと

町民に誤解を招く、どっちがいい、こっちがいいといって前に進まないです。それ

だけで時間をとってしまって何もできません。そういうことですから、私が言いた

いのは、そこなのです。町長もそう思っておられる。 

一億総活躍社会の実現に向けてということでしたが、役場庁舎についての質問を

させていただきました。一億総活躍社会の実現に向けてということは、全てのこと

に関わる問題です。我々議会も、ここにおられる執行部の皆さんも真剣に我が町を

どのような方向に持っていけばいいかということを常に考えていかなければならな

い、もちろん考えておられると思いますが、私は常にそう思います。それが、糸が

１本ほぐれてしまったら、ズルズル布が破れていくように、切れ目が出ないことを

やっていかなければいけないと思うのです。どうか、お互いに頑張りたいと思いま

すので、今回は我々最後の定例会でもあります。８月には選挙もあります。本当に

良い方々が立候補を予定しておられますから、誰が我が町のために、また本当に東

京都であったような、私利私欲の振る舞いがないように、我が町のために誰が働く

かという人をお互いに選ぶべきではないかと思って、こういう質問をさせていただ

いているのですが、どうか皆さんも議会も一緒になって、良い町をつくりましょう。

終わります。ありがとうございます。 

○議長（大田英勝君） ７番、野口靖夫君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。１１時５分から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時０３分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次は、１番、林 敏治君の発言を許します。 

１番。 

○１番（林 敏治君） それでは、第２回定例会の一般質問をいたします。 

１ ふるさと納税の推進について 

(1) 近年、故郷などに寄附を行うことで、所得税等の控除が受けられる「ふ

るさと納税」が注目を浴びています。本町においても、地場特産品を生か

して、ふるさと納税の推進に積極的に取り組む考えはないか。 

２ 観光地づくり対策について 

(1) 豊かな観光資源を生かした体験型観光地づくりを積極的に推進する必要

性が痛感されるが、町長は具体的対策をどう講じていく考えであるか。 
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３ 住みよい環境づくりについて 

(1) 共産党与論支部が要望している辻宮住宅と瀬良座住宅の建て替えまでの

シロアリ対策、雨漏り対策、トイレの水洗化について具体的対策をどう講

じていく考えであるか。 

また、母親が子供を安心して預けて働けるよう、学童保育の充実を求め

ているが、町長はどのように認識し、どう進める方針であるか。 

以上、お伺いします。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） それでは、ふるさと納税の推進についての(1)についてお答え

申し上げます。 

近年、「ふるさと納税」が注目されていることに鑑み、本町としましても、この

タイミングを好機と捉え、地場特産品や本町の宣伝を積極的に取り組んでまいりた

いと存じます。 

現在、町内で栽培、製造、販売、サービス等をなされていることを条件とした協

賛事業者に返礼品の提供及び送付の業務委託を考えています。返礼品の種類、品数

を増やし、返礼品のカタログやふるさと納税のパンフレットなどを新しく作成し、

広く与論の特産品をアピールすることで、地域事業者の活性化にも努めてまいりた

いと考えています。 

また、寄附者の利便性の向上を図るため、インターネットを介したカード利用な

ど、環境整備は、ついても検討しているところです。 

ふるさと納税は、寄附を通じた住民参加型の地方自治を実現するとともに、個性

あるまちづくりに資する目的でもありますので、積極的に取り組み、地場産業の育

成にも努めてまいりたいと存じます。 

次、２番目の観光地づくり対策についてです。 

与論町は、平成１８年度より与論町グリーン・ツーリズム推進協議会を立ち上げ、

平成２０年度にはブルー・ツーリズム、ヘルスツーリズム、エコツーリズムを１つ

にした「ゆんぬツーリズム推進協議会」へ移行し、与論島の自然・人・文化を観光

資源と位置付け、体験型観光を推進してまいりました。 

その流れを踏まえ、キビ刈り黒糖づくり、追い込み漁といった農・漁業体験、史

跡巡りや自然観察を兼ねたフットパス、ジオパークツアー、百合ヶ浜一帯の広く美

しいイノーを利用した夏のＳＵＰ（スタンドアップパドル）、冬のウィンドサーフ

ィンなどのアクティビティー、そして、島人と触れ合えることが魅力の民泊などを

体験型観光の主軸として推進しているところです。 

また、観光客が増加傾向にある中で、より多くのニーズに応えるべく、メニュー
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の充実と人材育成に努めてまいる所存です。 

次、３番目の住みよい環境づくりについてです。 

辻宮住宅や瀬良座住宅については、老朽化が進んでいることから、公営住宅等長

寿命化計画に基づき、公営住宅ストック総合改善事業を活用した改修を行います。 

辻宮住宅につきましては、平成２８年度に改修に向けた設計委託を行い、平成２

９年度から順次改修を行います。 

また、瀬良座住宅についても、平成３０年度に設計委託を行い、３１年度に改修

を予定しています。このようなことから、緊急を要する雨漏り対策については、予

算及び施工方法等を検討し速やかに対応したいと考えますが、シロアリ対策及びト

イレの水洗化については、改修を考慮しながら対応してまいりたいと考えています。 

学童保育の充実につきましては、放課後児童クラブ（学童クラブ）の利用者は、

毎年右肩上がりに増加しており、平成２７年５月には全国で利用者が１００万人を

超えたところです。 

なお、鹿児島県は九州管内で最も待機児童が多く、クラブの整備が急務となって

います。国は、平成３１年度末までに１２０万人の受け皿を確保することを目標と

しており、小学校の余裕教室を徹底活用した実施を推進するとしています。今後、

町としては、潜在的な待機児童の確認や確保方策の見直しを行いつつ、新たな整備

を検討するとともに、放課後児童クラブを実施している施設の質的な課題等につい

て取り組むことが必要であると考えているところです。 

これからの学童クラブのあり方は、単に「共働き家庭等の児童が放課後を安心・

安全に過ごすことができる場所」というだけではなく、「次世代を担う人材を育成

するため、全ての児童が放課後等における多様な体験・活動を行うことができる場

所」としての役割を加えて、それを果たしていく重要なものへと変わっていくこと

が求められていくものと再確認する次第です。質的・量的課題を捉えて計画的な整

備を進めて、児童の健全育成に努めてまいりたいと考えています。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） ただいま答弁がありましたが、各項目ごとにいくつか質問をさ

せていただきます。 

まず１点目のふるさと納税対策についてですが、これは先ほど髙田議員からもあ

りましたが、地場産の特産品については、地域おこし協力隊員と協力しながら新た

な特産品も開発していると聞いています。 

どのようなものがあるか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 新たに特産品として開発したものが、地場特産品とし
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てふるさと納税に提供されるまでには至っておりません。 

既にある特産品を含めて、今後、地方創生の交付金を活用して、漁協などが中心

となって取り組む加工品であったり、それから薬草を活用した特産品の取り組みも

検討しているところです。 

特産品に関しては、食品衛生法などいろいろな問題もあり、厳しいチェックが必

要なこともありますので、そういったことを解決しながら取り組んでまいりたいと

思います。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） 与論の特産品には、目玉商品がなかなかないのです。与論では、

自然に生えている薬草が豊富にあるということを聞いています。近年、健康志向の

社会において、薬草を原料とした特産品の開発が必要ではないかと私は考えていま

す。ぜひ今後検討されてください。 

次に、本町の特産品開発は、民間主体で行われていると思います。今後は、商工

会、それからＪＡ、それから漁協、観光協会などの関係機関と一体となって取り組

んでいかなければならないと常々考えています。今後は、島全体で取り組んでいか

なければ魅力のある特産品を開発することはできないと思っていますので、その辺

をぜひお願いをしたい。今後どのような方策を考えておられるか、町長お伺いしま

す。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 確かに今言われたように、薬草につきましては、先日もマルコ

に行ってまいりましたが、販売については、一応軌道に乗せることができるのでは

ないかというめどを立てているところです。これを島の産業として、ふるさと納税

の返礼品として考えていくということは、それだけではできませんので、ほかのも

のと組み合わせながら、例えば、先ほど申し上げましたつむぎとかの品物も入れた

り、あるいは農産品・水産品を加工したものと抱き合わせたり、何か粉末状のもの

などもつくれればいいなと思いますので、特に漁協、農協、あるいは商工会の方々

が、これまで以上に協力し合って開発していこうという機運に燃えていますので、

本当に期待しているところです。 

それから、果樹類につきましても、季節がございますので、これを何月には、こ

ういうものが出るんだという納税のお返しの間を待たせるという、手紙を入れなが

ら待っていただくというようなことも必要ではないかと考えているところです。 

幸いにして、地域おこし協力隊が２人まいりまして、一緒になってあちこち回っ

て、今調査をしているようですので、それがまた、今後、この納税の推進に生かさ

れれば、あるいはまた、島のＰＲに生かされればと思っているところです。以上で
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す。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） 先般、私ども環境経済建設委員会は、南島原市に所管事務調査

に行ってまいりました。そこでは、特産品として目玉商品がたくさんありました。

クレジット決済での寄附金の納付や、株式会社ＪＴＢ西日本の「ふるぽ」を活用し

てポイント制カタログギフトを贈呈し始めたことが、ふるさと納税の金額増に結び

ついていました。 

本町でも早急にインターネット上でのクレジットカード決済や、ポイント制カタ

ログギフトを贈呈をするなどのアイデアといいますか、そういったことを考えられ

ないのか、今後検討をするということですが、副町長、どういうお考えですか。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 特産品開発については、これまでにも協賛あるいはＪＡ、あ

るいは産業振興課、このほかにもたくさんあるかと思うのですが、多種多様の補助

金等も導入しながら、取り組んでいますが、なかなかこれといった決定打が出てい

ないというのが現状です。 

そういった中で、今、各課それぞれ点々としていた補助金のあり方というのも考

えながら、そういった総合的な特産品の開発について、どうしようかということも、

ＪＡ、あるいは漁協等を交えて話し合いもしています。鹿児島大学の御協力もいた

だいて、より高品質の水産物の加工とか、そういったことも手掛けながらやってい

ければと思っています。 

ただ、どうしても特産品という限られた資源を受けつけるというのは限度があり

ますので、商品の開発、例えば与論・沖縄間の飛行機のチケットをポイントとして

提供するとか、あるいは宿泊券を贈呈してみるとか、要するに島にお客さんが流れ

てくるようなシステムというのも含めて考えながら特産品と並行してやっていけれ

ば、もっともっと島が活性化するのではないかと思っていますので、その方法を早

急に検討し進めていきます。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） 特産品の開発は、農林水産品は観光事業の振興に非常に大切な

ことだと思っています。どうかこれからも早急に取り組んでいただきたいというこ

とです。 

次に、観光地づくりについてですが、本町は恵まれた美しい自然環境や長い歴史

の中で育てられた生活文化があります。その中で、先だってテレビ朝日で放映され

た「死ぬまでに行きたい世界の絶景」で百合ヶ浜の宣伝がされています。この機会

をチャンスを捉えて、体験型観光地づくりや宣伝活動を積極的に推進しなければな
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らないと思っていますが、町長はどう考えているか、お伺いします。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今までの見て回る観光だけではなく、１泊、２泊、３泊と滞在

しながら体験して、与論を味わっていただく、与論の良さを味わっていただくとい

うことで、いろいろなツーリズムを考えて「ゆんぬツーリズム協議会」を立ち上げ

ているのですが、本当におっしゃるとおり、これからの観光は、農業体験や漁業体

験などいろんな体験ができる観光ということも考えながらやっていかなければなら

ないとつくづく思うことです。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） いろいろなイベントがあると思いますが、私が考えるには、や

はり百合ヶ浜をメインにしたイベントが必要ではないかと思います。 

計画にあるかないかわかりませんが、百合ヶ浜でもやはりイベントを毎年何回か

行うこと、結婚式を百合ヶ浜でテレビ放映しながらやっていくとか、そういうアイ

デアといいますか。私は、そういうのが、百合ヶ浜をただ写すだけではなくて、百

合ヶ浜でどういうイベントをするか、そういう方向性を持ったほうが観光客も増加

するのではないかと思っています。 

また、砂浜を利用したいろいろな貝類の養殖、アサリ、あるいはハマグリの放流

などを考えていただいて、観光客に「おもてなし」というか、そういうことも考え

る必要があるのではないかと思っています。 

ですので、ぜひいろいろなイベントはございますが、そういうアイデアを生かし

ながら、どういうふうに宣伝をしていくかということを考えているのですが、商工

観光課長、どうですかね、意見をお願いします。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山下哲博君） お答え申し上げます。 

おっしゃるとおり、近年においては、本当に体験交流型へと変わりつつあり、豊

富で魅力ある体験型観光メニューの創出、そして、それに基づく自然・農業・水産

業・伝統文化など、島の自然を生かした独自の観光地づくりを目指していかなけれ

ばならないと考えています。 

今、林議員がおっしゃいました百合ヶ浜、大金久海岸一帯でのイベントにつきま

しては、この地方創生交付金に基づいて、テレビ放映などを媒体にしたスポーツイ

ベントを計画をしています。おっしゃるとおり、メインとなっている百合ヶ浜一帯

が大きな観光地ですので、そういうことを重点に、今後企画の中に入れて取り組ん

でまいりたいと思います。 

○議長（大田英勝君） １番。 
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○１番（林 敏治君） これからは体験型観光と、今計画している民泊、これを抱き合

わせてやっていかなければいけないと思っています。 

民泊事業については、大変難しいという話も聞いていますが、今後どのような計

画をされておられるのか、そこをお伺いします。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山下哲博君） お答えいたします。 

今、民泊の営業に関わる方々が、１３人登録をされてございます。これから、体

験型というか、事業につきましては非常に重要な施策であると考えますので、観光

協会とも一体となって、今後の民泊の方々のマナー、それから研修会、そして観光

ガイド、エコツアーガイドも含めて、体験型のメニューの充実も含めながら、民泊

の受け入れ態勢を強化してまいりたいと思います。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） 大体民泊されるのは、小中高生の子供たちが主だと思います。

やはり農業体験など、いろいろな体験をさせることによって、生きる力というもの

を身につけられるのではないかと考えていますので、ぜひ今後、計画だけではなく

て、早急に実現できるように検討していただきたいと思います。 

次に、住みよい環境づくりにつきましては、既に共産党の支部が町長に要望書を

提出していると聞いています。そのことに関しましては、どう考えていらっしゃる

かお伺いします。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 先般、共産党の代表の方々から、提言がございまして、それに

対して役場の部内でいろいろと検討をいたしまして、代表の方に町長室に来ていた

だいて、お答えをしたところです。お答えした内容は、先ほど答弁したとおりです。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） 私も気になりまして、こういう質問をさせていただきました。 

特に住宅問題、これにつきましては生活が第一ですので、特に雨漏りの件につき

ましては、早急に対応しないといけないということで、答弁の中にありますように、

早めに対応するということですが、果たして住宅の建て替えはあるのかないのか、

あるいは、もし建て替えをするのであれば、いつ頃なのか、それまでそこに住んで

いる町民は我慢しないといけないのです。そういうことも考えて、ただ補修すれば

いいのかどうか、建て替えをするのであれば、いつ頃計画を予定されていますか。 

○議長（大田英勝君） 建設課長。 

○建設課長（徳田康悦君） お答えいたします。 

先ほど町長のほうから述べてあるとおりなのですが、辻宮住宅につきましては、
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２８年度設計委託を行いまして、２９年度から順次改修をいたします。 

そして、瀬良座住宅につきましては、その後３０年度に設計委託を行い、その後

順次改修ということになります。その他の住宅につきましても、こういった形で、

平成２４年度に長寿命化計画ということで策定されていますので、これに沿って順

次改修なり、建て替えを行う予定にしています。以上です。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） できれば、改修も大事ですが、建て替える時期を明確にして、

計画的にやっていただきたいというお願いです。 

次に、学童のことなのですが、現在学童クラブを実施しているのは、ハレルヤ保

育園と、与論こども園だと思いますが、その中身を教えていただけますか、町民福

祉課長。 

○議長（大田英勝君） 町民福祉課長。 

○町民福祉課長（酒勺徳雄君） お答えいたします。 

今ありましたように、町内におきましては、ハレルヤこども園と、与論こども園

が実施しています。現状、時間的には朝８時から夕方７時までのお預かりという形

です。 

また、場合によりましては、１１時半から預かったり、それから土曜日の場合は

８時半から保育をしたりという状況でございまして、全体の利用人数は５８人です。

内訳は、ハレルヤこども園さんが４５人、与論こども園におかれては、１３人が学

童保育の対象となっています。 

今現状は小学校３年生までとなっています。与論こども園の場合は１年生、２年

生が主な利用年齢です。以上です。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） 少子化対策や子育て支援のために母親が働きやすい環境、そう

いう環境をつくっていくことが一番大事ではないかと思っています。どうかひとつ

今後とも、答弁の中にありましたように、着実に実行できるようにお願いをしたい

と思います。最後に、町長の決意の言葉をお伺いします。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。やはり「まちづくりは人づくり」と言

われますし、人づくりは子供たちを安全に健やかに伸ばせるということが、やはり

大事だと思います。そういう点で町としましても、子供たちの健全育成に向けては

教育委員会、あるいは各こども園と協力しながら子供たちが安心して生活できるよ

うな、また、それを抱える家庭の保護者も子供たちのために一生懸命働けるような、

そういう環境づくりをできるだけ支援していくように、今後も努力をしてまいりた
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いと思っています。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） 以上で質問を終わります。 

○議長（大田英勝君） １番、林 敏治君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。午後は、１時１０分から開会したいと思います。 

時間に合わせて御参集願います。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時３３分 

再開 午後 １時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次は、５番、喜山康三君の発言を許します。 

５番。 

○５番（喜山康三君） 平成２８年度第２回定例会の一般質問通告に従って質問をした

いと思います。 

１ 財政状況及び財政計画について 

(1) ごみ焼却施設、多目的運動広場など大型事業が進められるなか、追加事

業費の増加や庁舎建設等、さらなる大型事業も控えており、財政運営に強

い懸念を覚えるが、財政計画はどうなっているか。 

(2) 町単独補助金事業や委託事業は、公平、公明で事業範囲や予算規模等、

総合的な視点での計画、運用が求められる。補助金事業や事業委託のあり

方を町長はどのように考えておられるか。 

２ 職員の採用及び登用等人事について 

(1) 今後多くの職員の定年に伴う退職が見込まれ、経験豊富な職員の不足に

よる行政業務に支障のおそれがあると痛感されるが、人事及び配置計画は

どうなっているか。 

(2) 職員の採用及び登用等について、人事評価のあり方等を見直し改善する

考えはないか。 

３ 与論空港延伸整備事業について。 

(1) 現在就航しているＱ４００は、滑走路が１２８０メートルと短いため、

出発便は季節、天候等によっては、定員を１０人も減員して運航されてい

る状況にある。安全運航の確保と本町の経済発展のためには、１５００メ

ートル空港は整備すべき最低限の社会インフラと考える。この事業を実現

するためには、長期の地道な積み重ねを必要とするが、重要な政策課題と
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して捉え取り組む考えはないか。 

以上３点について伺いたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） １番の財政状況及び財政計画についてということで、お答えを

申し上げます。 

庁舎建設やし尿処理施設をはじめ、今後多くの公共施設の老朽化に伴う建設事業

など大型事業が年次的に計画され、大きな財政負担となっています。特に多くの施

設に共通することは、総事業費に対して、国費等の補助率が低く、補助残に係る事

業費には多額の起債発行が余儀なくされている状況となっています。 

今後、財政計画については、最大限に国庫補助金等の歳入を確保することは当然

ですが、後年度において交付税措置される有利な起債を活用するとともに、事業計

画において、施設の規模縮小や統廃合の検討、現有施設の延命化と空きスペースの

有効活用など十分検討し、できるだけ公共施設整備に係る事業費を効率的・合理的

に執行するよう努めてまりたいと考えています。 

引き続き、逼迫した財政運営の中での大型事業の執行となり、起債額の増大に伴

い、単年度公債費が年々増高することで、後年度の財政運営が硬直化しないよう、

事業計画と財政計画のすり合わせを十分調整し、恒常的な運営経費の削減に努めな

がら進めてまいりたいと存じます。 

続きまして、事業委託のあり方等についてです。 

町単独補助金事業については、各対象事業の実施要項・要領や与論町補助金交付

規則に基づき、補助金を受ける団体・個人の事業目的や予算・決算・事業計画等に

ついて総合的な視点により審査を行い、補助金の交付決定を行っているところです。 

また、特に各種団体の運営的補助金事業については、事業計画や事業実績、繰越

予算等の状況を確認するとともに、予算編成等にヒアリングを実施し、予算計上を

行っているところです。 

補助事業の実施に当たっては、公平・公明性を維持するため、事前に週報やホー

ムページに掲載し、事業の公募をすることを基本としているところです。 

次に、委託事業につきましては、各委託事業の要項・要領はありませんが、技術

的な面、コスト面を検討し、個別ごとに検討し、地方自治法や関係条例に基づき適

正に事業を行っているところです。 

町単独補助事業や委託事業については、毎年度恒常的な支出とならないよう審査

と事業成果の検証等を行い、事業によっては、見直しや縮小・廃止等を検討し、改

善を図ってまいります。 

次に、職員の採用及び登用等人事について申し上げます。 
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平成２８年度以降、多くの職員が定年退職を迎える見込みとなっています。これ

まで培った豊富な行政経験と専門性の高い知識を有する職員の人材不足により、今

後の行政事務の遂行に支障を来たさないか懸念しているところです。 

人事及び配置計画については、退職予定者の後任人事を見据えながら、事務遂行

能力や専門性等を考慮し、職員の個性や能力を十分発揮できる適材適所の職員配置

に努めているところです。特に、専門性の高い業務分野においては、資格を有する

専門職の採用に加え、経験豊富な人材の確保を図るため、従来の採用枠以外に年齢

等を考慮した特別枠の採用についても検討してまいりたいと考えています。 

多種多様化する行政ニーズと複雑化する業務に的確に対応するため、後継者の人

材育成に努め、適正な人事及び配置に努めてまいりたいと考えています。 

次、職員の採用、登用等についてです。 

職員の採用については、厳正を期するため、鹿児島県町村会を通じて、公益財団

法人日本人事試験研究センターに問題の提供と採点処理を依頼し、採用試験を実施

しているところです。 

試験科目として、教養試験、事務適性検査、一般性格診断検査、作文試験、口述

試験を実施し、総合的に判定した結果に基づいて職員採用を行っているところです。 

人事評価のあり方については、採用試験による公平性や透明性を基本とすること

は当然ですが、特に人事評価については、有効な評価方法を今後検討してまいりた

いと考えます。 

職員の登用については、本年度から人事評価制度が導入され、従来の勤務評価規

定から、新たな評価基準となることから、平成２９年度以降については、新たな制

度に基づく人事評価によって職員の登用を図ってまいりたいと考えます。 

次に、与論空港延長の問題です。 

滑走路の延長によって交流と物流の活性化が期待できることや、安全運航の確保

と、観光産業の振興、地域の活性化が促進されるため滑走路延長は、本町の重要な

政策課題と捉え推進してまいります。 

また、飛行場のエプロン（駐機場）が手狭なため支障を来しており、現在就航し

ている飛行機及び将来のジェット機を見据えたエプロン（駐機場）の整備拡張も併

せて取り組んでまいりたいと考えています。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 財政状況について、改めて伺うまでもなく、本年度の予算編成

において、非常に財政が厳しくて、補助金を一律１割カットした形で予算編成もし

たと聞いていますが、この原因は一体どこにあるか、これについて副町長はどのよ

うにお考えですか。 
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○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 財政については、特に補助金について見直しを考えていると

ころです。これまでひも付きの補助金につきましては、従来どおりのやり方という

のを計画をしているのですが、その他の補助率について、特に各種団体への育成費

の補助金については、これまでに恒例的に出していた分を少し見直しをしていると

いうところです。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 補助金だけでなく、ほかの部門にわたっても、非常に予算編成

が大変だったということはお聞きしているのですが、ごみ焼却施設の予算、１１億

９０００万円、１２億円近くの予算を投じていると、また、サッカー場のこと。そ

ういう状況を見て、本当に財政をにらみ合わせながら、事業計画を進めているのだ

ろうか、この町の皆様方は。例えば、ここで答弁の中に「事業と財政計画のすり合

わせを十分調整し」とありますが、私はそう見えないから伺っているのです。おっ

しゃるとおり、先ほどの午前中の一般質問の中にもありましたように、町営住宅の

雨漏り問題とか、あるいは以前にも出しましたが、辻宮住宅の水洗化問題、トイレ

の水洗化もしてくれと、ずっと要望を一般質問でもしてきました。 

見渡すと、淡水化プラント、それから堆肥センター、様々なこれらの施設がリサ

イクルセンターも建てて、１０年近くあるいは設備的にも耐用年数がほとんど限界

にきていると。そういう状況の中で、また新たな大型投資を始め、また緊急的に庁

舎建設もしなくてはならない。あるいは移転もしなくてはならない、また問題も出

てきている。与論町は、お金がいくらでもあるのかなと。 

そして、様々な住民からの要望もあり、特に私が一般質問の中に出した財政問題、

職員の問題、次は空港なのですが、１点目と２点目は財政問題、２点目は人事、役

場職員、臨時職員の人たちの生活に関わるような問題なのです。だから、臨時職員

の賃金の問題、手当の問題については、今まで私も再三にわたってお願いしました。

けれども、それを闇雲に上げるとか、下げるとかの話ではなく、上げるのだったら

一定の評価をしてくださいと、評価制度をつくってくださいと、私はずっと前から

これは言い続けていました。 

臨時職員の中にもものすごく能力のあるもの、本当にいろいろな能力の差がある

のは現場の皆さんがおわかりだと思うのです。やはり能力に応じて評価して、それ

にきちんと報いるような給与体系をつくらなければ、財源が限りなくあるわけでは

ないのですから、その辺のメリハリも効かす必要があるのではないかと。ぜひこの

辺の意味も込めて、財政問題というものは多岐にわたって問題があると。皆さん、

課長に伺いたいのですが、各課で、５年、１０年後、どういう事業を優先事業にし
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ようと、これが先で、これをしましょうと、各担当でそれなりの青写真を持ってい

らっしゃるかどうか、それをやはり総務企画課や副町長でまとめ上げて、優先順位

を決めて、それにまた町長が立候補して当選したときの公約も勘案しながら、きち

んとその辺の財政をにらんだ形の政策をきちんと進めていく、それが私は一番重要

な仕事ではないかと思うのですが、このことについてはいかがですか、副町長。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 大変ありがとうございます。御承知のとおり、大変大きなプ

ロジェクトを次々控えている中で、限られた財政の運用が非常に逼迫している問題

なのですが、昨年の１１月に２８年度の予算を編成するにあたって、各課の当面す

る事業計画というのを出していただきました。その中で必要とする予算分をそれぞ

れに出していただいたのですが、今御指摘のとおり、順番性ということを課長会全

体で検討をしながら、あるいは事業課のほうで検討しながら、こちらのほうが最優

先ではないかということで、ただ陳情を受けて、その分を処理していくというので

はなくて、順番性ということもある程度検討をして予算のほうは編成しています。 

今後、限られた財政を運営していく中では、町民の皆さん方にも、ある程度痛み

を分かち合っていただいて、その辺また御理解をしていただきながら、何とか乗り

切っていこうと考えています。以上です。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 副町長に言葉を返すようだが、町民に痛みをと言う前に、町が

財政に対して敏感になって、きちんと効率的な運営をして、それが町民も認めて、

初めて町民だって一緒にそのぐらいの痛みは分かち合いましょうとなると思うので

す。 

本当に事業の計画、予算の立て方自体が本当にこれでいいのかなと私は思うもの

で、例えば、ごみ焼却施設の問題もそうです。金がなくなってから足りないという

ことで、慌てて過疎債の増加を求めてみたり、このこと自体は借金をして金がなく

なったら親御さんに泣きついていくという感じよね、そっくりですよ。この辺のこ

とについても、もっと真剣に考えていただきたい。 

月に１回ずつ課長会をもたれて、今後の問題についても話し合われているという

ことですが、こういう内容について、できれば議会のほうにも、町民のほうにも、

そういう問題点、そういうものはやはり共有する必要があるのではないか、ぜひ今

後とも、この辺も御検討いただけたらと思います。 

それから、特に庁舎の建設について取り上げたいのですが、建設場所とか、先ほ

どの答弁では仮移転はいつ頃の予定か、財源は、そして２８年末まで場所を決定す

るとされていますが、２８年度に場所を決定されたら、その土地は町のものですか、
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個人のものですか。決定した時点で、地主さんと土地の交渉に入るのですよね、土

地の買収を行うのですよね、その買収の予算も付いているのですか、どうですか、

副町長。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 庁舎建設検討委員会の中で、おおむね４箇所という場所が選

定をされています。そういった中で、過去６回の検討委員会の中では、まだこちら

という結論も出ていませんが、当初、検討委員会では、先ほども申し上げたのです

が、地震による津波の影響ということを前提に場所の検討が進んだのではないかと

考えています。 

その後、熊本の震災が起きてちょっと状況が違ってはきましたが。 

○５番（喜山康三君） 財政について聞かせてください。 

○副町長（久留満博君） その辺のことも考えて、総合的に今後場所を検討していく必

要があるということで、今、庁内でも検討をしているところです。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 場所を検討しているという話は、ずっと前から聞いているので

すが、２８年度末までに場所を決定されるとおっしゃっていますよね、だったら、

大体ここまででどういう予算で、決定した時点で地主さんなり、あるいは買収なり

契約に入るのですよね、そのための契約をいつまでにするのか、決定した時からい

つまでに契約を行い、購入するのか、だったらその財源はどうなっているのかと言

っているのです。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 土地の買収とかについては、２９年度以降に進めていきます。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） いずれにしても、こういう場所を限定すると同時に、必ずこう

いう契約条項とか、予算が動くわけですよね。その計画はされていないと思ってい

るのですよ、私が今お聞きした感じでは。だから、おかしいというのです。ここが、

事業計画と財政計画とが一緒に歩くのが普通であって、庁舎の建設基金だって、２

億５０００万円でしたか、その程度ですよね、今まで積み上げた金額が。２９年度

に土地を決定して買ったとしても、庁舎が建てられるまでの資金計画はどうなって

いるのだ、土地だけ先行して買っておいて、５年も１０年も塩漬け状態にしておく

のですか。 

それから、財政とは別かもしれませんが、場所を決定するとか、選定するときの

要件ですよ、地震とか津波とかだけが要件ではないでしょう。ある意味、庁舎とい

うのは、この島のシンボルです。シンボルチックなものでないといけないというの
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が私の考え方なのです。やはり建てるなら、与論島の庁舎を見てみようじゃないか

と視察に訪れるような庁舎をつくるぐらいの迫力があってもいいのではないかと思

うのです。だから、いろいろな意味でアイデア、知恵、様々なデザイナーとか、そ

ういう方々からもいろいろな知恵をいただきながら、場所というのは極めて重要な

のです。与論の茶花のど真ん中に、シンボルチックなタワーがあるかどうか、タワ

ーになるような庁舎があるのか、ちょっと離れた山の奥のほうに１階、２階建ての

事務さえできればいいという建物をつくるわけではないですよね。私は、庁舎は、

それではいけないと思っているのです。 

それは今後、いろいろ論議されていくと思いますが、その辺についても同じお金

を使うのだったら、もう少しお金を使うことによって、もっと別の波及効果が生ま

れないか、その辺も考慮した形で建物の設計もデザインもすべきではないか、いか

に付加価値を与えるか。その辺は、やはり知恵の置き所だと思うのです。その辺も

観点に置きながら、この事業については、きちんと進めていっていただければと思

います。 

この庁舎についての考え方については、先ほど町長からお聞きして、ある意味広

い視点から見てくれているということで、安堵の気持ちで私は聞いたのですが、ぜ

ひ、この辺を５０年、１００年、これは５０年の大計ですよね。５０年そこらどこ

ろではなくて、という視点で、ぜひ庁舎のつくり方、建設場所、あり方を総合的に

勘案することを強く要望しておきます。 

ちょっと脱線してしまいましたが。 

○議長（大田英勝君） はい、戻ってくださいね。 

○５番（喜山康三君） 単独補助金についてですが、商工観光関連事業者施設の整備リ

ニューアル助成事業とか、宿泊施設のことについてなのですが、これは県に出した

交付申請書の中には、「新築」という字がないのです。しかし、町から出された中

には、「新築」という「新」の文言が入ってきているのです。これはどういうこと

でそうなるのですか。 

○議長（大田英勝君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） この事業につきましては、地方創生の交付金を活用し

た事業です。前回、商工観光課のほうで、そういった観光施設のリニューアル、商

工関連施設のリニューアルということで実施したところですが、その実施要望に関

しては担当課のほうで策定されていますので、字の文言のあるなしについては、担

当課のほうから説明させていただきます。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 説明は、あとで確認してください。 
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この資料６番に、交付対象事業の名称とか、いろいろありますよね。この中の３

番の事業の概要・目的の中に、宿泊施設等の増改築費用の３分の１（最高額１００

万円の補助）となっているのです。この資料では。 

けれども、実際にも与論町が行った中には、この中に増改新築と、「新」という

字が入ってきているのです。そして、最高額が１００万円ということが出ているの

ですが、実質的にここでは３００万円の補助がなされているのです。これは、どこ

でどういう順序で、こういうことが決められるのか。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山下哲博君） お答えいたします。 

この事業は、国の重要施策として地方創生がうたわれて、第２段として短い時間

で予算獲得に手を挙げて実施した事業です。 

当初は、１００万円という商工観光関連事業者施設整備リニューアル整備事業を

週報に掲載したのが、この１００万円です。ところが、その後に国とのいろいろな

折衝の中で、第２段の与論町宿泊観光施設増改新築費助成事業も実施することがで

きるようになりました。しかし、週報の中には、当初の１００万円の事業しか掲載

されず、ただ時間的に、非常に切迫した関係上、その後の週報に掲載されず、事業

説明会に至ったところです。ただ、これについては町のホームページには掲載して

ございます。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 国のほうから３００万円も金を出して補助をしていくというこ

とで、了解を得ているということですよね。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山下哲博君） 国のほうから、その３００万円でいいですということ

ではなく、私どもが出した予算としては、商工関連リニューアル事業に関しては、

１０００万円の要求をいたしました。そして、増改新築費助成事業については、２

０００万円の交付金をいただいているということです。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） それは最初からわかっている話であって、この申込書には１０

０万円とありながら、ここの町の分では３００万円でやっていると、これはどうい

う根拠でそういうことができるのか。 

そして、こういう補助金事業に際しては、町の広報とかでいろいろやっていると

おっしゃっているけれども、私のところに届いている意見では、これはあなたは該

当しませんとか、あるいは、人数がいっぱいになりましたとか、そういう返事を受

けているという方がいらっしゃるのです。ただ、こういう事業についての公募をか
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けるときに、本当に公平に公正に、皆さんに徹底して理解できるような形でされた

かどうかということに対して疑問を持っているから、こうしてあえて伺っているの

であって、今後これについて伺うことがあるのですが、これが要綱にあるように、

課長にも申しましたが、要綱には選考委員会というのがあるのですが、選考委員会

で補助を受ける資格審査などをしたのかどうか、金額がどうのこうのという前に、

この人は、この補助金を受ける資格があるのかと、私が見たら宗教関係の施設だな

と思えるものもあるのです。その名簿は見られましたか。 

だから、この辺の資金の配分、補助金の配分のあり方について、私は当初から思

うのは１００万円という金額自体が高額だなと思っているのです。現金を支給する

補助金のあり方として。私は、もう少し金額を少なくして、もっとたくさんの方々

に、この補助金が回るようにしていただけるものかなと思っていたのです。けれど

も、あけて見たら２５人だけなのです。２つの事業を合わせて。 

そして、その２５人の方が、当日週報で説明会を行ったら、２５人の出席者があ

ったということなのです。そして、これは見ると、交付した方は２５人。だから、

もう少し配慮した形ができなかったかと思うのです。 

町長、こういう国のお金とはいえ、こういう補助金を配布するにあたって、助成

するにあたって、やはり３００万円とか１００万円とか１８０万円とか、７０万円、

８０万円、ほとんど２、３件だけが５０万円以下で、ほとんどが６０万円以上なの

です。高額な助成をしているのです。このあり方について、どういうお考えでしょ

うか。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 確かにおっしゃっていることもわかります。しかし、以前私

も観光に６年ほどお世話になったのですが、どうしても対沖縄ということで観光客

の誘致を考えていったときに、本町の施設的なものは、ひと昔前の水回りに問題の

ある施設だったり、そういった施設で与論に観光客を誘致するということは、非常

に言いにくいのですが、非常に恥ずかしい思いをしながら施設の部分については、

お願いをしてきました。幸いにいたしまして、このような交付金事業ができたとい

うことで、せめて水回り、あるいは風呂の部分、あるいは台所の回りとか、そうい

った部分を何とかリニューアルをして、ほかの島々に負けないような観光施設の充

実を図ることが、もっとも手っ取り早いやり方かなというふうにも考えておりまし

た。 

今後こういった事業予算が確保できるかどうかということは不透明なのですが、

ぜひこういった事業を活用して、他の島に負けないような観光施設の充実を図りな

がら観光産業の振興に努めていければと考えています。 
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○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 私が言っている論点をそらさないで。私は、こういう形で助成

をするにあたって、金額が高額過ぎませんかと。おっしゃっていることは十分わか

ります。 

先ほど、「新」という「新築」という字が何で入っているかということで疑問に

思っている理由は、この交付要綱にあります。交付要綱の中の第３条に「町内で３

年以上の営業実績がある者で」とうたっているのです。だから、既存業者への補助

ということを主体的に書いています。この補助はあるのに、県に出した書類の中に

は進展も何もないのに、こうして補助を出した金額の中身は、新築業者の名前が載

っているのです。おかしいのではございませんかと言っているのです。どうですか。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山下哲博君） この事業の趣旨は２つございまして、１つ目には、リ

ニューアルの助成事業、もう１つの要綱としましては、観光施設の増改新築助成事

業の２つのメニューになっています。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） だからですよ、その新築助成事業の要綱の中にも、リニューア

ルの要綱の中にも、「町内で３年以上の営業実績がある」とうたわれているでしょ

うと言っている。実をいうと、この案が議会の全員協議会の中で出された時に、私

はこう言ったのです。「新しく新規開業の方にも、もう少しいろいろな配慮をする

必要はないか」と言ったら、委員の中で、「既存業者をあまりおしつけては駄目だ

から、それは駄目だ」という話もあったのです。だから、要綱にないことと、書い

てあることと、これ要綱ですよ、補助対象者って、第３条、要綱に入っているので

す「３年以上の営業実績がある者」って。だから、いったいどこでこういう履き違

いとか、書き違いが出てきたのか。しかも、新築は３００万円となっているのです。

僕が言っているのは、これを既存業者にもっと回すこともできたはずではないです

かということなのです。 

○議長（大田英勝君） 暫時休憩します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後１時４７分 

再開 午後１時４８分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○５番（喜山康三君） きちんと見てからものは言ってくださいね。人の一般質問を遮

るようなことは言うな、何を考えているんだ。 
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これは、対象となるのを除外するための中であって、対象者は何かということを

言っているのです。 

要するに、こういう補助事業をするにあたって、巨額な補助事業というものは、

町民に不信感を与えるということなのです。 

それと、たとえこれが町の財政ではなくても、一定の額で歯止めをすべきではな

いですかということを言っているのです。 

そして、補助を受ける方々のね、見てくださいよ、これ、わかっているでしょう。

これに議員も入っているのです。役場職員とか議員とかは、こういう助成事業なん

か受けてはいけないと僕は思うのです。そうじゃないですか。 

だから、こういう助成事業をするときには、公平、公明できちんと説明がつくよ

うなやり方をしてほしいと、それを言っているのですが、どうですか。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 私がお聞きした中では、今回、補助金を申請された対象とい

うのは、商工業関係の方々が対象とお聞きをしています。必ずしも、その方々が観

光関連の仕事をされていないということもあるのですが、今の時代、例えば建設業

者さんが農業組合をつくってみたり、いろいろな仕事を展開していく中では、建設

業の皆さんが新しく宿泊業関係に参入をされたということは、非常にこの事業であ

りがたかったなと、私は逆に考えています。 

もう１つは、議員の皆さん方の名前でということなのですが、これは法的に調べ

てみますと、その地区の行政と半分以上、何らかの請け負い、あるいはそういった

契約関係がないものについては、法的に問題はないと担当のほうも解釈をしたとい

うことでしたので、それでよろしいかと私は解釈をします。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 今の東京都知事の舛添と同じだよ、法的にどうのこうのという

のではない道義的なものですよ、これは。私は、それを言っているのです。 

本町の商工会では、希望事業者には、持続化補助金という事業をちゃんとやって

いるのです。こういう小さな小規模店舗のいろいろなリニューアルとかに、これで

も最高限度額５０万でやっているのです。こういう５０万を一生懸命決算書をつく

って、いろいろな形で一生懸命もらって、この補助をもらっている方々もいらっし

ゃるのです。これから比べたら、町の補助金の出し方というのは安易ではないかな

と、今からこういう補助事業をするときには、こういう商工会とか外郭団体に委託

するとか、審査とか、そういうことは向こうはたけていますから、そういうことも

今後考慮されて補助事業はきちんとやっていただきたい、それを要望しておきます

のでお願いします。 
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時間も短くなってしまいましたが、先ほども言った、午前中の議員からも臨時職

員の賃金とか、手当の問題がたくさん出てきたのですが、これは昨日のニュース、

１５日の毎日新聞に掲載されていたのですが、同じ仕事なら非正規労働者にも正規

労働者と同じ賃金を支払う同一労働同一賃金の実現に向け、不当な賃金格差の事例

を示すために、政府が年内にもまとめるガイドラインの概要が判明したと、おっし

ゃっているのですが、これに臨時職員が入っているかどうかなのです。私が知る限

りでは、こういう労働契約とか、労働法の中で臨時職員は除外されているのです。 

特に役場の臨時職員というのは、物として扱っているのではないかと、証拠に役

場の予算書では物件費となっていますよね、臨時職員の賃金支払いの金額は、どう

ですか総務企画課長。人件費となっていますか、給与となっていますか、項目は。 

○議長（大田英勝君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 御説明いたします。 

賃金については、当然人の給与に値するものですので、分類上は人件費と捉える

のが通常だと考えますが、一般的に決算統計上、全国の統計を見る中では物件とい

う捉え方で、そういう基準になっている関係で、そういう出し方になっています。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） これは総務企画課長が決めたのではないので、ただ法律上の問

題か何かわからないが、私たちには手の届かないようなところの話ですが、先ほど

午前中にもあったように、本町独自で一定の手当というのができる道がないわけで

はないと思っているのです。例えば、通勤手当や病気による休業、それから職務内

容に関連性が高い基本給など、それから、合理的な理由があれば差を認めるとして

いる。これは、もちろん臨時職員のことではなく、昨日のニュースにあった分です

が、もちろん１つのガイドラインとして出しているので、法的な根拠はないのです

が、一般労働者に対しては、こういう方法でやってくれという形で国は出している

のです。 

ならば本町の臨時職員をはじめ、それについてどういうような方策が考えられる

か。先ほど述べたように、やはり職員の能力の差、あるいは仕事の能力、感覚、様

々評価するところがあると思うので、その辺も勘案しながら評価制度をぜひつくっ

ていただけないかということを再三要望したのです。町長いかがですか。 

予算のことは、いろいろあると思いますが、ぜひこの辺について取り組んでいた

だきたくお願いしたいのですが、いかがでしょうか。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今おっしゃったことは、大変大事なことだと思います。特に私

たち役場というのは、何かしようとすると資格が問題になったり、あるいは実際現
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場に来たときに現場から問い合わせがあっても答えられなかったりということが再

三起きたりしていますので、そういう各個人の能力に応じた待遇のことも必要に応

じて進めていくという考えは、やはり大事かなと考えます。今後また検討してまい

りたいと思います。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 本当に事業も山積みで、予算も逼迫している中で、人件費はそ

のままでいいかというわけにはいかないと思うのです。ぜひ、その辺努力に報いる

制度だけはせめてつくってあげて、自己研磨努力する、それに報いる喜びや報酬を

ぜひ与えるように、本当にとっかかりでもいいのです。最初からたくさんよこせと

か、そういう意味ではないです。やはりとっかかりをつくってほしい、その中でも

んでいって、その辺をつくり上げてほしいなと、ぜひお願いします。 

３番の空港延伸について伺いたいのですが、これは先の１２月の定例議会にも資

料等を添付して、町長に就任そうそうですが、お願いしたのですが、ぜひこれを進

めていただきたい。進めていくにあたって、何からどういうふうに始めようかと、

ぜひスタートラインを切ってほしい。そのスタートラインとして、やはり空港周辺

対策、今度空港の拡張になったときには立長付近の方々に対して、今以上に御迷惑

をおかけすることにもなると思いますので、ぜひ空港延長に伴う周辺対策、いわい

る空港延長に対する基金でも、１年５０万円でも１００万円でもいいですから、空

港延長のための基金なり、何かそれをぜひスタートしていただきたい。それを積み

上げて周辺の土地の買収だとか、いろいろな騒音対策だとか保障事業とか、何らか

のスタートラインから初めて、町長がやる気だなというのがわかる。ここで検討し

ますと言われても、前回もそうは言われたのですが、いかがですか町長。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） このことにつきまして、いろいろなところと話を内固めという

か、やってきているのですが、県議の方々とか、あるいは名瀬の担当の方とか、い

ろいろ話をして、今１５００メートルの滑走路について、どういうふうに取り組ん

でいけばいいのか、内陸のほうにそれだけのスペースがあるのか、あるいは海岸の

ほうにということも可能なのかとか、いろいろな話をしているところなのですが、

これにつきましては、前に空港整備の委員会みたいなのがあったと聞いています。

それが、いつの間にか途切れてしまったということで、そういうことも復活して検

討していく必要があると考えているところです。積立金のことは、まだ考えており

ませんでした。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 前回もこのことについて質問したのですが、ぜひ空港延長に対
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して、町長や場内の皆さん、どの程度このことについてお考えになっているかわか

りませんが、本当に息の長い事業であるが、是が非でも実現してもらいたい事業だ

と、今町民の中からも、やはりこのことは絶え間なく言われるのです。最低限、そ

のぐらいは必要でしょうと、今の飛行機の状況、いろいろなものを見ても、ぜひこ

れは将来のことを考えても、今の観光のことを考えても、これは最低限のことだと、

ぜひそういう意味でやっていただきたい。 

ならば町長、検討しましたとか、どうしましたとか、私も２回もお聞きしている

のですが、ぜひこの辺をどういう形で進められるか、町長はどのように考えて進め

ていけたらいいと思うのか、その辺についてお聞かせいただきたい。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 今だんだん飛行機の利用が増えてきて、どうしてもジェット化

などを見据えたら、距離も、あるいは路面のほうも改造しなければならないと、莫

大な予算が要るということで、早急にできることではないと考えていますが、いず

れにしましても、これから与論町の観光や産業の発展のためには、やはり空港は整

備していかなければならないということは誰でも思うことですが、私もそう思って

います。 

今後、これについて、私個人の意見を言うよりも、みんなが考えていることを、

知恵を出し合いながら検討していければなと思っています。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 国の航空政策はいつまでも今の状態であるとは思わないです。

飛行機の開発に伴って、日本全国の地方空港だって、もう少し広く長くする航空政

策が出てくるかもしれないのです。だから、今の航空交通政策の中において、空港

整備のあり方について、今のままでずっといくわけではない。 

また、第三種空港で、いわゆる県の経営空港となっているのですが、必ずしもそ

うあるべきものでもないのではないか、いずれにしても、国がこの辺の政策変更と

か、また新たな形が出てきたときにも、その時に私たちが何を準備しているかと、

どういう考えで将来に対して、プランニングを持っているかと、その計画に対して、

どこまで地元として努力してるかということを少しでも今見せておけば、もしかす

ると国の政策転換がきたときに、国にいの一番で、こういうことやっていますから、

ぜひ与論空港から先にしてくださいよと出せるのではないですか。 

だから、そういうことも一つの政策の進め方の手だと思うのです。ぜひこの事業

が、町長がぜひ与論島にとっては不可欠な事業だとお考えなら、とっかかりでもい

いですよ、空港延伸でも何でもいいですから、そういう事業名をつくって、一つの

小さな形ででもスタートしていただきたいと、ぜひこの点をお願いしたいと思いま
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すが、やはり実務のベテランは副町長ですよ、副町長どうですか。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） 今、与論に就航している機種はダッシュエイトのＱ４００型

という機種が入っているのですが、これは鹿児島から入っています。 

今、琉球エアコミューターが、この機種に年次切り替えていくという中で、やは

り離陸の距離、着陸の場合が、やはり定員の７４人乗せて、１２８７メーター必要

だと、離陸の時には１１９４メーターというデータも出ています。それからすると、

与論は本当にギリギリの状態で、現在１０人程度乗客を少なくして動いてるのが現

状ですので、その機種を最大限に生かしていくためにも、今後大きな課題となると

思います。ぜひ２１世紀中には何とかアクションを起こしましょう。よろしくお願

いします。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） ２１世紀というのは、随分気の長いというか、それまでお互い

生きているかどうかは別として、南町政の１６年間、そして今期で５期目、２０年

間、私がずっと見ていて、空港に関して、やはり非常に重要な事業であるのに、も

う少し町民もなぜ燃え上がらないのかなと、観光関連事業者の方々も、もう少しこ

の重大さをわかってほしいなとは、いつも思っているのですが、なかなか燃え上が

っていただけない。ぜひ、そのためにもなのですが、百年の大計というか、庁舎問

題とか空港問題、これはやはり島を左右する重大な問題だと思うのです。２１世紀

とか、そういう気の長い話ではなく、ぜひすぐにでも取りかかってほしいのですが、

いかがですか。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） ２１世紀と申し上げましたのは、その間にもしかしたら、こ

の滑走路で対応できるような、すばらしい機種が開発されて、できるのではないか

という可能性も含めて申し上げたところです。すみません。 

○議長（大田英勝君） 残り時間少なくなりましたので、まとめてください。５番。 

○５番（喜山康三君） その機種の開発のほうが時間がかかるような感じがするのです

が、ぜひ町長、私も山町長を応援しました。ぜひこの空港延伸整備だけは、始めて

ください。 

質問を終わります。 

○議長（大田英勝君） ５番、喜山康三君の一般質問を終わります。 

次は、６番、供利泰伸君の発言を許します。 

６番。 

○６番（供利泰伸君） 喜山さんの後に一般質問をするのもなんですが、させてくださ
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い。よろしくお願いします。 

平成２８年第２回定例会におきまして、先般通告しました一般質問をしたいと思

います。 

１ シンクタンクの創設について 

(1) 役場庁舎の建設、そして景観とバランスの取れた道路や公園の整備、観

光客の誘致対策など、町長が目指す政策を具現化するためには、シンクタ

ンクを早急に創設する必要があると痛感されるが、町長はどう取り組んで

いかれるのか。 

２ 観光振興対策について 

これは、先ほど午前中からずっと林議員や、いろいろなことで意見も伺って

いますが、副町長も熱弁しておりましたが、観光振興対策についてを質問しま

す。 

(1) 観光振興を図るためには、計画的な観光地づくりを推進するとともに、

与論の誠の心でおもてなしをすることがリピーターにもつながり重要であ

ると考えるが、具体的対策をどう講じていく考えであるか。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 質問１のシンクタンクの創設について、お答え申し上げます。 

昨年９月の選挙公約に、私が目指す町政の方向性を検討するシンクタンクの創設

を掲げ、町内在住の皆様方はもとより、本町出身者を対象に人選を進めてまいりま

した。 

御指摘のとおり、行政推進の基本は、社会情勢に応じた的確な課題の把握と迅速

な対応策の提言が望まれますので、分野ごとに精通された方の中から島づくりのた

め、発展的にリーダーとして活躍していただいておられる皆様方を人選することが

でき、去る５月末、第一歩を踏み出したところです。 

会合の持ち方につきましても、車座で座談会的にスタートしましたが、メンバー

が固定化されたことにより、課題とするテーマを絞り込み、例会として、二月に１

回、年６回程度開催し、島外委員の御意見につきましては、御来島時などを機会に

捉え、助言をいただくという方向で考えて今進めています。 

次の観光振興対策につきまして、お答えします。 

現在、本町は与論町総合観光振興計画のもと、観光地づくりを推進しています。

メインの観光スポットである大金久海岸周辺の整備や空港、港周辺の整備と鹿児島

県の魅力ある観光地づくり事業や奄美群島成長戦略推進交付金事業、地方創生交付

金事業等を活用し、観光地づくり整備や人材育成事業に取り組んでいる最中です。 
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観光ブームが起こった昭和５０年代のように、お客様への強引な勧誘や、押し売

り行為がないよう、関係団体、地域住民と協議の上、観光関係施設利用にかかる取

り決め事項などを制定し、啓発活動や接遇研修会等の開催と観光業に携わるスタッ

フのマナーの向上に努め、リピーターにつながるように観光地としての質、サービ

スの向上を図ってまいります。 

○議長（大田英勝君） ６番。 

○６番（供利泰伸君） 町長は、去る５月末にシンクタンクを立ち上げたということで

すが、これは庁舎検討委員会のことで理解していいですか。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 庁舎ということに絞ったわけではございませんで、起こり得る

ことについて、いろいろと話を進めているところです。 

もちろん庁舎についても検討をしているところです。 

○議長（大田英勝君） ６番。 

○６番（供利泰伸君） 実は、これを申し上げるのは、先ほど午前中にもありましたが、

高校生とか青年とか、一般の町民が参加できるようなシンクタンクをつくって、町

民の声も、青年の声も、若い高校生の声も聞けるような場としてはどうかというこ

との提案なのです。そこのところはどうですか、町長。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） テーマを決めて次々進めてまいりたいと思うのですが、テーマ

によりましては、若い青年団の声、あるいは高校生の声、あるいは子育て中のお母

さん方の声、そういうのもお願いをして呼んで、そこで話を聞ければいいと、みん

なで話し合っているところです。 

○議長（大田英勝君） ６番。 

○６番（供利泰伸君） これは本当に助かるのです。そうしないと、ただシンクタンク

をつくった、景観がどうだ、公園がどうだという問題ではなく、今後は子育てやい

ろいろなことを考えていかないといけないという立場になってくるのです。すると、

ただ庁舎関係のシンクタンクだけつくりましたよ、公園だけ整備しましょうと、こ

ういうことでは世の中はおさまっていきません。ですから、シンクタンクというの

は、お母さん方も呼んだりして、子育ても、いろいろな悩みの方もいらっしゃいま

すでしょうし、そういうこともいろいろ考えて、僕は行動してほしいのです。 

ただの庁舎とか建物だけの考えではなくて、ソフト面でもいろいろと考えてくだ

さいということを言いました。 

庁舎の問題に入ります。 

午前中、町議員も野口議員も庁舎のことでいろいろ話していましたが、私も南島
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原市の帰りに熊本に寄ったのです。そしたら、熊本の震災の被害が恐ろしいこと、

瓦の屋根は全部剥がれ落ちまして、シートで覆われていました。そして、コロニア

ルの屋根は、軽かったせいか、かろうじてもっている状態でありました。 

そして、橋と道路のつなぎめは段差があり、タクシーは徐行しないと通れないぐ

らいの段差なのです。そういう地震がきたときに、庁舎では１００人ぐらいの職員

が働いていますから、その人たちの安全を守るのも大事だろうとはもちろん思いま

すが、早めにそういう対策も考えて、副町長もさっき言われましたとおり、与論に

は地震に耐えられる建物がないということで、いろいろ悩んでいましたが、そうい

うのも含めて、職員が１人でも間違ったら大変なことになったり、負傷でもしたら

いけないから、それを早く考えるようにしてほしいなと、私はシンクタンクのこと

には、そのことをお願いしておきたいと思います。ひとつよろしくお願いします。 

それと最後に、観光地づくりというのは、どうしても、これはただ観光に携わる

人だけではできなくて、町民全員で参加しないと駄目なのです。南島原市によりま

すと、市民みんなで、日本人の心でもてなしている。そして感動体験も全部まじえ

てやるというのが南島原市の取り組みとのことでした。ですから、我が町において

も、何かそういうのを、答弁にも書いてありましたが、昔みたいな、押し売りとか、

そういうのがないように、例えば百合ヶ浜の問題も、百合ヶ浜のお土産を売る所も

１カ所にまとめて、海岸への通路をなるべく使わないようにして、施設をつくって

あげて、そこで売るようにしたら僕はどうかなと思うのです。どうですか、町長。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 供利議員が最初に申されました町民参加の観光振興ということ

に関して、今感動しているのがヨロンマラソンに参加したランナーの感想を載せた

記事があったのですが、それを読みながら、本当に雨の中でも町民のみんなが心を

一つにして、マラソン客を迎えて歓待してくれた、接待してくれたという感謝の言

葉がいっぱい載っていたのですが、やはり与論の町民は、そういう気持ちがあるん

だなと思うことです。 

そういうことを前面に出して、一時期のそういう押し売りみたいな行為、あるい

は強引な勧誘とか、そういうのがないように、みんなでマナーを良くできればいい

なと思うことです。 

次の大金久周辺の開発につきましては、商工観光課長が良い案をいっぱい持って

いるようですので、そちらに答えてもらいたいと思います。 

○議長（大田英勝君） ６番。 

○６番（供利泰伸君） 特に大金久海岸付近にあるようなものは、早めに整備したほう

が僕はいいと思います。でないと、何か悪いイメージを感じる。例えば、売る所は
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売る所で、はっきりしてもらわないと、いろいろ普通に島の人が歩いていても勧誘

されるのです。そういうことがないように、なるべくお土産はお土産店で売ったほ

うがいいと思いまして、こういうことで今言ったのですが、商工観光課長よろしく

お願いします。 

それと、人と自然と歴史が織りなす観光地づくりをするためには、与論の現状、

社会の流れというのを踏まえながら、地域再生の１つの手段として、基幹産業を生

かした体験型観光やグリーン・ツーリズム等が利点として考えられることはあまり

設備が要らないのです。設備投資をしなくていいから、容易に事業を始めることが

でき、場所は自宅とか畑とか海、そして、島の自然であり、受け入れを行う町民が

主体となるのですが、町長の意見としてどうですか、このグリーン・ツーリズムと

か、いろいろな体験学習というか、どうですか。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 前にもお答えをしたと思います。本当にグリーン・ツーリズム、

あるいはエコ・ツーリズム、それからブルー・ツーリズム、海とか農村とか、そう

いうことを気軽に歩きながら体験したり、そういう方向で与論の全てを満喫してい

ただけるような、「ゆんぬツーリズム」というんでしょうか、そういうことが、で

きればいいなと思いますし、お話にありましたように、私も南島原市にまいりまし

た。そして、フットパスというんですかね、地域からずっと港へ歩いて、そして心

を癒していく、ゆっくり歩きながら、そういう旅行をしていくというのが、非常に

向こうの役員の方々からも勧められました。大した準備は要らないんだよと、道を

こうして、田舎道でいいんだからという話がありまして、ああいいなと、それによ

って宿泊客が１泊でも２泊でも延びればいいなと、非常に感動しながら帰ってきた

のですが、そのことを皆様方からもいろいろな場でお聞きして、ますますそういう

方向で進めればいいなと思っているところです。 

○議長（大田英勝君） ６番。 

○６番（供利泰伸君） 南島原市については、後ほど所管事務調査の委員長報告という

ことで出そうとは思っていますが、非常に見習うところがいっぱいありまして、ふ

るさと納税関係とか、いろいろ勉強してまいりました。 

その中で一つ考えたのが、与論の豊かな自然環境と、何回も訪れてもらうために

は、町民一人一人の「もてなす」という心なのです。「もてなす」という。ヨロン

マラソンでもそうでしょうが、人を大事にするという一つの与論町民一人一人が一

丸となって、みんなで意識を高めていって、与論町民一人一人がみんなを大事にす

るという「もてなし」が大事だと思うのです。それを大事にするためにも、私も含

めて町民全てが「もてなす」という気持ちをみんなに持ってほしいのです。それを
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僕はお願いしたくて、これだけ言いたくて出てきたのです。本当に、僕は南島原市

に行って、「もてなす」という言葉の意味がようやくわかったような気がしてきま

した。何と言いますか、与論から来たということで、非常に昔は、ゆんぬぶらーと

言われたかもしれませんが、ヨーロン、ヨーロンと言われたという時代もあったら

しいのですが、非常に感動といいますか、向こうの人に、これは何とかしないとい

けないと思いまして、非常に感動を覚えてきたところです。そういうことで、まず

１点目は絶対に人をもてなすということが大事だと思いますので、それをお願い、

祈念して、私の一般質問は終わります。 

あとは委員長報告で聞いてください。お願いします。 

以上です。ありがとうございます。 

○議長（大田英勝君） ６番、供利泰伸君の一般質問を終わります。 

暫時休憩します。３５分から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後２時２５分 

再開 午後２時３４分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

次は、８番、麓 才良君の発言を許します。 

８番。 

○８番（麓 才良君） 平成２８年の第２回定例会における一般質問をいたします。 

私は、昭和５５年９月定例会より一般質問をさせていただき、以来９期、足かけ

３６年にわたり様々な課題を論議させていただきました。今回の登壇をもって、ひ

とつのけじめをつけさせていただきたいとの思いで論議をさせていただきます。 

１ ヨロン島サンゴ礁基金の展開について 

(1) 現在のふるさと納税が各自治体で大きな成果を上げており、本町でも専

任職員を配置して、調査を進めているところであり、大いに期待をするも

のです。そして、それとともに本町には既にヨロン島サンゴ礁基金が設置

されていて、有志の皆さんの御奉仕をいただいて活用されていますが、Ｐ

Ｒ不足が否めないのが現状です。 

昨今、ふるさと納税贈答品合戦の様相から、各自治体の地域活動に対す

る賛同としての寄附と、本来の姿へ回帰する指摘があります。この際、本

町におきましても、このヨロン島サンゴ礁基金に示された理念と事業内容

を精査し、推進する仕組みや展開によって見える姿、目標を明確に示し、

ふるさと納税と連動して進めていくべきではないかと考えています。この
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サンゴ礁基金条例は、４つの項目を挙げています。 

(2) サンゴ礁と共生する環境保全に関する事業については、緑の蘇生、水の

蘇生、海の蘇生へと結び付ける事業の展開を目玉にして推進し、発信する

手だてをヨロンマラソンのメッセージとして発表する考えはないか。 

与論島のサンゴの再生と永遠を、生態系に考慮した植栽事業、藻場造成、

サンゴの移植等を行い、海の森林を回復させ、生物の住みよい環境をつく

るとともに、温暖化防止に努めます。 

事業として５つあげてあります。 

１．陸地での固有植物の植栽の実施。 

２．海の生物の住みよい環境をつくるための藻場の造成。 

３．貝類の放流の実施。 

４．大学及び研究機関と連携したサンゴの移植研究開発。 

５．サンゴの再生・蘇生についてのシンポジウム等の開催、リーフチェ

ックと情報発信。 

以上がサンゴに関する条項です。 

次に、第２点としては、ヨロンマラソン大会の運営に関する事項として

あげてあります。サポーターと共に走り続けたい、ヨロンマラソンがラン

ナーの皆様に、いつまでも変わらない笑顔と感動を与えられるよう一層の

充実を図ります。 

１．ヨロンマラソン開催の運営費の補助。 

２．交通機関の利便性の向上の推進。 

与論十五夜踊りの保全に関する事項をあげています。 

農耕文化の象徴、十五夜踊りを次世代に。 

与論島で古くから受け継がれてきた五穀豊穣、無病息災、人畜の繁栄を

祈願する与論十五夜踊りの後継者問題を解消し、次世代に継承していきま

す。 

１、伝統文化継承を図るための後継者育成の推進。 

２、十五夜踊り保存館の維持管理をあげています。 

４点目に離島の振興に関する事業、オンリーワンの島づくりを目指して

与論町では、島ぐるみで守り育む環境を樹立するため、人材育成に取り組

み、少子化対策、福祉事業、サンゴ礁振興事業等を進めていきます。 

１、子育てしやすい環境整備の推進、少子化対策。 

２、自然学習教育、都市と農村の教育交流の推進。 

３、人材育成の推進。 
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４、社会福祉事業の推進。 

と、こういう条項が、このヨロン島サンゴ礁基金の中に盛り込まれてい

ます。これを見ますと、このサンゴ礁基金をつくった当時の担当者の思い

が非常にひしひしと伝わってくる思いがいたします。まさしく、私どもも

与論町の課題として、また目指す理想として掲げており、本日もいろいろ

と論議をされている内容です。しかしながら、私たちは、このサンゴ礁基

金条例を設置して、そして、この内容を精査し、推進するために、どれだ

けの思いを持ってきたのだろうかということについて、私もこの条例を決

定した一員として非常に責任を感じたところです。これを改めて目にした

のは、去る５月１０日から１１日、大崎町のふるさと納税の所管事務調査

に行くにあたり、本町のサンゴ礁基金条例の内容を精査してみようという

ことで、目にしたところです。こういう思いを込めて、一つ一つ質問をい

たしてまいります。 

このサンゴ礁と共生する環境保全に関する事業については、緑の蘇生、

水の蘇生、海の蘇生へと結びつける事業の展開を目玉にして推進し、発信

する手だてをヨロンマラソンのメッセージとして、発表する考えはないか

お伺いをいたします。 

(3) 与論十五夜踊りの保存に関する事業については、発祥の理念の一つが町

民の精神的融和を図ることを目指していることから、「文化財からみんなの

祭り」へ展開することを明確に示して、町民へ働きかけることはもとより、

観光の目玉としても発信できると考えます。 

また、こういうことによって、今大きな課題になっている後継者育成、

後継者の皆様方への道も開けてくるのではないかと思います。町長の御見

解をお伺いいたします。 

(4) 離島の振興に関する事業については、「島ぐるみで守り育む」環境を充実

するための人材育成に取り組むと示されていますが、子育てしやすい環境

の整備を推進し、少子化対策として「三つ子の魂百まで」の理念に基づい

た幼児の子育ち、子育て支援の施策を展開し、自然学習に関しては、ジオ

パークの認定に向けて体制を整備していただきたいと考えますが、御見解

をお伺いいたします。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） お答え申し上げます。 

サンゴ礁基金の展開についての、まず(1)です。 

本町は、平成１９年６月に「ヨロン島サンゴ礁条例」を制定し、全国においても
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ふるさと納税の先駆けとして取り組みをスタートしたところですが、御指摘のとお

り、これまでＰＲ不足を痛感しているところです。 

昨今、ふるさと納税制度の拡充も相まって、多くの自治体において地場特産品な

どの贈答品合戦の様相を呈している状況となっています。 

本町の「ヨロン島サンゴ礁条例」は、寄附を通じた住民参加型の地方自治の実現

と個性あるまちづくりに資することが本旨であることから、この基本理念を重視し

つつ、返礼品としての地場特産品等による地域経済の活性化と連動する仕組みづく

りについて現在検討をしているところです。 

今後も寄附者の利便性の向上を図るべく、その環境整備と積極的なＰＲにより、

条例の目的である社会投資を具現化するための事業の展開に取り組んでまいります。 

次に、ヨロンマラソンへのメッセージということですが、現状において、緑の蘇

生、水の蘇生、海の蘇生は、必要不可欠な問題として認識しています。海の蘇生や

サンゴ礁の蘇生につきましては、地球温暖化の影響もあると思われますが、陸域か

らの水の流入、海底からの湧水など、陸側から流れる水の水質等がかなり影響して

いると思われます。このことから、陸域の水質をよくすることや緑の蘇生には早急

に取り組むべき課題と思っています。 

町民の皆様の意識改革はもとよりですが、島外からのお客様へ発信していくこと

は重要だと考えます。緑、水、海の蘇生に結びつけるための事業の展開につきまし

ては、現在設置されているサンゴ礁基金の理念や事業内容及び長年続いているヨロ

ンマラソンの目的や経緯等とも調整しながら検討をしてまいりたいと思っています。 

次に、島ぐるみの子育てということですが、出生に影響を及ぼしているのは、

「子育てをしながら就業できる見通し」や、「ワークライフバランス」などの確保

となっており、今後、出産には母親の育児不安の及ぼす影響が大きいことから、働

き方の見直しによる生活の調和の実現が必要であると認識しています。 

一方、近年多様化してきた保育ニーズに対応できる体制整備も必要なことから、

延長保育、休日保育、病児・病後児保育、学童保育などの保護者の働き方に応じた

多様なニーズの推進も必要不可欠となっています。このようなことから、働きなが

ら子育てができる環境づくりには、短期的な視点に立った「保育サービスの提供体

制の整備」と長期的視点に立った「ワークライフバランス」に配慮した社会づくり

が求められていると考えます。 

子育て家庭における働き方が変化している中、今後地域や子育て支援を行う団体

と密接に連携をし、協力して本町の特性に応じた支援策を進めてまいりたいと考え

ています。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 
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○教育長（町岡光弘君） それでは、ヨロン島サンゴ礁基金の(3)十五夜踊りのことに

ついてです。 

与論十五夜踊りが４５０年もの長きにわたり踊り継がれてきたことは、島中安穏

・五穀豊穣・無病息災等を祈願するものであり、農耕と深く関わる祭りという点も

ありますが、娯楽のなかった時代、唯一の島民の楽しみだったことが挙げられてい

ます。昨年の第３０回国民文化祭・かごしま２０１５「与論十五夜踊り研究の最前

線」と題して、狂言「末広がり」と与論十五夜踊りの融合が上演されました。それ

と併せて、「未来の伝統文化を考える」と題して、シンポジウムが開催されました。

その中でも、これまで祈りと踊りが奉納されましたが、新たな視点から祭りを加え、

祈り・踊り・祭りとして町民や島外からの観光客へも、島の文化財である年３回の

十五夜踊りをみんなの祭りとしても位置付け、島の誇りである行事としてホームペ

ージ・観光パンフレット・メディア等で全国へ周知・発信することで誘客に期待で

きるよう進めてまいりたいと思います。 

次に、自然学習の教育に関して、ジオパークの認定に向けてはということについ

てです。 

ジオパークの認定については、日本ジオパークネットワーク加盟申請を日本ジオ

パーク委員会へ申請することで、書類審査、現地審査により認定されると聞いてい

ます。 

本町においては、昨年琉球大学の尾方准教授による奄美大島、喜界島のジオサイ

トと、ジオストーリーの講座が開設され、教育プログラム等の紹介がされたところ

です。与論島におけるジオパーク構想は、与論島に住む人々が与論のジオパークの

魅力を知ることから始まると思います。そのために、与論のジオパークに理解の進

んでいる個人や団体との連携によるジオパークの魅力の周知、理解を島民に広める

こと、与論中学校・与論高校と連携を図りながら、島の特徴を学ぶ公開講座等の開

催等を検討してまいりたいと思います。 

○議長（大田英勝君） ８番。 

○８番（麓 才良君） 今回のヨロン島サンゴ礁基金の展開についての質問は、それぞ

れの項目を今までも一般質問等で論議をしてきたことですが、このサンゴ礁基金の

中に、これだけのものが組み込まれているんだなということで、改めて感銘を受け

ながら質問をしているところです。 

順不同になりますが、まず、ジオパークのことから、お伺いをさせていただきた

いと思います。 

今、答弁にもありましたように、既に琉球大学の尾方先生の御指導をいただきな

がら、本部半島ジオパークということで、１回認定審査も受けていますが、いかん
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せん、その時には、まだ不十分であり、住民の理解、また、それをガイドする体制、

いろいろな面で不備であるということで、却下されています。却下というのは、改

めて出直してきなさいということです。また、ほかのところにおいては、こういう

ところを改善して、もう一度申請しなさいというものもありますが、与論の場合は、

もう一度改めて一から出直しなさいという形の却下の仕方ですので、改めていろい

ろな御指導をいただきながら、本町１島での申請を進めたらどうかということを琉

球大学の尾方先生からも御指導をいただいていますので、ぜひそういう方向でとい

うことで、これまで何回か話をさせていただいたところです。 

御存じのように、このユネスコのジオパーク認定というのが、これまで外郭団体

に委託の形で進めていたのが、ユネスコの直営事業として、いわば世界自然遺産と

同じ土俵での認可になりますので、ぜひ今、時期的に奄美・琉球の世界自然遺産の

流れと同時に、本町はこのジオパークを申請し、与論島ジオパークという形で世界

自然遺産と同時に、これを引っ張りあげることができるような形をぜひ目指してい

ただきたいと思います。そうすることによって、与論が、この奄美・琉球の中での

一つの価値というもの、また沖縄とのつながりというものがきちんと明確にされて

くるものだと思います。このジオパークと連動する形で進めていただきたいのが、

与論グスクの発掘、保存、復元という流れです。これについても文化庁との流れは、

幾度となくお話をさせてもらったところですが、これは必然的にジオパークへの流

れとも大きく連動するものです。 

そして、奄美・琉球という流れの中での文化的な観点からの今帰仁城の城という

ことで、文化的な流れ、歴史的な流れとしても沖縄との連動性を強く訴えることが

できるものです。ぜひこういうことを改めて推進していただきたいと思いますが、

これについて、これまでどういう形で検討をされてこられたのか、その検討されて

きた内容をぜひお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） ありがとうございます。率直に申し上げまして、十分な検討

はなされていないというのが見解です。 

実は、担当とも、先ほど申し上げました理解の進んでいる個人や団体と連絡を取

りながら、このジオパークについての理解、周知も努めなければならないというと

ころまでは進んでいますが、先ほどありますように、こういうことを進めている専

門家である１人の、あるいはその担当になっている中心人物を基にしながら、今後

の与論島のジオパークについての流れを構築しなければならないというところまで

は話し合っているのですが、その後の推進ができていないのが実情です。 

○議長（大田英勝君） ８番。 
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○８番（麓 才良君） そこで、今お話にもありますように、これに関心のある、造詣

が深い方が本町にもおられるということですので、そういう方々を中心にした協議

会とか、そういう形のものを早めにつくっていただいて、とにかく一歩でも二歩で

も動くということと、こういう協議会と連動した形で行政や議会への事務手続を同

時に進めなければいけないと思いますので、このことについては最後のほうでまと

めて、また御提言をさせていただきたいと思いますが、率直に今の現状をお話しい

ただきましたので、民間との連携を図っていただき、一歩進めていただければ、こ

れは早めに動いていける課題ではないかと思います。 

専門家の先生方からも与論島のジオサイトの価値については、御指摘、御指導を

いただいているので、そういうベースがありますから、これは一歩コロッと押せば

動く課題だと思いますので、ぜひその一歩をお願いしたいと思います。 

次に、子育て支援について進めてまいりたいと思います。 

私が、近年「三つ子の魂百まで」ということを、ここに立つたびに口に出してい

るのですが、前にも申し上げましたように、この件に関しては、私ども議会の委員

会としても、子育て講習会を４回、委員会の活動として受講させていただいて、そ

の中で、ゼロ歳児から５歳児までの子育ちの状況、子育ての状況というものについ

て研修、ふれあう機会をいただきました。その中で感じたことと、今、私には、や

がて３歳になる孫が身近にいるのです。その研修で見聞きしたことと、実際私の身

近にいる孫との流れを考えていくと、まさしく「三つ子の魂百まで」というのは、

やはりきっちりと手だてをしてあげること、与論の島づくりのもとである人づくり

の大きな基幹になると思うからですし、このことは既に幾多の論で指摘をされてい

ることです。 

ところが、この行政の枠組みの流れを見ると、就学してからの教育委員会がきち

んと見届けていただく範囲では、子育て支援、就学支援、いろいろな指導の路線と

いうのが一貫した形で通っていますが、この就学前までの支援というのは、どこが

相対的に総合的な司令塔なのかということさえもわからない状況です。ですから、

こういう就学前までの間のきちんとした流れをつくっていただき、そこに司令塔も

きちんと、それぞれの部署に配置をしていただいて取り組んでいただくということ

です。 

この３歳までの子供たちが、人としての本能として次々と目覚めてきて、自我が

出てきて、いろいろだだをこねたりする、そういう中をきちんと、その子供のだだ

をこねることに合わせながら、また一つ成長していった時のその子供の状況を展望

しながら、その子供に接していくと。これをやはりきちんとした形で、今、子育て

をしている家族の皆さん、じいさん、ばあさん、島の人たちが共通理解をすること
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がまず必要だと思います。そのためにも、きちんとした「三つ子の魂百まで」の論

を組み立てていく必要があると思います。今、島づくりは人づくりであるという一

番の根元というのは、この３歳児までの、ここにいかに集中して、きちんとした道

をつくるというのが大事ではないかと思いますが、この件に関して町長と教育長か

ら、もう一度改めて、その見解をお伺いいたしたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 麓さんがいつも言われることで、「三つ子の魂百まで」、本当に

３歳までに子供たちをしっかりとしつけ、育てていけば、本当に素直な良い子供が

できるんだということは、お持ちの持論で、私もよくお聞きし、本当にそうだなと

思っています。 

実は、県の奄美図書館で勤務していた時に、お母さん方がおなかに子供を宿して

いる時から読み聞かせをして、語り聞かせをしてほしいということで進めてまいり

ましたが、本当に、それと合い通じる大変大事なことではないかなと思うことです。

そういうことを考えますと、本当にそういう経験を持ったお年寄りの方々、あるい

はお母さん方ともふれあう機会ができればいいなと考えて、そういう方向に何とか

みんなで協力し合っていければいいと感じますので、そういうふうに進めてまいり

たいと考えています。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 前回の議会の中でも、このことをお取り上げになりまして、

いわゆる就学前に、そういう保護者の連携した学びの場とか、きちんと段階的に子

育ちを研究したりとか、ふれあう場の組織だったものがないというようなことの中

で、いくつかのことをお答えしたことを覚えています。それで、今おっしゃるよう

に、就学前は、小学校、中学校と同じようにＰＴＡ組織らしいものがあって、その

学びの段階によって様々なことが研修されたり、園・学校からというようなことに

ついてはなく、今、町全体で子育ての講演会があったり、就学前の特別支援の関係

の検査等があったり、そういう前に講演会を持ったりということをしていますので、

この就学前のある一定期間における学校に入るまでの保護者の学びとか、保護者の

横の連携を図る具体的な子供を抱えた相談とか、そういったものの組織化も課題の

一つであると考えています。 

よって、司令塔をどこに置くかということも町民福祉課、教育委員会関係で連絡

・調整を図りながら、今後そのような流れがいい方向にいけるように、子育てをす

る親から見て、子供から見て、そういう段階的なものが、どこにあるかということ

の視点で今後検討してまいりたいと思っています。 

○議長（大田英勝君） ８番。 
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○８番（麓 才良君） こども園の状況を前にもお話しましたように、こども園におい

て、多くの方々が子供たちと接する環境をつくっていくのが一つの理想であると、

要するに園が一つの家庭のような状況をつくり出せたらと、お兄さん、お姉さん役

がおり、じいちゃん、ばあちゃん役がいるとかということで、そういう状況ができ

ればというのがありますが、いかんせん、保育士の方々の人員も不足がちであるし、

その待遇についても、なかなかきちんとした形ができないというのが、先ほどの論

議の中にもあったとおりですが、そういうところを踏まえながらも、どういう形で、

そういうところが１つでも２つでもクリアしていけないかというところなのですが、

一つには前にも申し上げました子育て支援員の講習制度を受けて、そういう方々に

現場に入ってもらうという、そういう方々に対しては、それ相応の賃金を出して、

お願いするという形ができるということですが、そういうことについても募集をさ

れたということは聞きましたが、今の状況では、子育て支援員は講習会に参加して

くださいという形で募集をしても、はい、私が行きますということで、お見えにな

る方々は、ほんのごくわずかではないかと思います。こういう制度をわかっておら

れ、そしてまた、自分が子育て支援ということについて、町全体でどう取り組んで

いこうかという思いがある方々でなければ、手を挙げてこられないのではないかと、

そういうことであれば、そういう島の方々に対して、幼児の子育て支援を私たち与

論町はどういうふうにしていきましょうかということの思いをみんなが夢を、みん

なが与論ではこうやっているんだよと、そういう形が私たちに見えていないという

ことです。そういう形をみんなが見えるような形にするという手だてが、まず必要

になってくるのではないかと思います。 

そういうことを描くための一つに、こども園の親の集いというものをつくってい

ただきたいというのを先般申し上げました。 

私ども、与論には３つの公立のこども園と、１つの私立のこども園がありますが、

私立のこども園は、いろいろな形で運営が展開される状況にありますので、いろい

ろな形で卒園生とのつながりとか、地域とのつながりとかが公立のこども園よりは

進んでいる面があります。これは否めないところですが、そういうところも島の中

にはあるので、きちんと研究・調査をされながら、ぜひ親の集いというものをまず

立ち上げる工夫をなされてみてはどうかと思います。 

今、子育てされている方々が孤独感を味わい、どういうふうにしたらいいのかわ

からないというようなことで、いろいろな要望や、相談ができる場所があればとい

うようなこともよく聞かされますが、こういう親の集い、同じく子育てしている親

の集いがあり、そこでいろいろな課題を話し合える、課題を共有できるような場を

つくっていけば、そういう子育て相談支援の形にも十分なっていくので、そういう
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集いをつくるにあたって、そこを指導していく指導者の方がぜひ必要だと思います。

学校のＰＴＡのように、こども園の保育士の方々が、その親の集いのお世話まです

るというのは、非常に大変な状況ですので、園と親と、また園に子供を預けていな

い親の家庭とも連携をしながら、親の集いをサポートしていく、そういう役割分担

を仕掛け、仕組みをきちんとつくっていく、そういう形をぜひ御検討いただきたい

と思います。 

こういう親の集いのことについて、私どもは議会で話をさせていただいています

が、幸いここに３園の園長がいらっしゃいますので、園でこういうことについては、

どういうお考えなのか、それぞれお聞かせいただければありがたいと思います。 

順番は、それぞれでお願いします。 

○議長（大田英勝君） 与論こども園主幹兼副園長。 

○与論こども園主幹兼副園長（富 千加代君） 私の園は、今、３つの事業が入ってい

ます。この４月から異動しまして、今までいた園が１つのこども園という形であっ

たのに対して、今度異動したところは、３つの事業があるということで、４月、５

月当初、とても戸惑っておりました。今やっと落ち着きつつあるのですが、その保

護者や子供たちの様子を見ますと、子供たちは、ちょうど穏やかといいますか、打

たれ弱いような、そんな部分が、でも、すごく豊かな育ち方をしているのを感じて

います。 

そして、保護者の皆さんですが、私が初めて関わったお子さんたちが、お父さん、

お母さんになっています。お一人お一人が、とても心豊かなお父さん、お母さん方

で、よく存じ上げています。もう少し私に、また職員に時間があれば、そのお父さ

ん、お母さん方と話をしたり、また、子供たちと話をしたりして、そのような、麓

議員がおっしゃったような場をつくっていきたいなということをずっと考えていま

す。ですが、とにかく、先ほど野口議員からもありましたように、現場の状況が本

当に厳しいのです。私たちの現場というのは小学校、中学校のように職員が突然休

みになったときに自習をしなさいと言えても、園は無理な職場でして、とにかく大

人が一緒にいて、子供の安全を見ないと一日が回らない。そんな状況にありまして、

まず、私は子育て支援員を入れるというよりは、今いる職員の中にも、すごく力の

ある先生方がいらっしゃいます。その先生方の質を保護者や子供たちに入れながら、

その中でいろいろな関わりをしていって、保護者の方々の中から自発的に、自主的

に活動が生み出されるような方向に持っていければなと今考えています。 

ですが、私がそのようなことを職員にちらっと今、話している段階ですが、それ

を定着させるまでには、私自身が今は忙しい、また、保育士の先生方も本当に忙し

い。そういう中で、お互いがお互いをいたわり合いながら協力して日々やっている
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状況にあります。 

とてもいいお考えだと思います。私は今いる与論校区に住んでいる人材を使いな

がら、また園の人材を使いながらやっていければ、とても良いものができるのでは

ないかと思っています。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） 茶花こども園長。 

○茶花こども園長（阿多とみ子君） 今までの現状、また現在の現状を報告させていた

だきます。 

先ほどもありましたように、朝の７時半から夕方６時半まで一応職員を交代して

園を開放しています。前回も述べましたように月曜日から土曜日まで職員をローテ

ーションを組んだ勤務体制をしているところです。日常保育のほかに一時保育、預

かり保育、園庭開放、そういった特別支援事業もしているところです。 

また、異年齢児交流事業、それから世代間交流事業等も昔からいろいろな機会に

おいて、エールピチュンチャーどうぞいらしてください、マージン（一緒に）しま

しょう、この行事で一緒に草履をつくったり、カゴをつくったり、サバをつくった

り、ちぎり絵をしたり、小・中学校においては、マージン（一緒に）運動会をした

り、クリスマスをしたり、誕生会をしたりして、いらっしゃる方には、どうぞどう

ぞマージン（一緒に）しましょうということで、別にあれこれするわけではなくて、

エールピチュンチャーみんなで子育てをしたり、地域を育てていくということは、

私たちに課せられたことですので、ウリャーマタムールシ、シマムチ、クニムチ、

ユームチですので、そういったことで迎えているところです。 

そのほか、遊ばせてくださいとか、園を見せてくださいとか、自由に遊ばせてく

ださいということの話があった場合は、どうぞということで、一緒に保護者の方も

付き添っていただいたりして、園の子供さんとも一緒に交流を図ったりしていると

ころです。 

また、保護者との相談とかというのも登園の際、クラスの先生たちとか、そこで

できないときは、ほかのクラスの先生とか、私たちとか、できる限り一生懸命相談

等もしているところですし、またこれからもしてまいりたいと思ってるところです。

以上です。 

○議長（大田英勝君） 那間こども園長。 

○那間こども園長（池畑あけみ君） 今、阿多園長がおっしゃった行事は、ほぼ１年間

を通して、どこの園でもされていると思います。 

私は那間に赴任して、まだ２か月なのですが、そういう中で、この間、地域のお

じいさんを呼んで田植えの経験をしました。そういう中で、そのおじいさんが子供
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たちに、発泡スチロールの中にドゥルとか水とかを入れるのを教えたり、植え方は

印をつけて、フマナイウイユーシドーとか言っておじいちゃんに教えていただいて、

子供たちも喜んでいました。 

そして、時間が経つとウピャーコイイリランヤーと言いながらちょこちょこ来て、

子供たちと触れ合ったり、こうやって地域の人を呼んだりして、いろいろなことを

子供たちに教えていただけるのは、すごく良いなと、私もほのぼのとしてきて、お

じいさんの子供たちに接する姿に感動しました。 

那間は職員がみんな方言、日本語、英語を使い、トリリンガルに今頑張って無理

なく取り組んでいるところですが、方言を先生たちが全部使って、子供たちに教え

る姿も、子供たちが返事を「オー」という方言で返して、みんなそういう感じなの

で、特に方言は定着しています。 

地域の中で、本当に那間集落なのですが、のどかで那間公民館が近くにあるとい

うことで、よくいろいろな宴会とかをされるのですが、そういう中でも立ち寄って、

「ワラビンチャー、ちょっとミシリヨー」とか、そういうのがあって、イダペンチ

ウァーリヨーという感じで、お迎えをしたりして、いろいろ地域の人の声を聞いた

りしてやっているところです。 

麓議員がおっしゃることは、私もずっと与論こども園のときからずっと思ってい

たのですが、それに近づけるように、みんなと話してやっていけたらと思ってます。

保護者の集いのことですが、保護者同士の連携も図れており、保育参観後には保護

者同士がクラスごとでバレーボール大会とかを計画しているところです。地域に関

係なく、いろいろな行事で人が来て、いろいろな昔話を話したりして子供たちに聞

かせる場をつくってまいりたいと思っています。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） ８番。 

○８番（麓 才良君） 今、各園の皆様の頑張っている姿をお伺いさせていただきまし

た。 

さて、今申し上げましたことを一つにして、こういう方向で、こういう形でとい

うことをお示しするのは難しいと思いますが、こういう課題があるというのは、は

っきりしていることですので、関係者が集まって、課題について協議をする場をま

ず設けていただくことが大事だと思いますので、ぜひそういう取組をなさっていた

だきたいと思います。 

子育て、子育ちというのは、非常に大きな範囲になりますので、そういう大きな

範囲の方々が一同に会していただいて、情報交換をし、そして課題に対する意見等

を出し合っていただければ、その中で、それぞれの分野の中心を決め、そこから課
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題に対する企画を検討する会が進められていくのではないかと思います。 

そういうことで、きちんとした枠組みのない問題については、そういう関係者が

集まってネットワーク会議等をもって、そこから進めていくという手だてが必要で

はないかと思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

与論十五夜踊りについてですが、先般、十五夜踊りの関係者と町長、農協の関係

者、教育委員会にお集まりいただいて、いろいろ意見を出し合ったのですが、おお

むね後継者問題についての意見に集約、集中したのですが、この後継者問題は、先

ほど細かいところに論理がありましたので、その部分はさておき、今与論十五夜踊

りについては、先だっての国民文化祭のシンポジウムのときにも「祈り・踊り・祭

り」ということで、「祈り・踊り」については、保存会の皆様方がきちんと伝承さ

れて、今でも、そのことについて高い評価を受けておられると、残念ながら時代の

流れとともに、その方々を取り巻くみんなが集まって楽しむ、自分たちの町民の娯

楽として楽しみ、そのことによって町民の融和を図るという、この所期の大きな柱

の一つであったものについては、今グユーポーの島中安穏とか、そういう神様への

祈りという部分におされる形で、町民の融和という部分が、私たちは少し横のほう

に置かれていたのではないかと思います。十五夜踊りの発祥のときの、その思いを

掘り起こせば、いかにして今の時代に沿った祭りにしていくかということになって

いくかと思いますので、そういうみんなが集まって、みんなが楽しむ、その輪の中

心に「祈り・踊り」を担当していただく保存会の方々がいらっしゃる。そういうこ

とこそ、もう一つの後継者育成の大きな一歩を踏み出すことにもなろうかと思いま

す。ぜひこのためにも、関係者の方々が集まって協議をして、どのようにしてみん

なの祭りに進めていくかと、みんなが十五夜の時に楽しく集まって、催しができる

かということについて、関係者の方々が集まって論議をするということは、大事な

ことだろうと思いますが、これは町長にも話をし、町長もそういう思いを持ってお

られますが、ここで町長並びに教育長の思いを語っていただきたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。麓議員がおっしゃるように、祈りの部

分、踊りの部分も踊り子の方々が減少しているということもあったりして、なかな

かですが、いま一番問題になっているのは祭りの部分ということで、何とかして町

民が少しでも十五夜踊りを見に行こうということで、琴平、あるいは地主神社に集

まっていくような、そういう祭りの部分ができればいいなということで、関係者の

方々、あるいは麓議員等とも話をしているのですが、できましたら、何とかみんな

が集まってにぎわっていくような手だて、それが考えられないかということで、あ

ちこち御意見を伺ったりして、また、出店等もできないかなということで、観光関
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係の方々とも話をしているところですが、ぜひそういうことで、やっぱり関係者が

一堂に会して、こういう方向で進めて行こうということで話をする場をつくってい

ければと思っているところです。以上です。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 今、町長がお答えになりましたが、やはり皆さんが祭りにつ

いて、どのように考えていくかというところを、今のような説明を町民、そして十

五夜踊り保存会の方々、そういう関係者が奉賛会も含めて、そこに集まる時の体系

から見る見方というものから時間を考えたりして、子供たち町民が参加できる、そ

ういう視点から、まず共通した理解を図るところからスタートしていくことも大事

だと思っていますので、教育委員会側もそういう視点で、今度の祭りからできると

ころは協議をしながら、やれるところから進めながら、全体の中での話し合いの場

が設けられればと思っています。 

○議長（大田英勝君） ８番。 

○８番（麓 才良君） ヨロンマラソンのメッセージということで申し上げましたが、

サンゴの再生等については、サンゴ礁基金の中の事業の項目を挙げて話をしました

が、あの項目の一つ一つを見てみると、本町ではきちんと取組がなされている部分

もたくさんあります。 

しかしながら、それが箇条書きの状況になっていて、それが一つの形として見る

ことが難しい状況にあるのではないかと思います。サンゴ礁基金に対する思いを寄

せていただく方々が、このことによって与論はどういうふうに変わっていくのだと

いうことがわかるような形に、この事業の流れというのをまとめていく必要がある

かと思います。これは各担当課、関連課で進めているものを総合的にまとめて一つ

の目標を示すという形になっていくかと思います。そういうのがあって、見て、聞

いて、わかるという、自分がイメージができるというときに初めてそのものに対す

る自分の思いを出すことができるのではないかと思います。そういう形にして、そ

れの発信をどういう形でするかというときに、私が提案したのは、ヨロンマラソン

のメッセージとして提案してはどうかということです。 

ヨロンマラソンも２５回大会を迎えました。これまでのイベントとして取り組む

という形から、与論の一つの財産として、メッセンジャーとして、このヨロンマラ

ソンから発信をするという、こういうことによって、ヨロンマラソンの愛好者を中

心にした広がりをもってもらうということで、ヨロンマラソンをメッセージの発信

ということで使っていく、そのことによってお互いに相乗効果を発揮していくとい

うことの思いで、ヨロンマラソンからのメッセージということで取り上げたところ

です。ぜひそういうことについても御検討をいただきたいと思います。副町長、ど
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うぞ。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） ありがとうございます。 

このサンゴ礁基金というのが最初にできたときには、純粋にこの島への寄附とい

う観点から、このようなすばらしい計画をいただいたと思いますが、今は、ふるさ

と納税という返礼品をあてにしたような、競争になってしまっているようなところ

もあるので、我々もその辺も含めながら検討していく必要があるのではないかなと

思います。 

ヨロンマラソンは、今年で第２５回を迎えまして、やはり島の産業をＰＲできる

ような、何か大会をもっていかなくちゃいけないというのは、常日頃思っておりま

したが、ただただイベントを開催するのに追われてしまって、この辺まで頭が回ら

なかったという部分もありますので、ぜひ今後、このふるさと納税も含めた形で一

連の相乗効果を出していければありがたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大田英勝君） ８番。 

○８番（麓 才良君） 今、副町長から、まさしくありましたように、このサンゴ礁基

金をつくった時の島への思いというものに対する皆様方の御奉仕をいただくという、

この形が今はふるさと納税が、ちょっと違った形になってきて、今ふるさと納税に

対するそういう思いを逆に島への思い、自治体の一つの課題の解決、課題を解決す

ることによって、こういう形になるという、そういう社会的事業に対する投資とい

うものへの方向に目を向けていこうという流れも出てきています。まさしく、そう

いうことからすると、与論町は、このサンゴ礁基金条例の理念と項目をもう一度精

査をして、そういう社会的投資に対する皆様方の気持ちを寄せていただくという方

向で、このサンゴ礁基金の展開をぜひ図っていただきたいと思います。そうするこ

とによって、ふるさと納税と相まった大きな効果が発信できるものと思います。 

そして今、企業の社会的投資責任ということですが、まさしくヨロンマラソンは

スポンサー企業に、いろいろお世話にもなっています。先ほどのメッセージをきち

んとした形で出すことができれば、企業も与論町へのサンゴ礁基金の理念に対する

目を向けて投資をしていただけると思います。そういう思いを語って、このサンゴ

礁基金をもっと膨らませていこうではないですか。 

そして、今回一般質問を、一つのけじめをつけさせるにあたり、このことをぜひ

お願いをいたしたいと思います。私ども一般質問を当局にお願いをいたしますと、

その答弁に対して、課長の皆様方がお集まりいただいて、いろいろけんけんがくが

くしていただきながら、その思いをまとめて御答弁をいただいています。 

そしてまた、この場でいろいろな論議をしていくのですが、論議をした後に、も



 

71 

 

う一度検討会をきちんとしたシステムとして持っていただきたいと思います。そう

いう中で精査をしながら、この課題については、どういうふうにしよう、この課題

については、どういう手だてでどこにしようと、こういう次への展望をぜひ一般質

問の後には１つの検討会を持っていただいて、ぜひ一歩一歩進めていくという流れ

をつくっていただくよう要請をいたします。 

私は、これまで長い間、いろいろな方々の御支援をいただきながら、この３６年

にわたり、こういう形で、いろいろ皆様と御一緒させていただきました。私が、そ

の中で目にした言葉に「政治の最高機関は道徳」であるという言葉をある時、目に

いたしました。それからそのことを私の議員活動の指針としているところですが、

残念ながら、この政治の最高機関は道徳であるということは、「思うは安く、行う

は難し」という面が多々あったのではないかと思います。 

今、一般質問を閉じるにあたり、思いは屋根よりも高く、探れば海よりも深い、

ムイヌウプサヌという思いです。だからこそ、私たちはこの場で島づくり、町民の

福祉のために論議をしているのだなと思いました。そういうところで、けじめをつ

けるというのも、またひとつの道だと思います。これから後は、私の度量にあった

ところで、議員としていただきました使命感を常に胸に刻んで歩んでまいりたいと

思います。 

以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（大田英勝君） ８幡、麓 才良君の一般質問を終わります。 

次は、９番、福地元一郎君の発言を許します。９番。 

○９番（福地元一郎君） ただいまの麓議員の熱弁の後にやってまいりました。 

最後になりますが、簡潔に一般質問をしたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

平成２８年第２回定例会にあたり、先に通告した件について質問します。 

１ 伝統文化のデジタル化と保存について 

(1) 近年、映像や音楽の分野での技術革新が目覚ましく、古い写真や動画な

どアナログデータを簡単にデジタル変換し整理することができるようにな

りました。現在、公民館や図書館、各課のパソコンに保存している貴重な

データを全てデジタル化してデータベース化を図り、活用するとともに、

クラウドに保存するなどして未来へ受け渡していく必要があると痛感され

ますが、町長は、どう考えているか伺います。 

(2) 「与論方言辞典」や「与論の方言で話そう」など、ユンヌフトゥバに関

する本がいろいろ出版されていますが、ユンヌフトゥバのデータをデジタ

ル化して半永久的に保存するとともに、語り手がいるうちに音声を録音し
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てデジタル化し、ネット上でも検索利用できるようにすることが継承につ

ながると痛感されますが、町長は具体的対策をどう講じていく考えである

か伺います。 

２ ＤＭＯの設立への取組について 

(1) 町長の施政方針の中に、まちづくりの基軸となるＤＭＯ（観光地域づく

り組織）を創設し、商工観光・農業・水産業等を複合的に組み合わせるこ

とで、事業者等の連携を深め、地域活性化を推進したいとありましたが、

具体的にどのように取り組んでいるのか伺います。 

(2) 去年は入り込み客数が６万人を超え、観光ガイドの需要が高まっていま

すが、ガイドの高齢化と人材不足で、ガイドの養成と増員が急務となって

います。ＤＭＯ（観光地域づくり組織）を設立した際には、この問題に早

急に取り組んでもらいたいと考えていますが、町長はどう進める方針か伺

います。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 伝統文化のデジタル化と保存についてということでしたので、

お答えしたいと思います。 

与論町の貴重なデータを全てデジタル化して、データベース化して保存すること

は、これからますます大事なデータの保存方法であると認識しています。そのため

の職員の技術の向上に関する研修や専門家の導入等も視野に入れて検討してまいり

たいと思います。 

次に、与論方言辞典等のことについてです。 

御指摘のとおり、「与論方言辞典」や「与論の方言で話そう」など、ユンヌフト

ゥバに関する本が出版されており、ユンヌフトゥバの学習体系は充実してると思い

ますが、音声を録音してデジタル化する活動は、まだまだであると感じています。

語り手がおいでになるうちに音声を録音して、デジタル化することは、方言の目に

見えないイントネーション、アクセント等を相手に伝える有効な手段だと考えてい

ます。本町においても、危機的な状況にある言語、方言の全国サミットが１１月１

３日に開催される予定です。この機会も参考に、デジタル化の良さを生かした与論

の方言の言語体系をまとめて後世に残すことは重要なことだと思います。デジタル

化への方策も検討し、できることから進めてまいりたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ＤＭＯの設立について、お答え申し上げます。 

本町のＤＭＯの設立の基本的な考え方は、多種多様な組織と人材ネットワークを

持つ団体により、地域がもうかる仕組みを構築し、与論町における仕事の創生を目
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指すものです。具体的にはヨロン島観光協会や商工会、与論町漁業協同組合やＪＡ

あまみ与論事業本部等の団体と連携した組織づくりを目指し、地域活性化、地域間

交流の促進、観光の振興、新しい雇用の創出、スポーツ振興、多様な人材育成、エ

コの島づくりなど、多様な事業の展開による地方創生に取り組んでまいりたいと考

えています。 

本年度においては、地方創生加速化交付金を活用し、与論町まちづくりＤＭＯの

設立に向けた検討委員会を設置し、各種実態調査、先進地視察、研修会、地域総合

観光振興計画業務委託事業を実施し、平成２９年度に与論町版ＤＭＯの創設を目指

したいと考えています。 

次に、観光ガイドの養成と増員についてです。 

平成２６年度から、奄美群島広域事務組合により、エコツアーガイド育成研修が

実施されており、島内からも１０人ほどがこの研修会に参加し、資質向上に取り組

んでいます。平成２８年度は５回予定されており、平成２９年度も引き続き予定し

ていますので、少しでも多くの方々に研修に参加してもらえるように努めてまいり

ます。 

また、ガイド依頼受付窓口の一本化を図り、お客様の多様な要望に速やかに対応

できる体制づくりと、ガイド業が魅力である仕事となるような組織、料金体系を構

築していくことで、より確実なガイド業の定着と人材不足の解消に取り組んでまい

りたいと思っています。 

○議長（大田英勝君） ９番。 

○９番（福地元一郎君） 実は、平成１３年６月定例会でも伝承文化のデジタル化と保

存について一般質問を行いました。１５年前です。 

その当時、中央公民館には公民館ができた当初から、担当者の努力によって収集

された貴重な録音テープやビデオテープがたくさんありました。しかし、保管状態

が悪く、カビが生えたり、テープが伸びたりしていたので、それらをデジタル化し

残すよう提案しました。 

当時の竹下教育長は、「現在、中央公民館を含めて、各所に旧来の保存方法で保

存されている資料が伝承文化の資料を含めてかなりあります。社会の変化に対応し

て活用できるようにすることが必要であり、未来へ引き継いでいくことは、より重

要であると考えますので、その方向で取り計らってまいりたいと思っています」と

答弁されています。私が再度「取り計らうとは、どういう意味か」と尋ねると「取

り計らってまいりますということは、現在あるテープやビデオテープをＤＶＤ、あ

るいはＣＤ－Ｒというようなものにデジタル化して保存する、新しい方法でやって

いくということです」と答弁されています。 
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しかし、昨日、公民館に行って調べたところ、多少デジタル化されたものはあり

ましたが、ビデオテープや録音テープが当時のままで、カビが生えているものもた

くさんありました。１５年経過しても、なおデジタル化の作業は終わっておりませ

んでした。 

先ほど教育長の答弁では、「これから検討する」ということでしたが、今すぐに

でもデジタル化の作業を行わないと、貴重な資料やデータが失われてしまいます。 

そして、過去の映像やデータは、一度失うと二度と撮り直すことができません。

そのことを肝に銘じて、早急に予算化を行い、デジタル化の作業に取り組んでいた

だきたいと思うのですが、教育長、いかがでしょうか。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） ありがとうございます。「できることから」という表現をし

てしまいましたが、方言など、今いくつかのことが、民族村で行われているものも

あるという部分ですが、確かに精査されていませんので、どれが貴重であるか、急

ぐものはどれかということも確実に進めてまいりたいと思います。 

○議長（大田英勝君） ９番。 

○９番（福地元一郎君） もし予算化が急にできないのであれば、一つの提案として、

ドライボックスを購入して設置することを要望いたします。それは簡単に言うと、

冷蔵庫のようなものですが、中に入れておくと、湿度と温度と、常に一定の管理が

されますので、カビが生えません。それでずっと保存されますので、そういったボ

ックスを購入して設置するようお願いいたします。 

次に進みます。先ほどユンヌフトゥバのデータのデジタル化は申し上げましたが、

ユンヌフトゥバのデータのデジタル化と、音声を録音してデジタル化するという件

は、この一般質問を提出した後に民族村の菊さんから、与論方言辞典のデジタル化

と、これまで菊チヨさんが録音してきたユンヌフトゥバをデジタル化して保存する

方向で話が進んでいるということでありました。それには、国からも補助金が出そ

うだと、そういう話を聞きましたので、その点は民間で菊さんのほうに任せていた

だきたいと思うのですが、今ここでお願いしたいことは、保存の方法と活用です。 

デジタル化したデータをハードディスク、あるいはＤＶＤに残すことも重要です

が、それだけでは保存した場所が火災にあったり、自然災害で喪失する恐れがあり

ます。このことから、これからはクラウドで保存する必要があります。クラウドで

保存し、なおかつインターネット上で利用できるようにすることが継承につながる

と思うので、教育長にクラウドで保存することを提案したいのですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 
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○教育長（町岡光弘君） 先ほどの民族村での保存と、それから与論かるた、そのあた

りも今保存されているというか、音声でＱＲコードをかざせば聞けるような状態も

つくっているようですので、この道のりについても検討してまいります。 

○議長（大田英勝君） ９番。 

○９番（福地元一郎君） 私が質問しているのは、クラウド上での保存です。意味わか

りますか、それをお願いできるかどうかです。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 申し上げましたとおり、大事なことですので、クラウド上で

の保存も検討して、保存できるような方向へ進めてまいりたいと思います。 

○議長（大田英勝君） ９番。 

○９番（福地元一郎君） ありがとうございます。 

次に進みます。ＤＭＯの件ですが、町長は答弁で、平成２９年度に与論町版のＤ

ＭＯの創設を目指すとおっしゃいました。観光まちづくりとは、観光による交流人

口の拡大を通して、暮らしの質の向上を目指すもので、地域住民が幸せでないと意

味がなく、住んで良し、訪れて良しというのが基本理念だそうです。 

また、観光まちづくりは、行政と観光業者だけでなく、農業、商業、工業、ＮＰ

Ｏ法人、市民などが参画し、官と民の壁を取り除くことが重要だといいます。そう

いった点からＤＭＯを創設し、地域活性化を推進していくことは、とても重要だと

思います。しかし、自治体からの執行者がマネジメント職を独占し、行政管理のも

とで事業を進めていくと、ほかの職員のモチベーションが下がり、さらに金は出す

が結果を求めない、予算主義とビジネスセンスの不足、さらには自治体の補助金へ

の依存といった課題が出てくるということです。 

そこでＤＭＯを設置し、運営していく場合には、町長へのお願いですが、民間人

の登用と、自主財源が安定確保できるような運営をお願いしたいと思います。町長、

いかがでしょうか。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、本当に与論

にはたくさんすばらしい方々がいらっしゃいます。そういう方々の知恵を借りなが

ら、自分たちで運営し、自分たちで収入を得、自分たちでできるという、そういう

ような組織に出来上がっていければいいなと思います。 

設立に向けた検討委員会でも、そのことを十分話し合いをしてまいりたいと思い

ます。 

○議長（大田英勝君） ９番。 

○９番（福地元一郎君） よろしくお願いいたします。 
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次へ進みます。ガイドの件ですが、エコツアーガイド育成研修が実施されている

ということで安心いたしました。しかし、奄美全体のガイドと、与論のガイドはや

はり分けて考える必要があると思います。 

現在、奄美の島々を巡るツアーが人気で、たくさんの団体客が与論島へ来島して

いるのですが、どのツアーもコースが決まっていて、限られた場所だけを観光して

帰られます。島内には新しい名所や、施設もできているのに、３０年以上前の古い

施設だけを見て回る観光では、せっかく与論に来ても、また来たいという気持ちに

はならないと思います。 

私は以前、添乗員に「どうして毎回同じコースなのか」と尋ねたことがあります

が、「会社が昔から、このコースでやっているから、ただ会社のいうとおりに、そ

れに従っている」という答えです。 

そこで、商工観光課長にお願いしたいことは、商工観光課及び観光協会から島の

新名所、あるいは穴場とか、島の魅力をアピールする資料をツアー会社に送っても

らい、そして新しいコースを設定するときの参考にしていただいたら、もっと与論

への観光客が増えるし、リピートにもつながると思うんですが、商工観光課長いか

がでしょうか。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山下哲博君） お答えいたします。 

本当に最近体験型観光ということで、自然体験、陸地の歴史文化、そういうもの

の体験が非常に多くなっています。 

私どもといたしましても、奄美群島広域事務組合でも、エコツアー推進協議会か

らガイドの育成ということで、今、年５回ぐらい開催していますが、その名所につ

きましても、島内の方々から、うちのところはこういう名所があるよというような、

そういう募集をかけながら、島の本当の名所というんですかね、自分たち行政側で

見つけるよりは、各集落の方々は、こういうところをガイドしたい、その集落はこ

ういうのがありますという、そういう町民からの募集も含めて、きちんとした名所

のガイド案内ができることをこの推進協議会の中でも一度諮ってみようかなという

ことで考えているところです。 

○議長（大田英勝君） ９番。 

○９番（福地元一郎君） ぜひそれを早急にしていただきたいと思います。というのは、

観光ツアーの添乗員に聞きますと、なぜ奄美群島にたくさんお客さんを呼べるのか

というと、１人当たりの単価が最低２０万円だそうです。１０組集めると４００万

ですよね、１５組でもかなりの金額になるので、すごくツアー会社にとっては、ド

ル箱になるということで、これからももっと増やしていくという話がありました。
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ですから、ぜひガイドを養成するのを急いでいただきたい。それがまた、島の活性

化につながると思いますので、よろしくお願いいたします。 

それから、私も何回かツアーガイドしたことがあるんですが、ツアーガイドにと

って、与論のことを知るには、与論町誌、あとは町勢要覧ですね、それが大変役に

立つのです。例えば、こういったスマートホンがありますが、これに全部町勢要覧

が入っているのです。見ることができるのです。尋ねられたことは、これを見てす

ぐに答えることができるのです。ですから、ガイドにとっては、町勢要覧とか、与

論町誌がすごく役に立つのです。 

しかしながら、現在与論町のホームページに載せている町勢要覧は、平成２５年

度までで、２６年、２７年度、去年のも載せていないのです。ですから、これで実

際ツアーガイドで使おうとしても、古いデータしか出てこないので、ぜひそこは総

務企画課長にお願いしたいのですが、早急にガイド用に、ＰＤＦファイルにしてホ

ームページにアップしていただきたい。 

それともう１つは、与論町誌も以前は図書館のホームページから入っていくと、

見れたのですが、今は削除されています。そのデータはあると思うので、それもぜ

ひホームページから見られるようにしていただきたい。これは総務企画課長へのお

願いですが、総務企画課長、いかがでしょうか。 

○議長（大田英勝君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 私も把握してなくて、大変申し訳なく思っています。

すぐに対応してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大田英勝君） ９番。 

○９番（福地元一郎君） よろしくお願いします。 

最後にＤＭＯ設立が軌道に乗って、与論島の観光客がさらに増えて、島の経済が

活性化していくことを祈念して、私の一般質問を終わります。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） ９番、福地元一郎君の一般質問を終わります。 

これで一般質問を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

次は、６月１７日、本会議、議案審議です。 

午前９時まで御参集願います。 

本日は、これで散会します。 

御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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散会 午後４時０３分 
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平成２８年第２回与論町議会定例会会議録 

平成２８年６月１７日（金曜日）午前９時００分開議 

 

１ 議事日程（第２号） 

  開議の宣告 

  第１ 議案第２８号 平成２８年度与論町一般会計補正予算（第２号） 

  第２ 議案第２９号 平成２８年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

  第３ 議案第３０号 平成２８年度与論町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

  第４ 議案第３１号 平成２８年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） 

  第５ 承認第 ５号 専決処分の承認を求めることについて（与論町固定資産評価

審査委員会条例の一部を改正する条例） 

  第６ 選挙管理委員及び同補充員の選挙 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 林   敏 治 君      ２番 髙 田 豊 繁 君 

  ３番 町   俊 策 君      ４番 林   隆 壽 君 

  ５番 喜 山 康 三 君      ６番 供 利 泰 伸 君 

  ７番 野 口 靖 夫 君      ８番 麓   才 良 君 

  ９番 福 地 元一郎 君     １０番 大 田 英 勝 君 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（１７人） 

 町    長 山   元 宗 君  副 町 長 久 留 満 博 君 

 教 育 長 町 岡 光 弘 君  総務企画課長 沖 島 範 幸 君 

 会計管理者兼会計課長 林   英登樹 君  税 務 課 長 竹 本 由 弘 君 

 町民福祉課長 酒 勺 徳 雄 君  環 境 課 長 吉 田   勉 君 

 農業委員会事務局長 川 村 達 義 君  産業振興課長 町 島 実 和 君 

 商工観光課長 山 下 哲 博 君  建 設 課 長 徳 田 康 悦 君 

 教育委員会事務局長 田 畑 豊 範 君  水 道 課 長 竹 田 平一郎 君 

 与論こども園主幹兼副園長 富   千加代 君  茶花こども園長 阿 多 とみ子 君 

 那間こども園長 池 畑 あけみ 君 
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５ 議会事務局職員出席者（２人） 

  事務局長代理 川 上 嘉 久 君  書    記 喜 村 一 隆 君 
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開議 午前９時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 議案第２８号 平成２８年度与論町一般会計補正予算（第２号） 

○議長（大田英勝君） 日程第１、議案第２８号「平成２８年度与論町一般会計補正予

算（第２号）」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） おはようございます。 

議案第２８号、平成２８年度与論町一般会計補正予算（第２号）について提案理

由を申し上げます。 

歳入の主なものとしまして、総務費国庫補助金３３７４万円、民生費国庫補助金

１１２６万７０００円、財政調整基金繰入金７５９０万円、繰越金１億２０００万

円などを追加し、衛生費国庫補助金１１３８万円を減額計上しています。 

次に、歳出の主なものとしまして、民生費社会福祉費に臨時福祉給付事業費１１

１０万４０００円、土木費、町道改良費に町単独改良事業費１２５０万円、諸支出

金、基金費に庁舎建設基金積立金１億２０００万円などを計上しています。 

また、地方創生推進交付金事業として農林水産業費の水産振興費３０００万円、

商工費の商工費に与論町観光リバイバル推進事業１７５４万円、教育費の保健体育

費に女性活躍拠点施設整備導入事業９０２万円、スポーツトレーナー養成事業９１

６万円、スポーツアイランド形成促進事業２００万円を計上しています。 

歳入歳出予算に、それぞれ２億５２３６万６０００円を追加し、一般会計予算総

額４９億４７６５万８０００円となっています。 

御審議され議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（大田英勝君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

２番。 

○２番（髙田豊繁君） ただいま説明がありました２４ページの教育委員会の関係です

が、女性活躍拠点施設設備導入事業にある備品購入費の備品はどこに設置する予定

ですか。 

○議長（大田英勝君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（田畑豊範君） 備品については、ちびっこハウス、スペースキ
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ューブ、それからスネイクジャングル、チャイルドコンポということで、子供たち

の遊具を中心にして、多目的運動広場の入り口の右側に、子育てのための施設を整

備しようということで考えているところです。 

○２番（髙田豊繁君） わかりました。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） ５ページの債務負担行為について、いわゆる土地の賃借料なわ

けですよね。年当たり坪で、どのぐらいの計算になりますか。これの金額について

は、算定根拠はどういう根拠か。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 土地の工事価格ですかね、１平米当たり４０００円ですか。 

○５番（喜山康三君） これは賃借料ですよね。名称がわからないから、金額はあるけ

ど、平米当たり幾らの賃借料になっているかということです。坪当たりでもいいで

すよ。 

○議長（大田英勝君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（田畑豊範君） 申し訳ありません、資料を取りに行ってきま

す。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 昨日の一般質問の中でも言いましたが、財政のあり方につい

て、今までの賃借料とか、様々なコストを今までやってきたやり方ではなく、この

辺についてもう一回改めて見直すとか、そういうことをされたのかどうか。 

細かいことは別にして、教育長、それはわかりますよね。今までこういう金額で

やってきたのをそのままやってきたのか、周辺とか、今の経済事情、あるいは土地

の値段とか、その辺を鑑みた上で算定し直したのかどうか、そのことだけ伺いたい

と思います。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） １平米幾らぐらいになっていて、農地がどれぐらいの価格で

貸し出されているということを算定して、そういうものを基本にして交渉、折衝い

たしました。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） もちろん、算定根拠がどういう数字で、どういう形でこうなっ

たかということの説明がないと、はい、そうですかというわけにはいかないので

す。 

これだけの問題ではないのですが、町でいろいろやってる事業の中で、こういう

賃借してる土地が結構あると思うのです、何カ所か。その辺についても、もう一回
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精査する必要があるのではないかと思うのです。 

公共施設に関して賃貸ができるのなら、ほかの事業においても、わざわざ売る必

要はないよと、未来永劫にわたって賃貸料を取ればいいではないかという形になる

のです。それでは、事業としておかしくないですかということがあるのです。どう

してもこれは一定の期間必要だというものなら賃借でも構いませんけれども、何十

年にもわたって土地を賃借するとなれば、学校用地を買おうとした時に、いや売る

のは駄目です、貸しましょう。道路をつくるにしても借りてくださいとなってしま

います。こういう公共事業を進めるにあたっての、そういう財政的なモラル、お金

の使い方、その辺の歯止めがわからないのです。ぜひ、この辺も改めて、こういう

御時世ですので、一旦やめるなり、あるいは別の手だてを考えるなりやる必要があ

るのではないですか。 

それだけをお聞きしたいと思って、総務企画課長どうですか。 

○議長（大田英勝君） 総務企画課長。 

○総務企画課長（沖島範幸君） 賃借料に関しましては、今契約しているところは中央

公民館だとか、保育園関係、こども園の駐車場関係、それから図書館の前とか、そ

ういったごく一部だと私は把握しているのですが、ただ、先ほどのずっと賃借とい

う考え方となると、その上に建物を建てたり、公共施設を建てる場合は、そういう

形態では、その契約が解除されたとき、その公共施設はどうなるかとか、いろいろ

買う場合と借りる場合というのは、それの考え方によって、建てる内容によってい

ろいろ検討することになるかと思います。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 今言いましたでしょう。自分で総務企画課長、「建物を建てる

ときは問題がある」と言いながら、保育園を建てるところの場所も賃貸でやってい

ますよね。副町長、だから答弁が矛盾しているのです。 

今回は、駐車場ですよね。だったらこの辺については、ぜひほかの手だてをする

なり、買収、購入するなり、こういうものがずっと続いたら、いろいろな形で町民

が、町に売るよりは貸したほうがいいではないかという形にならないのかと。今後

事業を進めるときに、非常に問題がいろいろと出てくるような気がするのです。そ

ういう意味でも、その辺は一定の期間内だけは賃借する、その後は返すと、賃借と

いうのはやむにやまれぬ状態のときにやるというやり方をしないと、その辺の歯止

めが利かなくなる。ぜひ町長、副町長もこの辺も今後の財政運営のあり方について

もあると思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（大田英勝君） ほかにありませんか。 

１番。 
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○１番（林 敏治君） １８ページの水産振興費の中の３０００万円、これは特産品の

開発のためのものか、そしてまたその中身についてお願いします。 

○議長（大田英勝君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（町島実和君） 今の水産振興の３０００万円のことにつきまして御説

明申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

まず、急速液体凍結機のウルトラファインバブルというのは、水を低酸素状態に

して、その中に魚を入れるような施設です。あと乾燥器、冷凍庫といったようなも

のを購入したりする事業です。 

○議長（大田英勝君） １番。 

○１番（林 敏治君） 大変ありがたいと思っていますが、それは何を目的に導入した

のですか、どういうのをつくるか、どういうのを特産品にするのか。 

○議長（大田英勝君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（町島実和君） まず、オールシーズンで加工品の提供を目指すために

は、どうしてもこういった施設が必要ではないかということで計画をしまして、特

に夏場に、今がシーズンではございますが、トビウオの小さい魚とか、そういった

魚が大量に捕れるうちに、鮮度の良い状態で保存して、それを特産品として売るこ

とができないかということで、こういった計画をしています。以上です。 

○１番（林 敏治君） はい、わかりました。 

○議長（大田英勝君） よろしいですか。 

○５番（喜山康三君） 議長、さっき教育委員会事務局長が取りに行った賃借料の資料

についてお願いします。 

○議長（大田英勝君） 教育委員会事務局長。 

○教育委員会事務局長（田畑豊範君） お答えいたします。１０６２平米です。坪単価

で８７０円ということです。 

○５番（喜山康三君） 何平米ですか。 

○教育委員会事務局長（田畑豊範君） １０６２平米、１反歩ちょっとです。 

○５番（喜山康三君） 坪当たり幾らになっていますか。 

○教育委員会事務局長（田畑豊範君） ８７２円ぐらいです。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） これ、キビの価格にすれば、どのぐらいの価格で算定していま

すか。例えば、反当たりキビの価格としたときの価格で計算したのか、どういう価

格で計算したのか、その金額の根拠。８７０円という根拠は、どこから割り出した

のですか。 

○議長（大田英勝君） 教育委員会事務局長。 
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○教育委員会事務局長（田畑豊範君） キビにしてみたら、とんでもない価格になると

いうのは、私もわかっているつもりでいます。ですが、場所としての中央公民館の

前の立地ということですると、やはり地主とも今回１０回ぐらいにわたって、いろ

いろ交渉したりということでやってきましたが、そういうふうな値段でしか折り合

いがつかなかったということで承知していただかないと、それをキビにしたら幾ら

になるという話では、できない部分がありまして、後ろのほうの阿野さんの土地に

ついても、いろいろ交渉したりして、もっと安くで借りられないかという努力はし

ました。ですが、買い取ったほうがいいという上司の指示もあって、土地の交渉に

も入りましたが、厳しい地主さんで、ちょっと無理でございました。お金のこと

を、それはキビにしたら幾らだという質問には、お答えできませんけれども、経緯

としては、そういうことです。以上です。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 今、局長がお答えしたとおりですが、キビ単価についても、

これまでずっと借りていた経緯の金額が２４万円でございました。それで、値上げ

のことも示唆されましたので、何度も何度も二十数回にわたっていますが、お話を

しながら、キビ単価でいくと、このようになりますということも、しっかり提示を

して、契約されないのであれば土地の場所も考えてでもいきましょうというのは、

現状に服するという昔の約束がありますので、そこに戻すことも前提として折衝を

してまいりました。その結果がギリギリ２回ぐらいで、今回の価格ということにな

り、それはどうしても、先ほどありましたようにキビの価格からは、かなり高いも

のになっています。そのことも申し上げましたが、近くにある民有地を借りている

人の情報を入れると、自分のところは安いという思いもおありのようで、なかなか

厳しい状況でしたので、今後、年限についても将来性を考えて、庁舎建設の後のこ

とも想定をしながら協議を何回も重ねた上の妥結点です。 

○議長（大田英勝君） これで質疑を終わります。 

○５番（喜山康三君） ちょっと待ってください。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） ２０ページの土木費について、課長から資料をいただいたので

すが、兼母線の改良舗装工事です。先ほど全協のほうでも、お話をしたのですが、

この線はすごく交通が多いのです。ぜひ、この間も県道に昇格してもらって、きち

んと整備する必要があるのではないかと、やはりメイン道路です。そういう意味

で、委員長にも言いましたが、ぜひ町でも、この道路は主要道路ということで、取

り上げてやっていただきたい。課長、いかがですか。 

○議長（大田英勝君） 建設課長。 
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○建設課長（徳田康悦君） お答えいたします。 

喜山議員がおっしゃることもわかりますが、今現在は町道となっていますので、

今回の補正につきましては、承認していただきたいと思います。 

県道昇格については、今後の課題になると思います。よろしくお願いします。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） この道路については、前の課長の時にもずっと言っていました

が、その道路から雨水が下のほうの住民の敷地内に全部流れ込むのです。だから、

そういう雨水の排水のことも考慮する必要があって、側溝とか、その辺の付帯事業

もかなりきちんとしていただきたいと、そうなると与論町の予算だけでも大変だろ

うと、重要な路線ですので、ぜひそういう形で進めていただくようお願いします。 

以上です。 

○議長（大田英勝君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２８号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２８号、平成２８年度与論町一般会計補正予算（第２号）を採

決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２８号、平成２８年度与論町一般会計補正予算（第２号）は、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 議案第２９号 平成２８年度与論町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

○議長（大田英勝君） 日程第２、議案第２９号「平成２８年度与論町国民健康保険特

別会計補正予算（第２号）」を議題とします。 
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本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第２９号、平成２８年度与論町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

今回の補正は、歳入で国庫支出金１４９万円、県支出金１４７万１０００円、共

同事業交付金１０８万円、繰入金５４万７０００円をそれぞれ増額計上しています。 

歳出では、総務費７１万７０００円、保険給付費３００万円、保健事業費８７万

１０００円をそれぞれ増額計上しています。 

御審議され議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（大田英勝君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

７番。 

○７番（野口靖夫君） 本案に対しての反対意見ではございません。お聞きしたいこと

が２点ございます。 

第１点は、この国民健康保険特別会計は、私が議員になってから３０何年間ずっ

と同じような予算のつくり方をして必ず補正でもって締めくくると、いわゆる会計

年度を越えて、翌年度にもってきて締めくくると、これはもちろん水ものだから、

そういう予算しか組めないと言えば一言で終わります。だけれども、私が申し上げ

たいことは、何十年間もやってきて、ある程度は予想はつくと思うのです。予想は

つくと思うから、できるだけ近く、補正補正でもって最終的に補正から一般会計か

ら繰り入れているのですから、こういうのをある程度見積もりをすれば見当がつく

わけですから、何十年間もずっと同じ処理できているのだから、そういうところを

しっかりやっていく方法はないか検討をしていただきたいということです。もしも、

それができないのであれば、できないで結構です。 

もう１点は、私は３月の定例議会でも一般質問をしたのですが、義務教育期間の

子供たちの医療費、この義務教育の期間の医療費の助成というものは、我が町でも

考えていいのではないかと私は思いまして、３月の定例議会で一般質問をしたので

す。というのはどういうことかといいますと、私がずっと文教厚生関係の委員会の

中で精査していた時も、大体ほとんど医療費というのは、高齢者の方にかかる率が

高いのです。トータル的に見て義務教育期間の子供たちの医療費を概算で計算して

みましたら、あまり高くないのです。やろうと思えばできる、だから鹿児島市も医

療費の無料化を進めているのです。ほかの自治体でも、もうやっているのです。我

が町だけの問題ではなくして、鹿児島県内の地方自治体でもそういうことを進めて
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いるところがある。だから我々は、そういうことも検討して、この少子高齢化時代

に対応した制度を構築すべきではないかと思いまして、この２点についてお聞きし

てみたいと思います。これは町民福祉課長の問題ではなくして、この行政をあずか

る町長か副町長のほうで、しっかり答弁をしていただきたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 町長。 

○町長（山 元宗君） 補正の問題はちょっと、また課長と代わりますけれども、義務

教育期間の医療費の補助につきましては、本当に私もそのように思うのですが、何

せ今、医療費全体が非常に高くなっているということですので、これにつきまして

は、課内でも検討いたしまして、今後子供たちの子育てがしやすいように、子供た

ちがスクスク成長するように前向きに検討していきたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 副町長。 

○副町長（久留満博君） この補正につきましては、やはり平成３０年度から国保が鹿

児島県に統一されていきますので、いずれ２８年度か２９年度中までには、５月の

繰上充用という制度を３月いっぱいでは何とか締めくくれるような方向で検討して

いきたいと思います。 

なお、医療費につきましても、国保のデータはすぐ取れるのですが、社会保険組

合各種ありますので、人口的に考えますと、約倍ぐらいの医療費になると思うので

すが、その辺もまた担当課と検討を進めながら良い方向に検討してまいりたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） 今、町長、副町長にお聞きしたのですが、この平成３０年から

は、県に事務が移行するのです。本町においては、所得割、均等割で保険税は払っ

ています。だけれども、県に移行した場合には、もしかしたら、これに固定資産割

も入ってくるのではないかと、こういうことも考えられますから、県の動向がどう

進んでいくかということを常に事務方の皆さんは検討しておいて、それをさらに副

町長がお答えされたように、ある程度本町においては、どれぐらいの推移でいくか

ということは、ある程度わかるわけですから、それを皆さんで検討していただきた

いということが、まず第１点です。 

もう１点は、町長が御答弁された義務教育期間の子供たちの医療費の助成に対し

ては、考えるべきだと、検討するということですが、確かに、このことは前向きで

非常にありがたいことです。だけれども、検討だけで終わってはいけないと思うの

です。ほかの自治体でもやってるのだから、できるだけ前向きに、今財政が厳しい

のは十分わかりますが、一歩一歩段階を踏んで、それを実行していくしかないと思

うのです。今すぐ、来年からやりなさいということをお願いしているのではなく、
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段階的にそういう制度に持っていくということを構築していただけないかというこ

とを申し上げているので、どうかそこら辺を御理解いただいて、我が町の未来を担

う子供たちのことですので、それがひいては町の活性化にわたるので、よろしくお

願いしたいと思います。教育長どうですか、私の考え方は間違っていますか。 

○議長（大田英勝君） 教育長。 

○教育長（町岡光弘君） 今述べられたこと以上について、つけ加えることはございま

せんので、町長と相談をしてまいります。 

○議長（大田英勝君） ８番。 

○８番（麓 才良君） 町民福祉課長にお伺いいたします。今の件に関連いたしますが、

私の一般質問とも関連しますが、町民の健康の問題、それがひいては医療費の問題

につながるのです。 

健康の問題は、心の健康、体の健康いろいろありますが、この健康のもとは、昨

日お話しましたように、幼児のうちの子育て支援というものをしっかりしていくと、

「早寝、早起き、朝御飯、歯磨き」と、こういうきちんとした生活習慣を３歳まで

につくり上げていくと、こういうことがひいては、この医療費の問題にかかってく

るし、学童、就学時の医療費の助成ということについても大きくつながって、ひい

ては高齢者になってからの医療費の削減ということにもつながってくるのです。で

すから、こういう観点からしても幼児の子育て支援というのは、非常に大事なこと

だと思いますが、そういう観点から町民福祉課長にお答えをいただきたいと思いま

す。 

○議長（大田英勝君） 町民福祉課長。 

○町民福祉課長（酒勺徳雄君） ありがとうございます。 

おっしゃいますように、幼児の時期といいますのは、おおむねゼロから４歳ぐら

いまでになりますと、１人当たりが十五万五、六千円ぐらいの医療費がかかります。

その後は、１０歳、１４歳にいくにしたがって１０万円以下になって、１桁台にい

くのですが、申し上げましたように、幼児といいますのは体力的に病気にかかりや

すいですので、主に医療費の中では風邪の医療費分が多いということが出ています。

そういうことに関しましては、現場におきまして、うがいですとか、それから手洗

い、そういう基本的なことをはじめ、家庭においても、その子供たちの衛生環境と

か、そういうものを保護者なりにいろいろ対応をとっていただくと、そしてまた、

保健の分野でいきますと、１歳児健診、１歳半健診、あかちゃん講座、それから、

その他の保健事業の講座等もありますし、その中でもまた衛生的な情報の交換、そ

ういうものを緊密にしながら、そこら辺の医療費の高騰に対して保健指導なりを保

護者に対しましてもしながら、現場と一体となった両立の形で、子供の疾病の防止
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について、これから一生懸命やっていくべきだと考えているところです。 

○議長（大田英勝君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第２９号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第２９号、平成２８年度与論町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第２９号、平成２８年度与論町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 議案第３０号 平成２８年度与論町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

○議長（大田英勝君） 日程第３、議案第３０号「平成２８年度与論町介護保険特別会

計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３０号、平成２８年度与論町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について提案理由を申し上げます。 

補正の主なものは、歳入で、一般会計繰入金２７６万８０００円、前年度繰越金

で１８３１万７０００円の増額、歳出で総務管理費１０万円、保険給付費２７６万

８０００円、地域支援事業費１８５万円、償還金５５０万円、繰出金１０００万円

を増額計上しています。 

御審議の上、議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といた

します。 

○議長（大田英勝君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３０号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３０号、平成２８年度与論町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３０号、平成２８年度与論町介護保険特別会計補正予算（第

１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 議案第３１号 平成２８年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号） 

○議長（大田英勝君） 日程第４、議案第３１号「平成２８年度与論町後期高齢者医療

特別会計補正予算（第１号）」を議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 議案第３１号、平成２８年度与論町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について提案理由を申し上げます。 

平成２８年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）については、歳

入で前年度剰余繰越金に６３万円を増額計上しています。 

歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金に６３万円を増額計上しています。 

御審議され議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（大田英勝君） 提案理由の説明を終わります。 
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これから質疑を行います。 

５番。 

○５番（喜山康三君） 先ほど副町長が言われた平成３０年度から、国民健康保険関係

は県のほうでされるということで、組織的には連合の形になるわけですよね、この

後期高齢者の医療広域も連合で、簡単な話が、これと同じような形態の組織形態に

移行する形ということで理解しているのですが、この後期高齢者の医療広域連合の

予算の内訳だとか経費の使い方とか、私たちにはほとんどわからない世界なので

す。この辺については、町当局としてどこまで把握しているのだろうか、これの内

容について、以前町村議会議長会でも横領事件がありましたが、私たちのお金があ

ずかり知らないところで、どういう使われ方をされているかということがチェック

できないのです。ぜひ、この連合のこの辺について、どういう具合にチェックをさ

れているのか。今後の課題として、その辺もぜひ１回目を通して、勉強させていた

だければと思うのですが、この辺についての資料などをぜひ町でもそろえて説明で

きるように、ちょっと遅いというか、あれなのですが、ぜひお願いしたいと思いま

すが、どうですか、副町長。 

○議長（大田英勝君） 町民福祉課長。 

○町民福祉課長（酒勺徳雄君） お答えいたします。 

冒頭にお触れになりましたように、ここもそうですが、将来的には広域化に持っ

ていくという形でこの件は進めています。 

現在、広域連合という体制をとっているのですが、医療費のチェック等は、いわ

ゆる７５歳以上の方々が対象、それから一定の障がいのある４０歳から６４歳まで

の方々を対象とするような範囲ですが、ここには国保と同様な医療給付金の適正化

チェックとか、それから保健事業の実施、特定健診、特定健康診査等の実施という

形で、適正な医療給付ができるような体制をとっている状況です。その細かい内容

につきましては、後ほど委員会等で資料を提出して、いろいろ御説明したいと考え

ていますが、今回の場合は、予算的なことを説明申し上げますと、繰入金ですと

か、事業によって必要な繰入金ですとか、それから、いろいろな保健事業等の実施

によって、そういう給付等が軽減されたという部分の剰余金等、そういうのを含め

まして、給付に対する適性の内容というものは、先ほど申し上げたようなチェック

体制をとっている状況です。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 細かく説明していただいてありがとうございます。 

そういう細かいことではなくて、こういう連合という組織の中となると、県で指

導してやるのですよね、実質的にいったら、県職員の天下り先にもなっているよう
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な組織なのです。いずれにしても、こういう組織がどういう形で運営されているの

か、その中身はどうなっているかということについての説明は欲しいと、これは、

今の奄美広域でやっている事業も同じですよね、各町からお金を集めて広域事務を

行っているが、どこがどう使われているかということは、ちゃんと議会のほうにも

報告していただきたい。 

そういうことですので、ぜひこの辺は、私たちも、連合がやっているのだから、

ほかは構いませんというわけではなく、やはりちゃんと把握する必要があると、そ

ういうことですので、ぜひお願いします。 

○議長（大田英勝君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。議案第３１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員

会付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号については、委員会付託を省略することに決定しまし

た。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

これから、議案第３１号、平成２８年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を採決します。 

お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議案第３１号、平成２８年度与論町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（与論町固定資産評価

審査委員会条例の一部を改正する条例） 

○議長（大田英勝君） 日程第５、承認第５号「専決処分の承認を求めることについて

（与論町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例）」を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（山 元宗君） 承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（与論町固
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定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例）について提案理由を申し上げま

す。 

行政不服審査法の平成２８年４月１日施行に伴い、早急に与論町固定資産評価審

査委員会条例を改正する必要が生じ、平成２８年３月３１日に与論町固定資産評価

審査委員会条例の一部を改正する条例を専決処分いたしました。 

主な改正内容といたしましては、固定資産評価審査委員会にて作成する議事の調

書の範囲の改正であります。 

御審議され承認していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし

ます。 

○議長（大田英勝君） 提案理由の説明を終わります。 

これから質疑を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） これで質疑を終わります。 

お諮りします。承認第５号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会

付託を省略したいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第５号については、委員会付託を省略することに決定しました。 

これから討論を行います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

これから、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（与論町固定資産

評価審査委員会条例の一部を改正する条例）を採決します。 

お諮りします。本件は、承認することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、承認第５号、専決処分の承認を求めることについて（与論町固定資

産評価審査委員会条例の一部を改正する条例）は、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 選挙管理委員及び同補充員の選挙 

○議長（大田英勝君） 日程第６、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によ

って、指名推薦にしたいと思います。 
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御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定しました。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに決定しました。 

選挙管理委員には、平田暢孝君、椛山継男君、港 沢勝君、町 政枝君、以上の

方を指名します。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました方を選挙管理委員の当選人と定める

ことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました平田暢孝君、椛山継男君、港 沢勝君、町 

政枝君、以上の方が選挙管理委員に当選されました。 

選挙管理委員補充員には、松井村悦君、阿多重博君、岩村中里君、町永建身君、

以上の方を指名します。 

お諮りします。ただいま議長が指名しました方を選挙管理委員補充員の当選人と

定めることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました松井村悦君、阿多重博君、岩村中里君、町永

建身君、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。 

次に、補充の順序についてお諮りします。 

補充の順序は、ただいま議長が指名しました順序にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

したがって、補充の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） 以上で、本日の日程は、全部終了しました。 

次は、６月２２日本会議でありますが、日程の都合により、特に午後３時に繰り
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下げて開くことにします。定刻まで御参集願います。 

本日は、これで散会します。 

御苦労さまでした。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前９時５１分 
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平成２８年第２回与論町議会定例会会議録 

平成２８年６月２２日（水曜日）午後３時３０分開議 

 

１ 議事日程（第３号） 

  開議の宣告 

  第１ 議案第３２号 平成２８年度与論町一般会計補正予算（第３号） 

  第２ 陳情第 ２号 未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情（総務 

            厚生文教常任委員長報告） 

  第３ 陳情第 ４号 寺崎海岸防風防潮対策事業の早期実施について（環境経済建 

            設常任委員長報告） 

  第４ 陳情第 ５号 東木根奈地区農道（仮称）改良舗装（一部新設）について 

  第５ 所管事務調査報告（総務厚生文教常任委員長） 

  第６ 所管事務調査報告（環境経済建設常任委員長） 

  第７ 議員派遣の件 

  第８ 閉会中の継続審査・調査について 

     総務厚生文教常任委員会、環境経済建設常任委員会、広報常任委員会、議会 

     運営委員会、役場庁舎建設検討特別委員会 

 

２ 出席議員（１０人） 

  １番 林   敏 治 君      ２番 髙 田 豊 繁 君 

  ３番 町   俊 策 君      ４番 林   隆 壽 君 

  ５番 喜 山 康 三 君      ６番 供 利 泰 伸 君 

  ７番 野 口 靖 夫 君      ８番 麓   才 良 君 

  ９番 福 地 元一郎 君     １０番 大 田 英 勝 君 

 

３ 欠席議員（０人）      欠員（０人） 

 

４ 地方自治法第１２１条による出席者（１８人） 

  町    長 山   元 宗 君  副 町 長 久 留 満 博 君 

  教 育 長 町 岡 光 弘 君  総務企画課長 沖 島 範 幸 君 

  会計管理者兼会計課長 林   英登樹 君  税 務 課 長 竹 本 由 弘 君 

  町民福祉課長 酒 勺 徳 雄 君  環 境 課 長 吉 田   勉 君 

  農業委員会事務局長 川 村 達 義 君  産業振興課長 町 島 実 和 君 

  商工観光課係長 大 馬 福 徳 君  建 設 課 長 徳 田 康 悦 君 
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  教育委員会事務局長 田 畑 豊 範 君  教育委員会事務局長補佐兼生涯学習課長 山 下 一 也 君 

  水 道 課 長 竹 田 平一郎 君  与論こども園主幹兼副園長 富   千加代 君 

  茶花こども園長 阿 多 とみ子 君  那間こども園長 池 畑 あけみ 君 

 

５ 議会事務局職員出席者（２人） 

  事務局長代理 川 上 嘉 久 君  書    記 喜 村 一 隆 君 
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開議 午後３時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） これから、本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 議案第３２号 平成２８年度与論町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（大田英勝君） 日程第１、議案第３２号「平成２８年度与論町一般会計補正予 

  算（第３号）」を議題とします。 

   本案について、提案理由の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（山 元宗君） 皆さん、こんにちは。 

   議案第３２号、平成２８年度与論町一般会計補正予算（第３号）について提案理 

  由を申し上げます。 

   平成２８年度与論町一般会計補正予算（第３号）につきましては、地方創生推進 

  交付金事業に係る観光関連事業の予算となっております。 

   歳入としましては、総務費国庫補助金１５００万円、財政調整基金繰入金１５０ 

  ００万円を計上しております。 

   次に、歳出としましては、商工費に与論町観光リバイバル推進事業３０００万円 

  を計上しております。 

   歳入歳出予算に、それぞれ３０００万円を追加し、一般会計予算総額４９億７７ 

   ６５万８０００円となっております。 

   御審議され議決していただきますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたし 

  ます。 

○議長（大田英勝君） 提案理由の説明を終わります。 

   これから質疑を行います。 

   ５番。 

○５番（喜山康三君） ７ページの商工費、ヨロン島ＰＲテレビ番組誘致作成業務とな 

  っていますが、これはＰＲ用のＤＶＤの制作費か何か、この辺の内訳について説明 

  お願いします。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課係長。 

○商工観光課係長（大馬福徳君） テレビ番組の誘致を考えています。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） いわゆる与論町がスポンサーになって、テレビ番組を制作する 

  ために取材をさせるということですか。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課係長。 
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○商工観光課係長（大馬福徳君） そのとおりです。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） どこのテレビ局を考えて、どのような撮影とか、その辺につい 

  ての打合せもあると思いますが、これはどういう具合になっているか。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課係長。 

○商工観光課係長（大馬福徳君） 現在進めているのは関西テレビの撮影ということで 

  話を進めさせていただいております。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） 関西テレビの何という番組で、放映時間はどのぐらいの時間な 

  のか、時間帯はいつなのか、何曜日なのか、回数はどんなものか、それはどういう 

  ものですか。一応資料をできれば議会にも、出していただけないとは思うのです 

  が、簡単に今わかるだけでいいから説明をお願いします。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課係長。 

○商工観光課係長（大馬福徳君） 時間帯は、まだ決定はしていません。日にちも決定 

  していません。この予算は、地方創生関連予算で決定が出るのが９月に入ってから 

  ですので、一応その内容としましては、今後詰めていく予定です。今、話している 

  概略としては、関西２府５県で放送ができる範囲でということと、１時間番組の特 

  番で、その前後にＣＭ等を告知として流す、そういう形で、あとは正式に見積り、 

  入札を経て詳細は決定していきたいと考えています。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） これは頭から関西テレビと決めてかかっているのですが、この 

  辺についてのプロポーザルみたいに、ほかのテレビ局とか、それからいわゆるキー 

  チャンネルで全国版でも幾らぐらいのキー局を持って放映しているとか、その辺も 

  ありますよね。もうここで関西テレビで決め付けているから、これはもう値段が決 

  まっているようなものではないか、これ、おかしいのではないですか。この辺も発 

  注のあり方、企画のあり方の段階で、もう少し競争性とか公平性とかを求めながら 

  やってもらう必要があるのではないかと、それをプロポーザルとか、そういう方法 

  でやっていただきたい。その辺を要望しておきます。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課係長。 

○商工観光課係長（大馬福徳君） テレビ関係の特質ではあるのですが、テレビ関係の 

  そういう交渉というか、営業をされた経験がある方はわかると思うのですが、予算 

  を例えば１０００万円とか２０００万円出しますので、何かつくってくださいとい 

  う形で、いろいろな局に話しをしても、なかなか番組内容とか、いろいろ実際与論 

  に行って作りましょうかという話には、結構なりづらいものがありまして、私も観 
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  光課に１６年いまして、いろいろ過去の取材等も受けております。その中での人間 

  関係、そういう協力体制を築きながら、現在このような営業をかけている段階で 

  す。ですので、公募みたいな形で１０００万円予算を計上しましたので、全国ネッ 

  トワークのテレビ局の皆さん来てくださいということで、手を挙げてくれるところ 

  もあるでしょうが、私としては、過去お世話になったお付き合いのあるテレビ局、 

  そういったやってくれたところに恩返しみたいな形も含めて、むやみにお金を出し 

  ているわけではないので、そういう内容も突き合わせながら、現在進めています。 

○議長（大田英勝君） ほかにありませんか。 

   ７番。 

○７番（野口靖夫君） 係長、私は、５番の意見に同調して申し上げるのではないので 

  すが、こういう補正予算というのは、やはり、これは計画性に基づいて商工観光課 

  のほうでは進めておられると思うのですが、６月補正あたりで、こういうのを出す 

  というのも問題があると思うのです。というのは、計画性に基づいて当初でお願い 

  するべき予算ではないかということが第１点。それはいいです答弁は要らない。 

   私がお聞きしたいもう１点は、ここにモニターツアーとありますね、どういうモ 

  ニターツアーを企画したらよいのか、そして地域商品券、この地域商品券は去年も 

  我々やりましたが、この裾野を広げて、対象部署を広げる考えがあるのかどうか。 

  また、今のままで去年やられたとおりでいいのかどうか、そこら辺をどう検討した 

  らいいのか、そこら辺をお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課係長。 

○商工観光課係長（大馬福徳君） 第１点目は、答弁はしなくていいということだった 

  のですが、一応順序が関係するので、説明させていただきます。 

   新型交付金の申請自体が、国の要望時期がずれ込んでおりまして、６月の中旬が 

  締切りです。それに対して予算措置、議会議決を得なければいけないということが 

  ありましたので、今回６月議会のほうに提出させていただいたという経緯がござい 

  ます。 

   １週間前に国の内閣府のほうに出向きまして、教育委員会の事業、そして産業振 

  興課の事業を含めて２つ、横展開型の申請書２つ、５０００万円ずつの申請書を持 

  って事業説明をしてまいりました。その中で、長期ビジョンの５年後の自立に向け 

  た組織形成のためには急速冷凍の施設や、グラウンドの設備、商工観光課のグリー 

  ン、エコエネルギーの導入は自立に向けて欠かせない事業だということも説明をし 

  てまいりました。そういう流れもありまして、今回こういう形を申請させていただ 

  いております。 

   地域商品券に関しましては、昨年１５００万円、プレミアム商品券として一部御 
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  高齢の方が１人でされているお店とか、そういったところは敬遠されましたが、ほ 

  ぼ全商店、観光施設、ホテル、そういったところで御利用していただいておりま 

  す。 

   昨年は、１５１９万６０００円、延べ７０００人ちょっと利用していただきまし 

  た。その際に、アンケート調査を行っております。「その商品券とは別に幾ら使い 

  ましたか」というアンケートの平均が１人３万５０００円です。７０００人ですの 

  で、２億２５００万円が直接経済効果として島に落ちております。 

   地域商品券は、たばこだけは買えません。ガソリンスタンド、レンタカー事業、 

  そういったところで実際のお金として活用できます。今年は、３０００万円、当初 

  ２７年度の繰越予算として、３０００万円計上しています。今も順調に進捗状況は 

  進んでいます。さらに、次の段階として、紙媒体の地域商品券を渡すのではなく 

  て、皆さん携帯電話とかスマートフォンを持っていらっしゃいますので、電子決済 

  ができないかということを今ＪＴＢと相談をして、システム開発をしていただいて 

  います。発注すると膨大なお金がかかるのですが、今、私どものほうで今年度予算 

  ３０００万円かけて、いろいろなテレビ番組を引っ張っています。そのテレビの告 

  知でバーターとしてできませんかということで、今相談をしています。来週には回 

  答を得る予定です。それを前提に、７月の５、６、７日、開発のプロジェクトチー 

  ムのメンバーが与論に来て、実際できるかどうかということを事業者の皆さんを集 

  めて事業説明会をいたします。ですので、そういったプレミアム商品券事業も活用 

  しながら、キャッシュレス、海外など沖縄でいちいちドルを円に交換してからこっ 

  ちに来ないといけないものですから、銀行に行っても交換できませんので、それだ 

  とカード決済で携帯電話で不足になったその分を追加購入して、お店とかに何千円 

  分というので、お店はスタンプをただ押すだけなので、電子決済ができます。 

   インバウンドのそういった海外のお客様が増えた時の対応策としても、今度事業 

  申請している予算分を電子データ版に加入した方にプレゼントしようという考え 

  で、１人１０００円あげたとして、ＪＴＢが本気で売ってくれるのであれば１万 

  人、２０００万円分だと２万人なので、そういった形で企業連携をして、お互いに 

  相乗効果を図って集客を図っていこうと考えている事業で、今回この予算を計上さ 

  せていただきました。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） 私は、このモニターツアーが悪いとか、地域振興券を発行する 

  ことが悪いとかいうことではなく、私が申し上げたいことは、そういうことではな 

  く、モニターツアーをすることは、これは非常に大切なことなのです。これは私が 

  ３０何年間観光をしてきて、このモニターツアーの果たす役割は大きいというのを 
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  自分で感じておりますから、それはいいことです。 

   だからそれを具体的に早急に、もう夏がきております。早急にあなたが動かない 

  と、このお金は秋になって、冬になってということで、だんだん効果が薄れてくる 

  のですから、早く実行に移すこと、それを強調したいということなのです。どうで 

  すか、今、実行に向けて、実施に向けて、どういう段階でやっていこうと、行程表、 

  今構想はあると思うのですが、それをちょっと聞かせていただけませんか。 

○議長（大田英勝君） 商工観光課係長。 

○商工観光課係長（大馬福徳君） 手ごたえは十分だと考えております。ただ、この事 

  業の採択が９月にずれ込むので、それまでにちゃんとした打合せを進めて、決定が 

  あり次第、即座に実行できるように準備を整えていく所存です。 

○議長（大田英勝君） ７番。 

○７番（野口靖夫君） 今、係長が言われたとおり、９月にずれ込む、だから今のうち 

  に時期がきたら早急にすぐ実施に移せるように下準備をしっかりやっていただきた 

  いということを私は申し上げているのです。大変だと思います。だけれども、この 

  地域振興券の発行やモニターツアーというものは、観光振興のためには必要なメニ 

  ューでありますので、しっかりと取り組んでいただきたい。お願いします。 

○議長（大田英勝君） ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） これで質疑を終わります。 

   お諮りします。議案第３２号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員 

  会付託を省略したいと思います。 

   御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第３２号については、委員会付託を省略することに決定しまし 

  た。 

   これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

   これから、議案第３２号、平成２８年度与論町一般会計補正予算（第３号）を採 

  決します。 

   お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 
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  したがって、議案第３２号、平成２８年度与論町一般会計補正予算（第３号）は、 

 原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 陳情第２号 未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情 

○議長（大田英勝君） 日程第２、陳情第２号「未来の有権者のための、模擬投票所設 

  置に関する陳情」を議題とします。 

   総務厚生文教常任委員長の報告を求めます。８番。 

○総務厚生文教常任委員長（麓 才良君） ただいま議題となり、当委員会に付託され 

  ました陳情第２号、未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情について、 

  審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

   当委員会は、６月１７日（金）午前１０時から全委員出席の下に、小会議室で審 

  査いたしました。 

   この陳情は、７月に実施される参議院選挙より選挙権年齢が１８歳以上に引き下 

  げられることに伴い、特に若年層の投票率の向上と政治への当事者意識を持った未 

  来の有権者を育てるねらいで、模擬投票所の設置を求めるものであります。 

  審査の結果、当委員会においては、選挙権の年齢が引き下げられ、若者の政治参画 

  の重要性が問われている中、選挙権を持たない子供や若者たちに政治や選挙に触れ 

  る機会をつくることは、将来の有権者への啓発のため有効な方策の一つであると判 

  断し、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。 

   以上で、当委員会に付託されました陳情の審査の経過と結果についての報告を終 

  わります。 

○議長（大田英勝君） 総務厚生文教常任委員長の報告を終わります。 

   総務厚生文教常任委員長に対する質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 質疑なしと認めます。 

   これで総務厚生文教常任委員長に対する質疑を終わります。 

   これから、陳情第２号、未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情に 

  ついて討論を行います。 

   討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

   これから、陳情第２号、未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情を 

  採決します。 

   この陳情に対する委員長の報告は、採択です。 
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   お諮りします。この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありま 

  せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

   したがって、陳情第２号、未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情 

  は、採択することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 陳情第４号 寺崎海岸防風防潮対策事業の早期実施について 

 日程第４ 陳情第５号 東木根奈地区農道（仮称）改良舗装（一部新設）について 

○議長（大田英勝君） 日程第３、陳情第４号「寺崎海岸防風防潮対策事業の早期実施 

  について」及び日程第４、陳情第５号「東木根奈地区農道（仮称）改良舗装（一部 

  新設）について」を一括議題とします。 

   環境経済建設常任委員長の報告を求めます。６番。 

○環境経済建設常任委員長（供利泰伸君） 委員長報告。ただいま議題となり、当委員 

  会に付託されました陳情第４号、寺崎海岸防風防潮対策事業の早期実施について、 

  陳情第５号、東木根奈地区農道（仮称）改良舗装（一部新設）について、審査の経 

  過と結果を御報告申し上げます。 

   当委員会は、６月１６日（木）午後４時から全委員出席のもと開催し、執行部か 

  ら産業振興課長に参与を求め、現地調査を行い審査いたしました。 

   最初に陳情第４号について申し上げます。 

   本地区は、先般の大型台風の連続襲来による保安林帯の壊滅によって背後墓地、 

  農地、住宅地等への塩害や飛砂被害をもたらし、農作物や家屋への被害が大きく早 

  期の防災対策が求められていることから、全会一致で採択すべきものと決定いたし 

  ました。 

   次に、陳情第５号について申し上げます。 

   本農道は、地域営農道路及び生活道路として広く利用されておりますが、降雨の 

  際に、ぬかるみがひどい箇所や礫によってバイクや車の交通に支障を期しておりま 

  す。地域の発展や営農向上を図るためにも、当該地域農道の舗装整備と一部新設の 

  必要性が認められると判断し、全会一致で採決すべきものと決定いたしました。 

   以上で、当委員会に付託されました陳情の審査の経過と結果についての報告を終 

  わります。 

○議長（大田英勝君） 環境経済建設常任委員長の報告を終わります。 

   環境経済建設常任委員長に対する質疑はありませんか。 

○議長（大田英勝君） ５番。 
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○５番（喜山康三君） 台風による保安林とか、防潮林帯が非常に被害を受けて、これ 

  は、そこの地区ならず本町一円の海岸はほとんどそういう状況になっていますが、 

  これは寺崎海岸防風防潮対策事業となっていますが、この対策事業というのは、い 

  わゆる植栽事業と、あるいは防波堤、あるいはまた防波堤の嵩上げとか、そういう 

  ことが考えられるのですが、この表題を見る限り、こういう防波堤をつくったりと 

  か、嵩上げ防潮堤をつくることに対して排除してないのですよね、場合によって 

  は、いわゆる防波堤や防潮堤などコンクリートによる建築造成も可能だと見受ける 

  のですが、こういう捉え方でよろしいでしょうか、委員長どうぞ。 

○議長（大田英勝君） ６番。 

○環境経済建設常任委員長（供利泰伸君） 陳情書のほうは、防風林の被災ということ 

  で陳情書は出ていたとは思います。 

   それで、現地の調査を行いまして、いろいろ墓地のところも見たのですが、非常 

  に家にも塩害が出ているということで、まずは防風対策からしたいと考えていま 

  す。以上です。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） ここで出している内容では、対策事業となっているから、こう 

  いう防潮堤の建設については排除していない内容になっているのです。 

   陳情書は、防風林という形できているのは、私も見ております。だったらこの陳 

  情書は、防風林による対策事業の実施という形で書くべきものを、こういう形で書 

  くと、あるいは拡大解釈で、どういう事業もできてしまう格好になるのです。それ 

  を見込んでこういう形にしたかどうかはわかりませんが、この点は陳情内容と、こ 

  こに出てきた内容の項目が違っていますが、これはおかしいのではないですか。 

○議長（大田英勝君） ６番。 

○環境経済建設常任委員長（供利泰伸君） これは陳情を受けた本人からちゃんと聞い 

  ていますし、また、防潮堤対策事業とか、そういうのではなく、まずは防風林から 

  しようということで、防風林のことで話をしてあります。 

○議長（大田英勝君） ５番。 

○５番（喜山康三君） わかりました。でしたら、この防風防潮、いわゆる災害対策と 

  して防潮林に限定するという形でやっていただきたい、この場合だったら納得しま 

  すが、実を言うと、ここの防潮堤をつくるという話が入ってきているのです。内々 

  からですね、ほかの方から、そこに防潮堤もつくるのだが、どんなものかなという 

  話も、私のところに入ってきているのです。だから、地元の方は、そういう懸念も 

  あるから私のところにも来ているのです。 

   以上、そういうことですので、ぜひこれを防潮林帯という、防潮林の植栽事業だ 
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  けに限定するという形でやっていただきたい。 

   以上、これをお願いしておきます。 

○議長（大田英勝君） ６番。 

○環境経済建設常任委員長（供利泰伸君） 私は防潮堤のことは全然聞いていません。 

   防風対策をまずしてくださいということで聞いていますので、絶対に防潮堤の話 

  は聞いていません。以上です。 

○議長（大田英勝君） これで、環境経済建設常任委員長に対する質疑を終わります。 

   これから、陳情第４号、寺崎海岸防風防潮対策事業の早期実施について討論を行 

  います。 

   討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

   これから、陳情第４号、寺崎海岸防風防潮対策事業の早期実施についてを採決し 

  ます。 

   この陳情に対する委員長の報告は、採択です。 

   お諮りします。この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありま 

  せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

   したがって、陳情第４号、寺崎海岸防風防潮対策事業の早期実施については、採 

  択することに決定しました。 

   次に、陳情第５号、東木根奈地区農道（仮称）改良舗装（一部新設）について討 

  論を行います。 

   討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 討論なしと認めます。 

   これから、陳情第５号、東木根奈地区農道（仮称）改良舗装（一部新設）につい 

  て採決します。 

   この陳情に対する委員長の報告は、採択です。 

   お諮りします。この陳情は、委員長の報告のとおり決定することに御異議ありま 

  せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

   したがって、陳情第５号、東木根奈地区農道（仮称）改良舗装（一部新設）につ 
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  いては、採択することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 所管事務調査報告 

○議長（大田英勝君） 日程第５、所管事務調査報告を行います。 

   総務厚生文教常任委員長の報告を求めます。８番。 

○総務厚生文教常任委員長（麓 才良君） 総務厚生文教常任委員会の所管事務調査に 

  ついて、御報告申し上げます。 

   平成２８年５月１０日から１２日にかけて、霧島市、大崎町、鹿児島市において、 

  先進地調査を実施いたしました。 

   霧島市では、県立埋蔵文化財センターと埋蔵文化財調査センターの事業内容の視 

  察、大崎町では、ふるさと納税の取組と、資源リサイクル率９年連続日本一の大崎 

  町衛生自治会の取組について調査いたしました。 

   鹿児島市では、本町の多目的運動広場建設に伴う芝生の視察のため、県立サッカ 

  ー・ラグビー場及びふれあいスポーツランドを視察した後、与論・沖縄間の航空航 

  路運賃軽減対策事業の実施のお礼のために、鹿児島県企画部交通政策課を訪問いた 

  しました。 

   調査に先立ち、４月１３日に第１委員会室で全委員出席の下、委員会を開催し、 

  総務企画課長、担当職員、地域おこし協力隊２人の参与を求め、ふるさと納税の現 

  状と展望について意見交換を行いました。 

   本町は、平成１９年６月にヨロン島サンゴ礁条例を制定し、ヨロン島サンゴ礁基 

  金がスタートしており、平成２７年度の寄附額は６７２万円となっています。ヨロ 

  ン島サンゴ礁基金の活用については、①サンゴ礁と共生する環境保全に関する事業、 

  ②ヨロンマラソン大会の運営に関する事業、③与論十五夜踊りの保存に関する事業、 

  ④離島の振興に関する事業の４事業を掲げております。 

   それぞれ目的や事業概要は示されていますが、事業の展望が示されておらず、具 

  体的なイメージが想定できないことや返礼品のアイテム不足、クレジット決済がで 

  きない等、全般的にＰＲ不足が否めないという評価でありました。 

   始めに、霧島市の県立埋蔵文化財センター及び埋蔵文化財調査センターについて 

  申し上げます。 

   県立埋蔵文化財センターは、平成１４年上野原縄文の森に移転オープンし、埋蔵 

  文化財の発掘調査を実施するとともに、その研究・保護に努め、文化財に対する県 

  民の正しい理解と認識を高め、郷土愛が育まれるよう普及・啓発に取り組んでおり 

  ます。 

   埋蔵文化財調査センターは、国の道路建設事業の増加に伴い、埋蔵文化財調査事 
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  業が見込まれることから、公益財団法人鹿児島文化振興財団埋蔵文化財調査センタ 

  ーとして、平成２５年に設立し、国事業に係る発掘調査を円滑かつ効果的に実施し 

  ています。予算規模は２２億円で、所長は本町の上城の発掘調査を担当された堂込 

  秀人氏です。両センターの沿革、概要について説明を受けた後、調査センターの施 

  設を視察いたしました。各部署で担当の皆さんが緻密な作業をこなされており、そ 

  れぞれが専門分野のプロ集団であることに驚きを感じました。総勢８０人近くの方 

  々が勤務されているとのことであります。 

   詳細につきましては、資料がございますので、御参照ください。 

   なお、調査センターの２５か所の発掘調査現場のうち、大崎町が６か所も含まれ 

  ており、改めて大崎町の古代からの歴史を感じるところでした。 

   次に、大崎町では、ふるさと納税の取組、大崎町衛生自治会の取組の２項目につ 

  いて調査をいたしました。 

   １点目のふるさと納税の取組について申し上げます。 

   大崎町は、平成２６年度に９億円の赤字予算に陥り、史上最悪の財政危機を迎え 

  たことから、町長より同年８月に財源確保の指示があり、ふるさと納税に本格的に 

  取り組むことになったとのことであります。１１月には農政、企画、財政の各担当 

  が連携して、ふるさと納税の推進検討会議を立ち上げ、当初目標額を３０００万円 

  に設定してスタートしました。初年度実績は１０００万円でありましたが、平成２ 

  ７年度実績、２８年４月現在では２７億１９６４万円で、当初実績から約２７０倍 

  の寄附額となっているとのことでありました。 

   当初、専門職員や専門チームはなく、平成２７年度に企画政策係兼務が１人で対 

  応し、平成２８年度は、商工係、観光係、男女共同参画係、ふるさと納税を兼務し 

  た３人体制で行っておりますが、活動予算はないとのことであります。寄附額増加 

  の要因としては、ＳＮＳやポータルサイトの活用、各種メディアを利用した首都圏 

  でのＰＲ活動、多種多様なお礼の品々３１１品を選択できるカタログポイント制度 

  の導入、特産品を特化することなく季節ごとの特産品を投入していることが挙げら 

  れます。 

   返礼品は、うなぎが４９.２パーセント、肉類が１６.９パーセント、サツマイモ 

  が１１.１パーセント、マンゴーが５パーセント、その他１７.８パーセントであり 

  ます。現在３９の企業が参加し、商品開発については、事業者からの商品提示方式 

  を取り入れ、新商品の開発や発送作業は全て事業所が行い、お礼状の発送、寄附に 

  関する問い合わせ、その他の業務については連携業者のＪＴＢ西日本に委託してい 

  るとのことであります。 

   従来の行政と民間という関係ではなく、完全にビジネスとして捉えており、企画 
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  調整課では、マーケティングリサーチとプロモーションの方法の検討をしていると 

  のことでありました。 

   ふるさと納税の入金方法の割合は、クレジットカードが８７パーセント、郵便振 

  替が１１パーセント、銀行振込２パーセントとなっており、クレジットカード決済 

  導入については、約半年間の準備期間を要したとのことであります。 

   大崎町に与える影響については、財政調達、地域経済発展、地場産業の振興、町 

  のＰＲなど多方面にわたり明るい影響を与えており、米流通大幅拡大による４.３ 

  トン出荷が鹿児島県において第１位となり、９年連続の資源リサイクル率日本一を 

  達成するなど、町民が誇りに思えるまちへ、町全体が明るくなり、地域全体が元気 

  になっているとのことであります。官民連携の新しい形、新たなまちづくりの第一 

  歩であるとの自信に満ちた担当者の説明に感銘を受けたところであります。 

   集まった寄附の使い道については、ふるさと納税は意志ある寄附であり、地域の 

  未来への投資であるということを条例で定め、リサイクル・観光・スポーツ・教育 

  ・子育て・地方創生のまちづくり等のソフト事業を中心に検討しているとのことで 

  ありました。 

   今後の取組については、現在の返礼品合戦の状況を鑑み、自治体の寄附の原点に 

  返ることを心がけ、熊本県ふるさと納税受付事務の代行や、ふるさと納税をテーマ 

  にした映画をつくり、知名度向上や地域活性化に努め、特産品カタログから生産者 

  カタログへのリニューアルを進めていくとのことでありました。 

   大崎町のふるさと納税のこれまでの取組を振り返り担当者は、「大崎町のような 

  全く無名の過疎の町では全国レベルの寄附額を集めることは不可能だと思っていた 

  ので、とにかく知名度の向上に努めました。寄附額ランキングは意識せず、事業所 

  との対話を心がけました。日頃から地域とのつながりの強い過疎の町だからこそ、 

  この制度は力を発揮できるものだと思いました。」と述べておりました。このコメ 

  ントを拝聴し、本町において、今後ふるさと納税の拡大・充実を図るための大きな 

  示唆をいただいたような気がいたしました。なお、先日の新聞報道によりますと、 

  平成２７年度の大崎町の寄附額は２７億２０００万円で全国４位でありました。 

   次に２点目の大崎町衛生自治会の取組について申し上げます。 

   大崎町には、ごみ焼却施設がなく、平成２年から大崎町、志布志市の１市１町で 

  構成された曽於南部厚生事務組合の管理型処分場で埋め立て処分を行ってきました。 

  しかしながら、処分場の残余年数があと数年で満杯と逼迫した状態になったことか 

  ら、平成１０年９月から缶・ビン・ペットボトルの分別収集と指定袋の導入を実施 

  し、その後分別対象品目を拡大し、平成２５年４月現在では、２７品目の資源ごみ 

  の分別収集を行っているとのことであります。この徹底した分別収集への取組には、 
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  各衛生自治会組織の地道な活動が重要な役割を果たしているとのことであります。 

  町内約１５０か所の収集所ごとに地域のリーダーである環境衛生協力員（衛生自治 

  会長）を配置し、排出者である家庭に言葉や理念だけでなく、協力員が自ら実践し 

  て信頼関係を築き、その役割を果たしているとのことであります。また、分別収集 

  開始当初は、役場職員が全ての収集場に配置され、ボランティアで協力員の補助を 

  行ったとのことであります。分別された廃棄物の「処理」から「利用」への転換を 

  図る上で、重要な位置を占めているのが行政の委託企業である「そおリサイクルセ 

  ンター」であります。この民間施設は大崎町に建設されており、曽於地区２市１町 

  （曽於市・志布志市・大崎町、人口約１０万人）から委託を受け、資源ごみ回収と 

  中間処理及び保管業務を行っているとのことで、４０人程度の雇用が生まれている 

  とのことであります。 

   また、大崎町は下水道、浄化槽の普及率が低く、家庭から排出する天ぷら油が河 

  川水質汚濁の一因であることから、各家庭に廃食油専用容器の配布を行い、平成１ 

  ２年４月から「そおリサイクルセンター」に委託し、廃食油の回収を行っていると 

  のことです。そして、同センターでは平成１２年７月に廃食油燃料化プラントを購 

  入し、廃食油からディーゼルエンジンの軽油代替燃料（ＢＤＦ）精製を試み、現在 

  プラントで精製された燃料は、同センターのごみ収集車など５台の燃料として利用 

  されているとのことです。しかし、廃食油の回収量が月平均６００キログラムと予 

  想より少なかったため、みんなで知恵を絞った結果たどりついたのが菜の花の栽培 

  であったとのことです。 

   衛生自治会と町では、菜の花畑を復活させ、食用油として特産品開発、使用後の 

  菜種油は回収して軽油代替燃料（ＢＤＦ）とし、さらに観光資源としても活用する 

  「菜の花エコプロジェクトを」を平成１３年度から始め、衛生自治会員の畑約７ヘ 

  クタールに植え付けたとのことでありました。肥料も生ごみリサイクル堆肥「おか 

  えり還ちゃん」などの有機肥料を使用しているとのことです。この菜の花畑で生ま 

  れた菜種油は、「ヤッタネ！菜ッタネ！」とネーミングされ、現在ふるさと納税の 

  返礼品や特産品として人気商品となっているとのことです。「菜の花エコプロジェ 

  クト」は、環境省主催の『ストップ温暖化「一村一品」大作成２００８』において 

  特別賞の「地域循環賞」を受賞、「フード・アクション・ニッポンアワード２０１ 

  ５」において、リサイクルから生まれた菜種油「ヤッタネ！菜ッタネ！」が食品産 

  業部門で最優秀賞を受賞、平成２７年度循環型社会形成推進功労者として大崎町衛 

  生自治会の取組が団体の部で「環境大臣賞」を受賞し、町民の誇りとなり、融和の 

  基となっています。 

   なお、今回大崎町の取組は、今、インドネシアのほうに、その方式を輸出する形 
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  で指導を行っているとのことです。 

   次に、鹿児島市の県立サッカー・ラグビー場とふれあいスポーツランドについて 

  申し上げます。両施設とも担当職員から施設の概要の説明を受け、主に芝生の状況 

  を視察調査いたしました。民間業者が県と市から管理運営業務の委託をされており、 

  きちんと施設管理されていることを実感いたしました。 

   その後、鹿児島県企画部交通政策課を訪問し、先般の与論・沖縄間の航空航路運 

  賃軽減対策事業の実現について、課長にお礼を申し上げました。担当課長を始め、 

  航空・航路の担当係長も同席され、船舶の欠航、抜港による影響や様々な課題につ 

  いて意見交換を行うことができ、大変有意義なひとときでありました。 

   今後の委員会活動の指針になることだと一同実感したところです。 

   以上が、調査の概要です。 

   当委員会としては、今回の調査を踏まえ、次のことを意見として集約いたしまし 

  た。 

   １点目に、ふるさと納税については、本町においても担当職員の配置がなされ、 

  地域おこし協力隊と協力した取組による成果が期待されております。今後ふるさと 

  納税は、贈答品合戦から地域の社会的投資へと流れが向かいつつあるので、ヨロン 

  島サンゴ礁基金を精査し、事業の展開を明確にして取り組むことを望みます。 

   ２点目に、本町において、新清掃センターが建設されている折、分別収集はもと 

  より、行政・町民・企業が連携・協力して信頼関係を構築していけるよう施策の展 

  開を図り循環型社会の形成、エコアイランドの実現に向けて島ぐるみで取り組める 

  ことを期待いたします。 

   ３点目に、メッセージの発信については、ヨロンマラソンのメッセージや、記者 

  会見など効果的手法が求められているので、専門家の指導を検討することを望みま 

  す。 

   以上で、総務厚生文教常任委員会の所管事務調査の報告を終わります。 

○議長（大田英勝君） これで、所管事務調査報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 所管事務調査報告 

○議長（大田英勝君） 日程第６、所管事務調査報告を行います。 

   環境経済建設常任委員長の報告を求めます。６番。 

○環境経済建設常任委員長（供利泰伸君） 環境経済建設常任委員会の所管事務調査に 

  ついて、御報告申し上げます。 

   平成２８年５月１０日に長崎県の南島原市で特産品の取組、観光振興の取組の２ 

  項目について調査いたしました。 
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   南島原市は、平成１８年３月に近隣の８町が合併して誕生した、人口が４万８９ 

  ６９人、世帯数１万８８４４戸の島原半島の南東部に位置する市です。基幹産業は 

  農業で、産出額は県内トップクラス、水産業は沿岸漁業が中心で全国２位の生産量 

  を誇る島原手延べそうめんがあります。 

   特産品の取組については、特産品の現状及び開発の取組、特産品を生かしたふる 

  さと納税への取組の２点を調査いたしました。 

   １点目の特産品の現状及び開発の取組について申し上げます。 

   手延べそうめん、そうめんチャンポン、いかすみ素麺のめんたい炒め、白そうめ 

  んと梅の２色ザルなど、特にそうめん関連事業が挙げられます。物産関連事業とし 

  て地域物産開発販売支援事業があり、その目的は、南島原原産品の見直しや新商品 

  の開発を行い、地場産業や関係団体と連携を図りながら、競争力の高い特産品の開 

  発を促進するものです。その支援、補助対象者として、市内に住所のある個人、地 

  域団体及び中小企業で国税や地方税を滞納していない者に交付しています。支援事 

  業補助金の実績として、イカスミ黒かまぼこ、野菜ジャム、雲仙牧場鹿ソーセージ、 

  うまかみかんジュース、島原洋麺、山つわぶき、鹿エキス入りコラーゲンゼリー、 

  煮ひじきなどがあります。新事業としては、いのししエコ・レザー（革製品）を活 

  用したエコ産品事業が挙げられます。革、牙を利用した商品開発であり、制作可能 

  な商品例として、コインケース、名刺入れ、ペンケース、袋類、本カバー、しおり、 

  キーホルダー、アクセサリー、ストラップなどがあり、商品開発、販売まで一貫し 

  た体制で実施しています。 

   ２点目の特産品を生かしたふるさと納税への取組について申し上げます。 

   南島原市ふるさと応援寄附（ふるさと納税）の経過として、平成２０年４月から 

  平成２７年３月まで、寄附のお礼として寄附額１０万円未満には３００円程度の特 

  産品を礼状に添えて送付していたとのことです。その結果、平成２５年度が４５件 

  で６５０万円、平成２６年度は６５件で４８４万円の寄附があったとのことです。 

   平成２７年４月に株式会社トラストバンクの「ふるさとチョイス」を活用して、 

  インターネット上での寄附の申込みを行うとともに、ヤフー株式会社の「ヤフー公 

  金支払い」を利用してクレジットカード決済での寄附金納付を始めたとのことです。 

  加えてＪＴＢ西日本の「ふるぽ」を活用して寄附のお礼にポイント制カタログ贈呈 

  を始めたとのことです。その結果、寄附の金額は飛躍的に伸びて、平成２７年度は 

  ９３３９件で１億９５１５万９５００円の寄附が全国から集まったとのことです。 

  「ふるぽ」の取組概要は、南島原市の地域おこし協力隊が中心となって、農協、漁 

  協、商工会、観光協会などにお礼の品の募集を行い、それぞれの団体から集めた物 

  品や企画提案などを取りまとめた資料を基にＪＴＢ西日本が冊子カタログやウェブ 
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  カタログを作成して掲載作業を行っているとのことであります。そして、寄附者に 

  対しては、金額に応じた希望の品を冊子カタログなどから選んでもらい、後日、そ 

  の品を寄附者に発送しているとのことであります。 

   また、「楽天ふるさと納税」を活用して、ブランドコーディネーターが中心とな 

  り、「ふるぽ」取組事業者に対してのお礼の品の募集を行い、取組事業者から集め 

  たお礼の品や企画提案などを取りまとめた資料を基に、楽天株式会社がウェブ上の 

  楽天市場へ掲載作業を行っているとのことであります。寄附者に対しては、金額に 

  応じた希望の品を冊子カタログなどから選んでもらい、インターネット上での寄附 

  申込受付を行い、寄附のお礼はインターネットショッピング形式で金額に応じた希 

  望の品を、後日発送しているとのことでありました。 

   南島原市は、平成２７年３月までは、本町と同じような寄附額でありましたが、 

  クレジットカード決済での寄附金納付や、ＪＴＢ西日本の「ふるぽ」のポイント制 

  カタログギフト贈呈を始めたことなどで寄附額が飛躍的に伸びたとのことでした。 

   次に、観光振興の取組については、農林漁業体験民泊事業を調査しました。この 

  事業は、地域再生の一つの手段として、基幹産業である農林漁業を生かした体験型 

  観光と小中学生を対象とした民泊体験をセットで行っており、将来を担う子供たち 

  に、体験を通して「生きる力」を育むことを目的として、南島原ひまわり観光協会 

  と市が一体となって取り組んでいるとのことであります。特に、農林漁業の生産力 

  の高い地域で民泊できることから、本物の体験と生活を経験できるとともに、受入 

  れ家庭と心と心の交流が深まり感動を得ることができ、誘客増につながっていると 

  のことであります。また、何回も訪れてもらうためには、豊かな自然環境と「おも 

  てなしを行う人」が一番の要因であるとのことから、受入れを行う実践者には、安 

  全衛生講習会やインストラクター研修の受講を義務づけるなど、お客様が安心して 

  参加できる体制づくりに努めているとのことでありました。 

   最後に、今回の調査を通じ、本委員会としては、南島原市の優れた取組に学んで、 

  本町においても、ＪＴＢ西日本の「ふるぽ」を活用し、インターネット上でのクレ 

  ジットカード決済やポイント制カタログギフト贈呈ができるようなシステムを導入 

  するとともに、農業、漁業、商工会、観光協会などの関係団体とも連携して、地場 

  特産品や新商品の開発を積極的に推進し、ふるさと納税のお礼の品物の充実を図っ 

  ていただきたいとの意見集約を行いましたので、報告方々提言いたします。 

   以上で、環境経済建設常任委員会の所管事務調査についての報告を終わります。 

   どうもありがとうございました。 

○議長（大田英勝君） これで、所管事務調査の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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 日程第７ 議員派遣の件 

○議長（大田英勝君） 日程第７、議員派遣の件を議題とします。 

   お諮りします。議員派遣の件については、お手元に配りましたとおり、派遣する 

  ことにしたいと思います。御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

   したがって、議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり派遣することに決定し 

  ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 閉会中の継続審査・調査について 

○議長（大田英勝君） 日程第８、閉会中の継続審査・調査についてを議題とします。 

   総務厚生文教、環境経済建設、広報常任委員会、議会運営委員会、役場庁舎建設 

  検討特別委員会の各委員長から、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継 

  続審査・調査の申し出があります。 

   お諮りします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とするこ 

  とに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（大田英勝君） 異議なしと認めます。 

   したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査とすること 

  に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（大田英勝君） これで、本日の日程は、全部終了しました。 

   会議を閉じます。 

   平成２８年第２回与論町議会定例会を閉会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉会 午後４時３１分 
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